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【開催日】 平成３０年９月５日 

【開催場所】 第２委員会室 

【開会・散会時間】 午前９時～午後４時５８分 

【出席委員】 

委 員 長 吉 永 美 子 副 委 員 長 山 田 伸 幸 

委 員 大 井 淳一朗 委 員 杉 本 保 喜 

委 員 恒 松 恵 子 委 員 松 尾 数 則 

委 員 矢 田 松 夫   

【欠席委員】 なし 

【委員外出席議員等】 

議   長 小 野   泰   

【執行部出席者】 

副市長 古 川 博 三   

市民部長 城 戸 信 之 市民部次長兼市民生活課長  藤 山 雅 之 

環境課長 木 村 清次郎   

福祉部長 岩 本 良 治 福祉部次長兼高齢福祉課長 兼 本 裕 子 

福祉部次長兼国保年金課長 桶 谷 一 博 高齢福祉課技監 河 野 靜 恵 

高齢福祉課課長補佐 河 田 圭 司 高齢福祉課主査 石 井 尚 子 

高齢福祉課主査兼介護保険係長 篠 原 紀 子 高齢福祉課主査兼地域包括支援センター所長 荒 川 智 美 

高齢福祉課高齢福祉係長 古 谷 雅 俊 国保年金課課長補佐 石 橋 啓 介 

国保年金課国保係長 石 田 由記子 国保年金課収納係長 山 田 幸 生 

国保年金課年金高齢医療係長 三 隅 貴 恵 国保年金課特定健診係長 別 府 奈緒美 

病院事業管理者 矢 賀   健 病院局事務部長 堀 川 順 生 

病院局事務部次長兼医事課長 岡 原 一 恵 病院局総務課長兼庶務係長 和 氣 康 隆 

病院局総務課課長補佐兼経理係長 藤 本 義 忠 病院局医事課医事係長 佐々木 秀 樹 

 

【事務局出席者】 

事務局長 中 村    聡 議事係主任 原 川 寛 子 

 

【付議事項】 

１ 議案第６０号 平成２９年度山陽小野田市国民健康保険特別会計歳入歳

出決算認定について（国保） 

 

２ 議案第６２号 平成２９年度山陽小野田市後期高齢者医療特別会計歳入
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歳出決算認定について（国保） 

 

３ 議案第７７号 山陽小野田市国民健康保険基金条例の一部を改正する条

例の制定について（国保） 

 

４ 議案第８１号 物品の購入について（環境） 

 

５ 議案第６７号 平成２９年度山陽小野田市病院事業決算認定について（病

院） 

 

６ 議案第８０号 山陽小野田市病院局企業職員の給与の種類及び基準に関

する条例の一部を改正する条例の制定について（病院） 

 

７ 議案第６１号 平成２９年度山陽小野田市介護保険特別会計歳入歳出決

算認定について（高齢） 

 

午前９時 開会 

 

吉永美子委員長 皆様おはようございます。ただいまより民生福祉常任委員会

を開会します。皆様のお手元に審査日程があると思いますが、審査日程

に従いまして、審査を行ってまいりますので、議事運営に御協力をよろ

しくお願いします。それではまず初めに、議案第６０号平成２９年度山

陽小野田市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について審査をしま

す。執行部より説明をお願いします。 

 

桶谷福祉部次長 それでは、議案第６０号平成２９年度山陽小野田市国民健康

保険特別会計歳入歳出決算について御説明申し上げます。なお、決算の

参考資料として「山陽小野田市の国保」をお配りしています。まだまだ、

不十分な内容ではありますが、本日の審査の参考にしていただければと

存じます。これらの資料につきましては、少々お時間を頂きまして、決

算書と併せて御説明させていただきたいと存じます。 

それでは、最初に、決算を取り巻く概況から御説明させていただきま

す。資料の１ページをお願いします。資料の中段、職員数ですが、平成

２９年度は、正規職員１５名、臨時職員１名、合計１６名の体制でした。

なお、平成２９年度から課内に収納係を新設し、専門性とスピード感を
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持って収納体制の強化に取り組んでいるところです。続きまして、２ペ

ージ、国民健康保険運営協議会です。本協議会は国民健康保険事業の運

営に関する重要事項その他必要事項を審議する市長の諮問機関で、委員

は１４名です。平成２９年度は国保県広域化を控え、御審議いただきた

い内容も多くありましたので、８月と１月、そして３月に開催し活発な

御審議をいただいたところです。協議会開催の日程調整につきましては、

協議会の重要性に鑑み、今後とも最大限努力していきたいと考えていま

す。続きまして、３ページは平成元年からの各年度末における国保加入

世帯と国保被保険者の推移状況です。一番下ですが、平成２９年度の国

保加入世帯は８，４２８世帯で、加入率は３０％を割り、２９．１６％、

国保被保険者は１万２，８８０人で加入率は２０．３４％となっており、

平成１８年度をピークに減少し続けています。続きまして４ページは年

度間平均の被保険者の推移です。続きまして５ページは資格得喪の異動

状況です。傾向としましては、上段の資格取得では、上の二つ、転入と

社保離脱が平成２５年度以降減少し続けていましたが、平成２９年度は

増加に転じています。一方、下段の資格喪失においては、中ほどの生保

開始ですが減少傾向が続いています。また、後期加入につきましても、

増加傾向にあります。続きまして、６ページは年齢階層別の被保険者数

の状況です。年齢階層は５歳刻みで作成しています。一般と退職を合わ

せた男女の計で見ますと、６０歳以上が全体の６７.６４％を占めている

状況で、前年に比べ０．４％増加しています。平均年齢につきましては、

５５．３歳となっており、前年に比べ０．３歳上がっています。なお、

無資格者の実態把握ですが、過去何度か御質問を頂いていますが、現行

制度では把握できない状況です。一方、不現住被保険者いわゆる居所不

明の被保険者については事実確認の後、市民課に住民票の職権による削

除の依頼を行っています。平成２９年度は職権消除を１８件行いました。

決算を取り巻く概況は以上です。 

それでは、決算書に沿って御説明します。まず、決算書の２３ページ

をお願いします。歳入歳出決算総括表です。予算現額８４億８，３０９

万円に対しまして、歳入額８４億９８３万２６２円、歳出額８２億

４，２４０万４，９１１円となり、差引形式収支は１億６，７４２万

５，３５１円の黒字となりました。翌年度へ繰り越すべき財源はありま

せんので、同額が翌年度への繰越金となります。 

続きまして、３１９ページからの決算に関する説明書について詳しく

御説明させていただきます。説明は慣例によりまして歳出からさせてい
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ただきます。３３２ページをお願いします。１款総務費のうち１項総務

管理費は、職員１２名の人件費や国保県広域化のためのシステム改修委

託料が主なものです。下段２項徴収費は、賦課徴収に係る物件費となっ

ています。続きまして３３４ページをお願いします。３項運営協議会費

は運営協議会委員への報酬です。続きまして、２款保険給付費は総額で

５０億８，５９４万１，５８２円となり歳出全体の６１.７％を占めてい

ます。 

詳しい医療費の状況は、資料の７ページからになります。ここからの

資料は国に報告する事業年報を基に作成しています。まず、７ページ、

療養諸費ですが、これが医療費の総額となります。下段の全被保険者欄

を御覧ください。平成２９年度の保険者負担額は、前年度より減額とな

り、４４億５，１７６万４，１３８円ですが、一人当たりの負担額は３３

万８，１２６円で、年々増加している状況です。続いて資料の８ページ

と９ページは、７ページの療養諸費を医療費の種類ごとに分類したもの

で、８ページが原則的医療給付と呼ばれるもので調剤や訪問看護を含ん

でいます。９ページが補完的医療給付と呼ばれるもので、柔道整復が主

なものとなっています。続きまして、１０ページの上段一人当たり費用

額ですが、これは、再度７ページに戻っていただき下段一人当たりの費

用額４６万２，８１３円を医療費の種類ごとに分析した表になります。

一人当たりの費用額は、対前年度比３．３％の伸びとなっています。特

徴的な傾向としましては、入院と歯科が大きく伸びています。また、平

成２７年度に大きく伸びた調剤費ですが、従来の薬価基準制度と市場拡

大再算定制度に加え、新たに、特例市場拡大再算定制度が導入され、落

ち着いてきている状況です。製薬技術の進歩により高価な薬剤は今後も

増え続ける見通しで、国は薬価制度の抜本的な見直しに着手しています

ので、今後、これらの動向にも注視していきたいと考えています。また、

残薬等の問題ですが、現在、「薬の飲み残しはありませんか」などの啓発

文書を保険証の切替え時に同封しているところです。また、訪問看護に

つきましては、在宅医療の影響で毎年度伸びていましたが、今年度は減

少しています。なお、これら医療費の県内の状況ですが、資料の４１ペ

ージに記載をしています。中央辺りの列に記載していますのが一人当た

りの医療費になります。県内１３市の中で３番目に高い状況です。順位

につきましては相対的なものとなりますが、ここ数年順位が上がってき

ていますので引き続き注視していきたいと考えています。続きまして、

資料の１２ページから１８ページは、国保連合会が作成した平成３０年
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５月診療分の疾病分類集計をまとめた資料になります。各項目の上位３

位を網掛けにしています。まず、１２ページですが、年齢階層別、男女

別の診療の状況です。傾向は例年と変わりはありません。受診率が６０

歳辺りから大きく伸びて、これに連動するように、５５歳辺りから一人

当たりの診療費が大きく伸びています。続いて１３ページは、年齢階層

別の入院と入院外の診療費をまとめたものです。全体的に１件当たりの

診療費は、高齢になるほど高額になる傾向があります。続きまして１４

ページは、疾病大分類別の集計になります。表の中に受診率の項目があ

りますが、算出方法は件数÷被保険者数×１００となります。被保険者

数は前ページ１３ページの一番下の計の欄１万２，９６６人となります。

一番上の１．感染症及び寄生虫症を例に挙げれば、件数３０８÷被保険

者数１万２，９６６×１００で２．３８％となります。また、表の中で

一人当たりの診療費の項目がありますが、過去５年間の推移をまとめた

のが次の１５ページになります。２の新生物、５の精神及び行動の障害、

９の循環器系の疾患が上位を占めています。なお、５の精神及び行動の

障害は、診療費が毎年増加していることから、今後も注視していきたい

と考えています。続きまして１６ページは、過去５年間の中分類別診療

費の順位で、ここ５年間は統合失調症が１位となっています。次に１７

ページは、件数の順位となっています。ここ５年間の傾向は１位が高血

圧性疾患、２位が歯肉炎及び歯周疾患、３位が糖尿病となっています。

続いて１８ページは、校区別の診療状況となっています。ここ数年の傾

向としては、有帆地区において一人当たり診療費と１件当たりの日数が

高くなっています。 

続きまして、１９ページからが、ＫＤＢを活用して分析した資料にな

ります。これらＫＤＢ資料につきましては、あくまでも傾向を把握する

ためのものです。現在公表されている数値、あるいは今後公表される数

値と差異が生じる場合がありますが、御了承いただきたいと存じます。

まず１９ページですが、平成２７年度から平成２９年度までの３か年の

一人当たり全体平均医療費の上位３位までを、中学校別に集計したもの

です。上段が外来、下段が入院となっています。なお、外来と入院に分

けて、上位３位までを集計していますので、上段と下段でグラフの色が

同じでも、別の疾病になりますので、御留意願います。グラフの一番左

側が全体平均の順位となります。まず、上段の外来ですが、１位が循環

器系の疾患、２位が内分泌、栄養及び代謝疾患、３位が新生物となって

います。この順位は昨年度作成した平成２６年度から平成２８年度の３
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か年平均と同じ結果になっています。特徴としては、１位の循環器系の

疾患については、厚陽校区が平均を上回っており、２位の内分泌、栄養

及び代謝疾患については、反対に、厚陽校区が平均を下回っています。

３位の新生物については、高千帆校区が平均を上回っており、厚陽校区

が平均を大きく下回っている状況です。続いて、下段の入院ですが、全

体平均の順位では、１位が精神及び行動の障害、２位が新生物、３位が

循環器系の疾患となっています。こちらの順位も昨年度と同じ結果にな

っています。特徴としては、１位の精神及び行動の障害は、小野田校区

が平均を大きく上回っており、埴生校区が平均を下回っています。２位

の新生物については、竜王校区が平均を大きく上回っており、厚陽校区

が平均を大きく下回っています。３位の循環器系の疾患については、竜

王校区と埴生校区が平均を大きく上回っており、小野田校区が平均を大

きく下回っている状況です。 

続いて２０ページです。この資料は、生活習慣病について被保険者千

人当たりの外来レセプト件数を県平均、同規模平均、国平均と比較した

ものです。本市の値が同規模と比較して２０％以上の場合は緑色、２倍

以上の場合は赤色で表記しています。また、これら同規模との比較にお

いて、同規模を１００とした場合の本市の数値を表したものが下段のレ

ーダーチャートになります。なお、同規模の定義ですが、本市の場合は、

人口５万人から１０万人のグループに属します。全国で２５０保険者あ

ります。県内では、下松市、光市、萩市が同規模保険者になります。レ

ーダーチャートから分かりますように、全体的に同規模を上回っていま

すが、とりわけ、脂肪肝、動脈硬化、脳梗塞が突出しているのが分かり

ます。続いて、２１ページですが、こちらは入院になります。作りは同

じです。高血圧症、脂質異常症、脂肪肝が突出しているのが分かります。 

続きまして、決算書に戻っていただき３３６ページをお願いします。中

段やや下、３款後期高齢者支援金等ですが、７億５，９３４万９，８９２

円で歳出全体の９．２％となりました。続きまして、下段４款前期高齢

者納付金等は、２７３万８，０６０円となりました。続きまして、３３８

ページをお願いします。５款老人保健拠出金は、１万６，８６１円とな

りました。続きまして、６款介護納付金は、介護保険制度に対する納付

金で、２億３，４４３万４，２２２円となりました。続きまして、７款

共同事業拠出金ですが、１６億８，５３０万７，７１０円で、歳出全体

の２０．４％となっています。保険財政共同安定化事業拠出金事業は、

平成２６年度までは３０万円以上のレセプトを対象としていましたが、
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平成２７年度からこれら下限がなくなり１円から対象となっています。

続きまして、８款保健事業費は特定健診、がん検診等に係る委託料のほ

か、受診券の郵送に係る事務費、はり・きゅう施術に係る補助金等で、

５，４３７万７，９３５円となりました。 

続きまして、資料の２２ページをお願いします。中段の特定健診受診

状況ですが、個別健診につきましては、両医師会の御協力をいただきな

がら市内３６の医療機関で実施してまいりました。一方、集団健診につ

きましては、両保健センターを中心に１４回、うち１０回は総合健診と

してがん検診と同時実施してまいりました。平成２９年度の受診率は確

定報告前の数値ですが、３６．３％となっており、前年度より僅かです

が減少する見込みとなっています。減少した要因ですが、平成２８年度

から胃がん検診が、国の「がん検診実施のための指針」が変更されたこ

とにより、２年に１回の実施となりました。本市の場合は、特定健診と

がん検診を同時実施する、いわゆる総合健診として実施しているため、

これらが影響したものと分析しています。平成２９年度受診率の県内順

位の公表は、確定報告後になりますが、上位に入るものと考えています。

一方、２３ページ上段の特定保健指導に関しては、実施率に変動があり、

国・県の平均値に達していない状況です。引き続き医療機関と連携して

実施率の向上に努めていきたいと考えています。また、下段の表、内臓

脂肪症候群に関しては、平成２８年度が最新の数値になりますが、全体

的に上昇傾向にあることから、これらについても、現在方策を検討して

いるところです。続いて２４ページをお願いします。中段の表は、がん

検診等に関する受診状況を示していますが、全体的に少しずつではあり

ますが上昇傾向にあります。また、今年度の特定健診・がん検診につき

ましては、現在実施している最中ですが、健診会場に血管年齢測定器を

用意し、健診の待ち時間を御利用いただき、血管年齢の測定を行ってい

るところです。測定をされた方には、大変好評で、これらの取組が受診

率の向上につながればと考えています。その他、引き続き、土日開催や

がん検診との同時実施など、健康増進課と連携を図りながら、より充実

した健診になるよう努力していきたいと考えています。なお、特定健診

の受診券を郵送する際に同封するパンフレットにつきましては、これま

で議会からも貴重な御意見を頂いていましたので、平成２８年度のパン

フレットからは、「受診者の声」ですとか「本市の疾病状況」を記載し御

意見を反映させていただいたところです。また、健康運動事業につきま

しては、決算書３４１ページをお願いします。中段やや下の委託料です
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が、春と秋合わせて１３０名の定員に対し８２名の参加となり、定員割

れでの実施となりました。こうした実情と今年度からは若い世代にも参

加していただきたく、対象年齢を従来の４０歳以上から３０歳以上に引

き下げたところです。また、事業内容も刷新し、大型商業施設内等で全

国的に事業展開されています大手事業者とも提携し運動教室を開催して

います。今後も、より多くの方に御参加いただけるよう、広報活動には

全力を尽くしていきたいと思います。続きまして下段の９款基金積立金

では、３億５２９万４，２６４円を国民健康保険基金に積み立てていま

す。基金の残高につきましては、３０９ページをお願いします。中段や

や下ですが、国民健康保険基金５月末時点の残高は、１０億４，２３５

万８，８８３円となっています。後ほど基金条例改正の御審議をいただ

きますが、今後の基金活用につきましては、団塊の世代が７５歳になら

れるまでの間、医療費の増
ぞう

嵩
こう

が見込まれますが、安定的に適正な保険料

率を設定していくための財源として、あるいは積極的な保健事業展開の

財源にも充てたいと考えています。続きまして、３４２ページをお願い

します。１０款諸支出金ですが、保険料の過誤納に対する還付金等で

３３２万７，７６３円となりました。以上、歳出合計８２億４，２４０

万４，９１１円となり、予算現額に対する執行率は、９７．２％となっ

ています。 

歳出の最後に、ジェネリック医薬品の使用状況や人口透析患者等につ

いて御説明します。資料の４１ページをお願いします。右端の列ですが

平成２９年度のジェネリック医薬品の使用率は６８.４％で１３市平均

の６６．６％を１．８％上回っています。引き続き、パンフレット配布

や差額通知書により、ジェネリック医薬品の啓発に努めていきたいと考

えています。また、人工透析患者数は資料等用意していませんが、ＫＤ

Ｂによりますと、平成２８年５月が３７名、平成２９年５月が３６名、

平成３０年５月が４１名となっており、４０名前後で推移している状況

です。また、議会から御提案いただきました資格証発行世帯における保

健師同行の家庭訪問も実施したところです。始めたばかりで模索状態で

はありますが、今後も引き続き行っていきたいと考えています。なお、

これらも含めた保健師等の訪問指導状況につきましては、資料の２４ペ

ージをお願いします。下段に一覧として記載しています。合計欄ですが、

訪問指導が３７２件、電話指導が４１件でした。歳出の御説明は以上で

す。 
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続きまして、歳入の説明に移りたいと存じます。まず、保険料の料率

ですが、資料の２５ページをお願いします。平成２９年度については、

賦課限度額は据え置かれたものの、基金を活用し、医療分・支援分・介

護分の所得割・均等割・平等割全てにおいて減額改定を行ったところで

す。続きまして、２６ページの表は、保険料の算定額割合になります。

続いて、２７ページは、保険料一人当たりの調定額で、一番右端は１世

帯当たりの調定額となります。両数値とも毎年度減少しています。保険

料の県内１３市の状況は４１ページをお願いします。左端ですが、保険

料の高い順で１１番目となっています。かつてのような保険料が高い状

況は脱したと考えています。 

続きまして、決算書に戻っていただき３２０ページをお願いします。

まず、１款国民健康保険料は１２億３，９５１万４，１６２円、続いて

３２２ページ２款国民健康保険税は５４万１，６７６円となりました。

これら全体の保険料・税収入は１２億４，００５万５，８３８円となり、

歳入全体の１４．７％を占めています。収納状況につきましては、資料

の３０ページをお願いします。事業年報の数値ですが、収納率は、還付

未済額を控除する前の数値となっています。下段の合計欄ですが現年度

収納率は９２．９１％、過年度収納率は２３．０５％となりました。現

年度分は目標としていた９２％以上を達成しましたが、過年度分は目標

としていた２５％以上を下回る結果となりました。続きまして、３１ペ

ージは不納欠損処分の推移です。平成２９年度の不納欠損額は２，２９９

万６，６９３円、不納欠損率は６．４３％となっています。また、不納

欠損３３５件の内訳ですが、生活困窮による執行停止中の時効が３９件、

４５３万５，３９２円でした。引き続き財産調査結果の情報共有を図り、

適切に処理していきたいと考えています。続きまして３２ページをお願

いします。上段の納付方法別収納状況ですが、特徴としましては、横ば

いになっていたコンビニ収納が今年度は伸びています。コンビニ収納は

平成２５年から開始し５年が経過していますが、今後ともＰＲには努め

ていきたいと考えています。続いて、下段の滞納、督促、差押え等の状

況です。まず、滞納世帯数ですが、平成２９年度は１，３７８世帯、割

合は１６．１％となっています。続きまして、短期被保険者証等の発行

状況ですが、平成２９年度は短期被保険者証が４０５件、資格証明書が

５７件となっています。また、差押件数は延べ数になりますが、預金口

座が１９４件、不動産はありませんでした。生命保険・給与等が３５１

件、合計５４５件で、差押金額は１，５８３万５，９５０円となってい
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ます。今年の４月から債権特別対策室が廃止され、当課において差押え

等の滞納処分の手続を行っていますが、引き続き適切な債権管理に努め

てまいる所存です。また、議会から御質問を頂いていました、所得階層

別の世帯数、保険料の割合、滞納額の割合は３８ページに、所得階層別

の滞納世帯と短期・資格証世帯、所得別差押件数は３９ページに、所得

内容別の被保険者数、保険料の割合は４０ページにそれぞれ一覧として

まとめています。まず、３８ページですが、所得階層２００万円以下の

世帯数が全体のおよそ８４％を占めています。同じく保険料ではおよそ

６０％、滞納額の割合ではおよそ４４％となっています。続きまして３９

ページの上段の表ですが、滞納世帯につきましては、所得階層２００万

円以下がおよそ４８％となっています。同じく短期証発行の世帯割合が

およそ７４％、資格証発行世帯の世帯割合がおよそ６３％となっていま

す。下段の所得別差押件数では、所得階層５１万円を超え２００万円以

下が多い状況です。続いて、４０ページですが、保険料の割合は年金所

得が最も多く、続いて給与所得、営業所得となっています。 

続きまして、決算書に戻っていただき３２２ページをお願いします。

中段３款使用料及び手数料は７８万４，０２０円で、督促手数料等とな

っています。続きまして、４款国庫支出金のうち国庫負担金は、国民健

康保険における低所得者が多いこと、事業主負担がないことなどから療

養給付に要する費用の一部を国が負担する療養給付費国庫負担金として９

億８，４０６万８，１９９円、高額医療費共同事業負担金として３，５７１

万４，５４５円、特定健康診査等負担金として７１２万７，０００円と

なりました。続きまして３２４ページをお願いします。上段ですが国庫

補助金として、市町村間の財政力の不均衡を調整するための財政調整交

付金が４億４，３０１万４，０００円となりました。国庫支出金合計で

１４億７，７７１万３，９５５円となり、歳入全体の１７．６％を占め

ています。続きまして、中段５款療養給付費交付金は、退職医療制度に

よる退職被保険者等に係る医療給付の一部を被用者保険等の拠出金より

交付される交付金で１億２，９２７万３，４３９円となりました。続き

まして、６款前期高齢者交付金は、前期高齢者に係る全保険者間の費用

負担を調整するための交付金で、２６億７，３６０万１，０５２円で歳

入全体の３１．８％を占めています。続きまして、７款県支出金のうち

県負担金は、高額医療費共同事業負担金として、国と同額の３，５７１

万４，５４５円、３２６ページですが、特定健康診査等負担金として、

こちらも国と同額の７１２万７，０００円となりました。また県補助金
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は、財政調整交付金として２億５，８１２万１，０００円となりました。

県支出金合計で３億９６万２，５４５円となりました。なお、これらを

一覧にまとめましたのが、資料の３６ページです。上段が国庫支出金、

中段が県支出金、下段が前期高齢者交付金の状況です。上段の国庫支出

金のうち、右から３列目の特別調整交付金が平成２８年度から大きく伸

びています。これは、結核・精神に係る特別調整交付金で、約３，０００

万円の交付を受けたことによるものです。なお、右側の特別対策費その

他の欄に平成２８年度と２９年度に数値が挙がっていますが、これらは

国保県広域化に伴うシステム改修補助金になります。 

続きまして、決算書に戻っていただき３２６ページをお願いします。

中段８款共同事業交付金は、高額医療費や市町国保間の財政の安定化を

図るために市町が共同で行う再保険事業で、１７億１，１１５万３，４４８

円となりました。歳入全体の２０．３％を占めています。続きまして、

９款財産収入は、国保基金の運用利息で、７，４６０円となりました。

続きまして、１０款繰入金は、国保財政安定化のために一般会計から繰

り入れる保険基盤安定繰入金、職員給与費等繰入金などで５億９，０４３

万２，９１１円、続きまして３２８ページになりますが、国民健康保険

基金繰入金は全体の決算見込みを勘案し、繰入れを見送っています。繰

入金合計は５億９，０４３万２，９１１円で歳入全体の７％を占めてい

ます。なお、一般会計からの繰入金の過去５年間の状況は資料の３７ペ

ージをお願いします。区分の下から２項目目にあります「その他繰入金」

これがいわゆる基準外の繰入金になりますが、平成２７年度以降はあり

ません。基金残高や広域化を控えての財政見通し等を総合的に勘案し「必

要なし」としたところです。 

続きまして、決算書３２８ページに戻っていただき、中段やや下１１

款繰越金は２億８，２４３万４，９３１円となりました。続きまして、

１２款諸収入は一般被保険者の第三者行為に係る療養給付費の返納金等

で合計３４１万６６３円となりました。以上、歳入合計８４億９８３万

２６２円となり、予算現額に対する執行率は９９．１％となっています。 

最後に、資料の３４ページをお願いします。過去５年間の歳入と歳出

を千円単位でまとめたものです。大局的な数値につきましては、こちら

を御参考にしていただけたらと存じます。また、３５ページはこれら全

体の金額を被保険者一人当たりに換算したもので、円単位となっていま

す。以上で平成２９年度国民健康保険特別会計決算についての説明を終

わらせていただきます。お時間を頂きありがとうございました。御審議
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よろしくお願いします。 

 

吉永美子委員長 長時間にわたり御説明お疲れ様でした。５分間ちょっと休憩

しまして、９時５５分より再開します。 

 

午前９時４８分 休憩 

 

午前９時５５分 再開 

 

吉永美子委員長 それでは休憩を閉じまして民生福祉常任委員会を再開します。

資料と並行してやっているわけですけれども、資料は資料として基本的

に質疑していただきたいと思いますが、最初だけはちょっと資料と一緒

にやります。最初に報告がありました２３ページ、歳入歳出決算総括表

ということで、これに関連しますのが３４、３５ページということだっ

たんですけど、これと併せて決算書２３ページ及び資料３４、３５とい

うことで、この点について御質疑はありませんか。 

 

山田伸幸副委員長 歳入歳出で１億６,７００万円余り出ていますが、これは繰

り越すということになっているんですが、繰越後は例えば基金に更に積

み上げるとか、そういうことをお考えなんでしょうか。 

 

石田国保年金課国保係長 こちらの剰余金に関しましては、また基金に積み立

てる形になります。決算後に、１２月補正のときに基金に積み立てます。 

 

吉永美子委員長 ほかに御質疑よろしいでしょうか。なければ、歳出が３３２

ページからなんですけれども、それに関連して御説明のありました資料

に基づき質疑を受けた上で、決算書に入りたいと思います。まず資料の

１ページ。それでは２ページ。国民健康保険運営協議会ですね。 

 

山田伸幸副委員長 運営協議会の被保険者代表は、どのように選出をされたん

でしょうか。 

 

石田国保年金課国保係長 被保険者につきましては、取りまとめている団体に

推薦いただきまして、被保険者代表を選定しています。 
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山田伸幸副委員長 ちょっと意味がよく分からないんですが取りまとめている

団体とか、それはどういった団体なんですか。例えば公募するとかそう

いうことはされていないんでしょうか。 

 

桶谷福祉部次長 被用者保険の代表者につきましては、現在二つの保険者の方

から御出席いただいています。一つが協会けんぽ、そしてもう一つが共

済会ということで、これら二つの団体につきましては、被用者保険で構

成している、名称は失念しましたがそういった取りまとめる団体から御

推薦いただいて、こちら二つの団体ということになっています。（「被保

険者代表」と呼ぶ者あり） 

 

石田国保年金課国保係長 被保険者代表につきましては、公募で選定していま

す。 

 

山田伸幸副委員長 公募であれば応募はどれぐらいあったんですか。 

 

石田国保年金課国保係長 定数４名に対しまして４名の公募がありました。 

 

矢田松夫委員 昨年も委員会で問題になったんですが、１４名が全員出席でな

いという日にちもあったということで、ここにも不用額が出ていますが、

出席状況はどうなんですか。 

 

桶谷福祉部次長 運営協議会におきます委員の出席状況ですが、第１回目は平

成２９年８月２４日に開催しましたが、こちらは１名の欠席でした。続

きまして第２回目ですが、平成３０年１月１８日に開催しまして、こち

らは欠席が２名でした。そして最後３回目ですが、平成３０年３月２９

日に開催しまして、こちらは欠席が１名でした。 

 

矢田松夫委員 特に第２回目の１月１８日については、保険料率を含めた非常

に大事な時期に、２名が欠席するということについてはどうなんですか。   

 

石田国保年金課国保係長 １月に行いました運営協議会ですが、保険料率等を

決める大事な協議会ではあったんですが、やはり日程を組む期間等が短

く、こちらもなるべく調整はしていましたが、やむなく２名が欠席とい

うことになりました。今後は日程調整等をもっと早くして全員が参加で
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きるようにしていきたいと思っています。 

 

大井淳一朗委員 休まれた方は同じ方ですか。特定の方が休まれるという指摘

も以前あったんですが。 

 

桶谷福祉部次長 このたび合計で４名の方の欠席があったわけですが、４名の

方はそれぞれ違う方となっています。 

 

吉永美子委員長 では次の３ページ。４ページ。 

 

山田伸幸副委員長 これを見てみますとどんどん後期高齢に移られたこともあ

ろうかと思うんですが、年々減っている。人口減というのもあるんです

けど、何か主たる要因を考えているんでしょうか。 

 

石田国保年金課国保係長 まず人口が少なくなっており、後期高齢者に移行さ

れる方が多いというのが現状になっています。 

 

吉永美子委員長 では５ページ。 

 

山田伸幸副委員長 先ほども数値の説明があったんですが、転入が前年度に比

べてもかなり多いと思うんですけど、何か要因があったんですか。その

中身までは分析していないでしょうか。 

 

石田国保年金課国保係長 申し訳ありませんが、中身までは分析はしていませ

ん。 

 

吉永美子委員長 では６ページ。７ページ。 

 

山田伸幸副委員長 全被保険者の保険給付費でやはりいろいろ努力をしても、

どうしても伸びていってしまうというのがあるんですけど、これは新し

い医療技術の採用が大きいのか、それとも一人当たりの回数とか、そう

いった伸びがあるのかどうなのか、その辺はいかがでしょうか。 

 

石田国保年金課国保係長 この医療費の伸びですが、国民健康保険の被保険者

は、年齢的に７０歳前後の方が多くなっています。それに伴いまして、
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受診される回数が多いという面もあると思います。受診内容の医療水準

がというのは、ちょっとこちらは今のところ分かってはいません。 

 

吉永美子委員長 では８ページ。 

 

山田伸幸副委員長 療養給付費で調剤のところを注目すると、減少してるんで

すね。これはジェネリックの効果なのか、それとも高額薬品が安くなっ

てきてこのようなことになったのか、その辺はいかがでしょうか。 

 

石田国保年金課国保係長 やはり調剤の給付費が下がってきているのは、ジェ

ネリックに移行している部分も多々あると思っています。 

 

山田伸幸副委員長 一時期、このジェネリックに余り積極的に取り組んでいな

い医療機関もあったんですが、今ではどういう状況なんでしょうか。 

 

石田国保年金課国保係長 医療機関でどこまでジェネリックを推進しているか

は、こちらでは把握していません。 

 

山田伸幸副委員長 ジェネリック希望シールなんですが、前はもっと大きかっ

たのが、このたびとっても小さいシールに変わって、もっと強調して医

療機関にジェネリックを希望している患者だということが分かるように

何か市として、そういった努力ができないものかどうか、いかがでしょ

うか。 

 

石田国保年金課国保係長 ジェネリックシールですが、保険証自体がカードサ

イズでとても小さくなっています。その保険証に貼れるようにというこ

とでシールも現在小さくなっています。またジェネリックシール以外に

ジェネリック希望カードも国保年金課の窓口で用意していますので、そ

ちらの配布も今後していきたいと思っています。 

 

山田伸幸副委員長 ジェネリックシールが何個も何個も付いているんですね、

一つのシートに。それよりは保険証にぺたっと貼って透明の文字で分か

りやすくしたほうが、いいのではないかなと思うんですが、そういうこ

とは検討できないでしょうか。 
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石田国保年金課国保係長 ジェネリックシールを保険証に貼って交付というの

は難しいと考えています。またジェネリックシールを使われるかどうか、

被保険者の判断というのもありますので、やはり、今現在ではシールと

いう方法で推進していきたいと思っています。 

 

山田伸幸副委員長 私どうしても仕方なく二つの医療機関に掛かっているんで

すが、この二つの医療機関ともジェネリックの採用を非常に先生自身も

進めていて、市を挙げて取り組んだ成果だと思うんですが、今後どうい

った取組を考えているのかお聞かせいただきたいと思います。 

 

石田国保年金課国保係長 現在は保険証とジェネリックシールを一緒に交付し

ているのと、あと４０歳以上の方にジェネリックの切替え促進の勧奨手

紙を出しています。また市で配布します文書等にもジェネリック推進の

広報を今後も進めていくのに併せて、当市が参加しますイベントにも、

ジェネリックについてのパンフレット等を置いていきたいと思っていま

す。 

 

吉永美子委員長 では次９ページ。１０ページ。 

 

山田伸幸副委員長 調剤費のことでお伺いするんですが、高価な医薬品がどん

どん安くなってきているんですが、例えば肝臓関係のオプジーボですか

ね、こういったものが、かつては１００万単位だったのが随分下がって

いるんですが、山陽小野田市では現在そういった高額な医薬品を使って

いる方が相当数いるんでしょうか。 

 

石田国保年金課国保係長 高額薬品を使用されている被保険者の方の分析につ

きましては、薬品から検索することがとても難しく、現在は正しく把握

することが難しいのが現状になっています。今後高額薬品のことにつき

まして、こちらも分析を進めていきたいと思っています。 

 

山田伸幸副委員長 それと訪問看護について在宅医療の進展とともに増えてき

たということなんですが、かつて介護保険が導入されるときに施設から

在宅へということで随分言われて、そのときに在宅でのそういうサービ

スの充実ということがうたわれていて、ようやくここまで来て、訪問看

護が増えてきたなと思っているんですが、今市内の取組状況ですね、医
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療機関のうち訪問看護しているのはどれぐらいあるんでしょうか。 

 

石田国保年金課国保係長 訪問看護の割合ですが、こちらでは把握はしていま

せん。 

 

吉永美子委員長 では１１ページ。１２ページ。１３ページ。 

 

山田伸幸副委員長 入院で案外、低年齢層といいますか、働き盛りというとこ

が増えてきているんですが、全体の件数としては大したことないんです

けど、１件当たりが大きいということなんですけど、何か内容について

分析しているでしょうか。 

 

桶谷福祉部次長 若年層で幾つかの階層において、１件当たりの診療費が高額

になっているところが確かにあります。これらにつきましては、件数自

体が少ないということで恐らく一人か二人の方が非常に高額な診療を受

けられたということで、それ以上踏み込んでの分析等はしていません。 

 

吉永美子委員長 では次の１４ページ。 

 

矢田松夫委員 疾病の分類の中の２の新生物の関係ですが、受診率が低い割に

は診療費が高いんですが、がんの関係ですので。この状況をどういうふ

うにして、高くしていくかというのはこの１年間されたんですか。 

 

桶谷福祉部次長 特に２の新生物につきましては、これはいわゆるがんですが、

特定健診と同時実施をしていますがん検診を積極的に受診していただく

という、そういった施策を展開しています。 

 

吉永美子委員長 次の１５ページ。 

 

山田伸幸副委員長 その前のページでも、大分類の集計のとこでも気になって

いるんですけども、精神及び行動の障害ですね。こういった精神関係の

患者が非常に増えてきていると思うんですけど、これに対していろいろ

な企業等で対応策を取っていると思うんですけど、山陽小野田市として

はこの問題については何か対応を考えているんですか。 
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桶谷福祉部次長 ５の精神及び行動の障害につきましては、例えばうつ病であ

ったり、あるいはアルコール関係の疾患であったりといった方が多いと

いうのは承知しています。国保の保険者としてこれに特化して何か大き

な取組をするというのは今のところ考えていません。実は国もこの精神

及び行動の障害については非常に注視をしていまして、全体の医療費の

精神及び行動の障害に係る医療費が１５％を超える場合には保険者に対

して交付金を交付するという制度がありますので、こういった交付金も

的確に申請を行い、歳入の確保に努めたいと思っています。 

 

山田伸幸副委員長 現在その１５％というのは当てはまっているということで

しょうか。 

 

桶谷福祉部次長 現在はこの１５％以上に当てはまっていますので、国からの

交付金を頂いています。 

 

杉本保喜委員 １５ページの１６番の周産期に発生した病態というところで、

２６年から今回の３０年５月分を見ると数字は随分減っているわけです

よね。これは何か特徴的なものがあるんでしょうか。 

 

桶谷福祉部次長 周産期に発生した病態ということで、いわゆる未熟児の方が

大半だろうと思っていますが、数が減ったということに関しての詳しい

分析等はしていません。 

 

吉永美子委員長 次１６ページ。１７ページ。 

 

大井淳一朗委員 大体、順位というのは基本的に同じなんですが、平成３０年

５月だけを見ると脂質異常症というのが、４位に入ってきていますが、

これは何か原因があるんでしょうか。 

 

桶谷福祉部次長 今、委員から御指摘をいただきましたようにこの脂質異常症

というのが過去５年間の中を見ても挙がってきてない状況です。実は本

市の特徴としてこの脂質異常症というのは、潜在的にどのような統計の

数値を見ても挙がってきている数値です。今後はこれらに注視して分析

をしていきたいと考えています。 
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吉永美子委員長 次の１８ページ。 

 

大井淳一朗委員 聞いても分からないかもしれませんが、有帆とか本山とか、

いわゆる周辺地域にこの診療費が多いんですが、何か診療機関との相関

関係とかあるんでしょうか。 

 

桶谷福祉部次長 この資料につきましては平成３０年の５月分だけを特化して

掘り下げて分析した表になります。ただ校区別によって一番大きな違い

はやはり高齢化率、これが一番大きな要素と思っています。 

 

吉永美子委員長 では次の１９ページ。２０ページ。 

 

山田伸幸副委員長 これは分かりやすいのが新生物とか、循環器系なんですけ

ど、検診との関係での絡みというのは何か考えていますか。検診をよく

受けたがために疾病が分かったとか、あるいは早めに発見をして早期治

療で医療費を安くしたとか、何かそういった傾向というか、それがもし

分かればお答えいただきたいと思います。 

 

桶谷福祉部次長 これはあくまでもＫＤＢを活用した分析になりますが、特定

健診を受けた方と受けていらっしゃらない方についての分析というのは

ある程度できている状況です。一方ただいま御質問いただきましたがん

検診につきましては、それらの相関関係の基となるデータを持ち合わせ

ていませんので、それらについては把握していない状況です。 

 

山田伸幸副委員長 図を見ると一目瞭然で非常に本市のレセプト件数が多いと

いうことなんですが、やっぱりそれだけ病気を抱えている人が、単純に

多いからこのような結果になったんでしょうか。何かほかの材料をお持

ちでしょうか。 

 

桶谷福祉部次長 千人当たりのレセプト件数が多い、あるいは医療費が高いと

いった場合に二つの大きな要因が考えられます。まず１点目はそのリス

ク因子を持つ方が多い場合、そしてもう１点は必要な人が適切に医療を

受けているのでそれらの数値が多いということになろうかなと思ってい

ます。ですから必ずしも数値が高いことが悪いことではないと思ってい

ます。これらにつきましては、そういったリスク因子を持つ方が多いの
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かどうかは、現在のこの資料では分析できていない状況です。ただ１点、

本市の大きな特徴としまして、一人当たりの医療費、これが年々増加を

しているという状況です。一人当たりの医療費はいわゆる三要素に分解

ができます。まず一つが受診率です。もう１点が１件当たりの日数です。

最後のもう一つが１日当たりの医療費、これらの三つの要素に分解でき

るわけですが、本市の大きな特徴としましては、受診率が非常に高いと

いう、これが大きな特徴だろうと思っています。 

 

吉永美子委員長 では次２１ページ。２２ページ。 

 

山田伸幸副委員長 特定健診が何か伸び悩んでいるのではないかなと思ってい

るんですけど、いろいろ私のところにも、毎年案内が来て、行かないと

いけないと思いつつ、毎月必ず病院に行っていますので、必要性を感じ

ないという部分もあるんですが、この辺について、今この特定健診を増

やしていく努力といいますか、案内以外に何か、例えば訪問をして案内

をするとかそういうことはしているんでしょうか。 

 

別府国保年金課特定健診係長 受診率向上に向けての対策としましては、２９

年度につきましては、集団検診に来られた方に、無料で骨密度を測定し

たり、あと市民課のところにあるモニター広告を流したり、特定健診の

横断幕を本庁と総合事務所に貼ったり、ＳＯＳ健康フェスタでＰＲ活動

をしたり、ラジオ、広報等でＰＲしています。あと集団検診の実施前に、

未受診者の方に勧奨はがきを出しています。受診率が伸び悩んでいます

けれども、健康増進課や医療機関と連携を取りながら、受診率の向上に

向けて努力してまいりたいと思っています。 

 

矢田松夫委員 例えば胃カメラですかね、胃がん検診。個別健診の場合は

１，０００円要ると。これは２年に一遍ですよね。また今年受けるとい

う場合は、そのときの金額は同じですか。１，０００円ですか。胃がん

検診は２年に一遍になったでしょう。２年目は希望する場合は前年度と

同じ金額ですか。 

 

別府国保年金課特定健診係長 ２年に一度受けることができるのが胃がん検診

５００円になりますけれども、昨年受けられた方が今年受けようと思っ

たら自己負担になります。 
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矢田松夫委員 その金額は幾らですか。 

 

別府国保年金課特定健診係長 申し訳ありません。金額は把握していません。 

 

矢田松夫委員 なぜ言ったかというとやっぱりその受診率が低いというのはお

金の関係もあるから、前年並みにしたら増えるんじゃないかと私思うん

ですが、やっぱり高齢化になるとがんの発生は高くなりますので、年々

希望が増えるわけですよね。金額を前年度と同じくらいにすれば少しは

違うんじゃないかなと思うんですが。それは因果関係ないんですか、受

診率が低いのは。 

 

別府国保年金課特定健診係長 申し訳ありません、特定健診の健診項目に胃が

んは入っていませんので、こちらではお答えできません。 

 

山田伸幸副委員長 集団検診と個別健診の割合というのは分かっていますか。 

 

別府国保年金課特定健診係長 個別健診が大体８割を占めています。 

 

吉永美子委員長 では２３ページ。２４ページ。 

 

山田伸幸副委員長 この保健指導の訪問指導のことなんですけど、これは国保

年金課が所管している訪問指導状況で、健康増進課全体で言ったらもっ

ともっとあると思うんですが、訪問指導というのはかなり医療費の削減

にも影響が大きいんですが、これをもっと増やしていく、あるいは特定

健診を受けていない方への指導を強めていくとか、そういった手法は取

れないでしょうか。 

 

桶谷福祉部次長 ２４ページの下段の表の訪問指導の状況ですが、国保年金課

には保健師が配置されていませんので、これらの業務につきましては、

保健センターに業務委任を行っています。国保年金課でお願いしたリス

トを基に、保健師が訪問指導を行っている状況です。今委員からお話を

いただきましたように、国保以外でも全市民を対象にした訪問等も当然

行っているわけですから、その辺との業務のバランス等も考えながら、

健康増進課と協議して訪問内容を決定している状況です。 
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山田伸幸副委員長 それと資格世帯というのは資格証に対する訪問だと思うん

ですが、ここ１０件ほどあるんですけど、訪問した結果、全く健康で問

題ないと判断されるような状況があったでしょうか。 

 

桶谷福祉部次長 こちらの訪問につきましては、被保険者の方の健康状態に重

点を置いた訪問となります。こちらの訪問につきましては保健師と国保

年金課の職員、２名が１組になって訪問をしています。保健師は常にパ

ンフレットあるいは血圧計を同行しまして、訪問した際に必要に応じて、

必要なパンフレットを配ったり、血圧測定をしたりということを行って

います。昨年訪問した１０件ですが、おおむね健康状態はよろしかった

と認識しています。 

 

杉本保喜委員 ２４ページの一番下の２９年度の保健指導による訪問指導状況

の中に、「非肥満」という項目があるんですけど、これは例えばどういう

ものをいうのか教えてください。 

 

桶谷福祉部次長 これは６５歳未満の肥満ではない方で、受診勧奨判定値を超

えるレベルではない方ですけど、特定健診の結果、血糖値が基準範囲外

の方、いわゆる予備軍と申しますか、そういった方々をピックアップし

ての訪問事業です。 

 

大井淳一朗委員 多受診というのがありますが、その多受診の現状ですよね。

これも診療費を押し上げている要因だと思うんですけど。 

 

桶谷福祉部次長 多受診の方につきましては、基となる資料につきましては国

保連合会からそのデータを頂いています。昨年度につきましては、国保

連合会が作成した資料で１８７名の方がリストアップをされてまいりま

した。１８７名の中から、現在国保年金課で一定の基準を設けています。

その基準と申しますのは、月１５日以上それが６か月ということで、

１５掛ける６で９０日以上通院をされた方を本市では多受診世帯とみな

しまして、それを更に絞り込んだのが、たしか１６名ほどいらしたと記

憶をしています。この１６名につきましては、中には透析患者の方等も

いらっしゃいますので、そういった絞り込みを更にしまして、最終的に

絞り込んだのがこの１０名ということです。 
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大井淳一朗委員 日数もさることながら重複受診の問題があるんですが、二つ

ぐらいならいいんですが、三つも四つも五つもというのも中にはあると

思うんですが、その辺の現状はどれぐらい把握しているでしょうか。も

ちろん防止策も。 

 

桶谷福祉部次長 中にはかなりの医療機関を受診している被保険者の方もいま

す。この多受診であるかどうかにつきましては直接本人からお話を聞い

て状況を判断してそれに該当するかどうかになろうと思っています。こ

れら１０名につきましては、訪問指導８件ということで、保健師が訪問

をしてその辺りの確認を行っています。昨年度につきましては、明らか

にこれが多受診であると見られたケースはなかったと記憶しています。 

 

矢田松夫委員 新規国保の加入者で、訪問したのが２１７人で、全体で３５５

人のうち１９人が不在であったと。これは積み残していくのか追跡して

いくのか、あるいは単年度２９年度で終わりなのか。不在者の方への対

応は。 

 

別府国保年金課特定健診係長 単年度になります。 

 

矢田松夫委員 単年度で終わるということは、不在の方には保健指導しないと

いうことですよね。こういう予備軍というのがいるんじゃないですか。

これで医療費等が高くなるという一つの要因にもなると思うんですが。

その辺どうなんですか。次年度の３０年度についてやっぱり追跡調査す

る中で、これらの人にどう対応していくのかということで、単年度単年

度で処理していればどうなるんでしょうか。 

 

桶谷福祉部次長 この訪問事業につきましては、限られた人的資源を有効に使

うということもあります。今委員から御指摘いただきました件につきま

しては、今後検討させていただきたいと思います。 

 

杉本保喜委員 例えば電話指導するのに 1 回電話して、３回目でもいなければ

不在と扱うのかというような基準を設けているんでしょうか。 

 

別府国保年金課特定健診係長 申し訳ありません。そこまで把握していません。 



 

24 

 

 

杉本保喜委員 こういうデータというのは全国的に統一というか、いわゆる物

差しがあるんではないかと思われるんですよね。その辺りで物差しを決

めないと、各市町村でばらばらになると。あんたのところ不在が多いね

とか、指導ができませんでしたねとかいうような理屈にもならんとも限

らんので、この辺はやっぱりデータを取る中で、大体どういうような物

差しがあるのかというのは、我々も知りたいと思うし、必要ではないか

と思います。 

 

別府国保年金課特定健診係長 今後、健康増進課と連携を取りながら、貴重な

御意見を反映させていきたいと思っています。 

 

吉永美子委員長 決算書に入ります。歳出３３２、３３３ページの総務費。 

 

山田伸幸副委員長 連合会負担金で国民健康保険制度改善運動負担金というの

があるんですけど、これはどういった内容ですか。 

 

桶谷福祉部次長 この負担金につきましては山口県の保険制度改善強化推進運

動への負担金となります。どういったことを目標としているかといいま

すと、大きく３点ほどあります。関係団体が結束して国保制度の改善強

化運動の推進を図るというのが１点です。２点目が、ここの制度等に関

しまして政府・国会への陳情活動を推進するというものです。最後３点

目が、これも似たようなものですが、県あるいは県議会への陳情活動を

推進するという大きくこの３点です。 

 

吉永美子委員長 次の３３４、３３５ページの運営協議会費。私が聞きますが、

一人当たり２，０００円ですよね。 

 

石田国保年金課国保係長 ２，０００円になります。 

 

吉永美子委員長 先ほど４名が欠席されたということは被用者代表が休まれた

ということでしょうか。 

 

石田国保年金課国保係長 報酬の出ない被用者保険の方が１名ほど休まれてい

ます。 
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吉永美子委員長 以前にも指摘したと思うんですが被用者代表が出ないという

のは、大変まずい。どちらかというとお願いをしている立場ですよね。

公募の被保険者代表にも来ていただいた中で、これ欠席ということはあ

ってはならないのではないかと。先ほど言われましたように早くからや

っぱり調整を頑張っていたと思うんですけど、特別な事情があったとい

うことですか。 

 

石田国保年金課国保係長 こちらもなるべく日程は早めにお伝えしていますが、

もうほかの予定が入っており、どうしても参加が難しかったということ

をお伺いしています。 

 

吉永美子委員長 被用者代表は欠席はあってはならないと思っていますので、

その辺は本当に調整をしっかりされてください。急に体調が悪くなられ

たとか、そういったのは仕方ないと思いますけれども。次の保険給付費。

では次の３３６、３３７ページの後期高齢者支援金等。 

 

矢田松夫委員 出産一時金のところで、不用額がこのような数字が出ています

が、理由は分かりますか。２９年度が資料見ますと２９件ですが。 

 

石田国保年金課国保係長 出産育児一時金の費用ですが、当初予算では６０件

と挙げていましたが、３月の補正で４０件に下げさせていただきました。

ただ、今、出産育児一時金の件数は減ってきており、その４０件も過去

の推計から計算していますので、その差で出ています。 

 

吉永美子委員長 では次の前期高齢者納付金等ということで老人保健拠出金、

介護納付金、共同事業拠出金まで行きます。次の８款の保健事業費。 

 

大井淳一朗委員 先ほどの関連になるかもしれませんが、特定健診の受診率ア

ップのためにということで予算委員会のところで１４回のうち８回をが

ん検診と一緒に実施し、特定健診時には骨密度の測定ができるようにし

たいということなんですが、それについて、実際に骨密度測定などをさ

れたのか。それによってこれに限らず、受診率アップにつながったのか

についてお答えください。 
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吉永美子委員長 骨密度をやったと先ほど答弁があったと思うんですが。 

 

別府国保年金課特定健診係長 骨密度測定は２９年度におきましてさせていた

だきまして、骨密度測定自体は好評だったんですけれども、ちょっと受

診率のアップにはつながっていません。 

 

山田伸幸副委員長 受診券の封入封緘業務委託というのが計上されているんで

すが、これは課ではやっていないということなんですか。どういったと

ころに出しているんでしょうか。何通ぐらい発送しているんですか。 

 

別府国保年金課特定健診係長 山口情報処理サービスセンターというところに

業務委託していまして、発送件数になりますが、２９年度は特定健診が

１万６２３件当初発送しています。 

 

矢田松夫委員 これまでもこの作業については、市内の障害者施設を含めた、

簡易な方法であれば、そういった事業所に委託してはどうなのかと言い

続けましたけど、できない理由が日程的なものがあると、こういう回答

でしたけど、日程的なものを解消すれば、そういう市内の業者に委託で

きるかどうなのか。その辺は検討されましたか。 

 

桶谷福祉部次長 この封入封緘業務につきましては、やはり一番大きな要素と

なりますのが、個人情報保護の確保と限られた期間での作業とこの２点

になろうと思っています。特に限られた期間での作業につきましては、

これはどうしても決められた５月下旬には発送する必要があり、資格者

を抽出して印刷を掛けて封入封緘するという一連の作業になりますので、

これについては現時点では、極めて厳しいと思っています。 

 

矢田松夫委員 健康づくりの健康運動事業委託料なんですが、この８２名とい

うのは開催日に来られた方が８２名ですか、それとも１か月間終了した

人が８２名ですか。 

 

石橋国保年金課課長補佐 全部受講された方になります。 

 

矢田松夫委員 無料とは言いませんが、少しは手出しもあるんですけれど、最

後まで１か月間残った人は何名ですか。 
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石橋国保年金課課長補佐 ８２名です。 

 

矢田松夫委員 初日に来た人が１か月間来たということですね。そして、１年

間通したというのは何人ですか。半年でもいいです。申し込んだ人が

８２名で、１か月間サービスだから１か月間行ったと、で８２名残った

と。問題はそれからなんです。それからの人が何人いるんですか。 

 

石橋国保年金課課長補佐 続けて受講された方につきましては把握をしていま

せん。済みません。先ほどお答えしたんですけども８２名の中には全て

８回受講されていない方もいます。 

 

矢田松夫委員 であるならば今の回答で言えば本当の所期の目標を達成したか

どうなんかです。もともとはシェイプアップとか片仮名使ったのは、若

い人が来れるようにしたということの回答があったんですが、ほとんど

高齢者なんですよね。なぜかというと日中に用がない人は高齢者なんで

す。若い人は働いている。しかしながら医療費を抑えるという目的であ

れば、問題は次の月からどういうふうにして、１年間通して健康増進を

していくかというのが一番大事で、その辺の手だてというのは、今年度

どうされたんですか。 

 

石橋国保年金課課長補佐 今年度から３０歳以上の方ということで、対象者を

広げていまして、それと併せて、好きな時間に受けられるということで

進めています。６月に受講された方のアンケートの感想では好きな時間

に受けられて大変良かったという感想を頂いています。今後もこのよう

な形で進めていきたいと思っています。 

 

大井淳一朗委員 予算委員会のときに、先ほどの体操教室や検診に参加した人

にポイント制度を導入し、インセンティブを付けて促す方法を取り組ん

でいきたいと答弁があったんですが、実際に取り組まれたのか。検討を

今後されるのか。 

 

石橋国保年金課課長補佐 健康ポイントにつきましては今山口県の取組に乗っ

て行っています。健康増進課で実施していまして、実際に国保のシェイ

プアップジムを受講された方についてはポイントが付与されるというこ
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とになっています。 

 

吉永美子委員長 はり・きゅうの関係なんですけども、実績としては下がって

いるんですが、平成２９年度予算のときは実績からということで２１３

万円を組んでいたと思うんですけど、下がっていくというのは、申請は

誰でも国保の加入者だったらできるわけですが、この辺というのは周知

の徹底とかはされていますか。下がっている原因というのは何か分かる

ものがありますか。 

 

石田国保年金課国保係長 はり・きゅうの利用率ですが、下がっている原因は

こちらでは把握はしていません。こちらで、はり・きゅうの助成がある

こと等はホームページに載せてはいますが、また、他のことで広報して

いけたらと思っています。 

 

吉永美子委員長 もうちょっとお知らせを強くされたほうがいいのかもしれま

せん。ひょっとしたら知らない市民もいるかもしれませんよね。周知は

十分だと思っていますか。現在のやり方で十分周知ができていると思っ

ていますか。 

 

石田国保年金課国保係長 やはりはり・きゅうの施設から言われて来られる方

も多いと思いますので、そちらの方面からも、広報を行っていけたらと

思っています。 

 

吉永美子委員長 では次の基金積立金。それと１０款の諸支出金、１１款予備

費まで。 

 

山田伸幸副委員長 今年度また更に補正予算で積み上げが予定されているとい

うことなんですが、基金が１０億を超えるということで、大体目安とし

てどの程度まで保有をしていきたい、かつては医療給付費の５％という

時代もあったんですが、今どういう目安を持っているんでしょうか。 

 

石田国保年金課国保係長 基金の保有率ですが、やはり給付費の５％というの

がまだ国から出ています。そちらが基準とは考えていますが、説明があ

ったように今後団塊の世代が７５歳になられるまでの間、医療費が上が

ってくることが見込まれ、保険料率を適正に設定していくための財源等
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に今後も活用していこうと思っています。また保健事業費の展開の財源

にも今後、基金を充てていく予定にしていますので、そういったことで

被保険者の方にまた還元していくようにしていこうと思っています。 

 

大井淳一朗委員 山田委員が聞きたかったのは、５％という基準がありながら

今言われた理由で進んでいくんですが、大体どの程度積んでいく方針な

のかということを聞きたかったんですが、それについてお答えください。 

 

桶谷福祉部次長 平成２９年度までは今、議論の中にありましたように基金の

保有額は過去３年間における保険給付費の平均の５％以上積むのが望ま

しいということで、仮に５％を超えていても財政基盤の安定を強化する

観点から十分な基金の保有が望ましいというのがこれまでの国の見解で

した。平成３０年４月以降は県の広域化になりましたので、今までのよ

うに保険給付費の変動によって財源が不足して、それに基金を充てると

いうことが多くはないだろうと予測をしています。そういった意味から

しますと現在、保有している基金からそう多く積み増しすることはでき

ない。あとは取り崩していくと思っています。 

 

山田伸幸副委員長 先ほど言われた５％となると２億程度ですよね。それにし

てもちょっと大きいんですが、今後団塊の世代がピークを迎えるのはあ

と五、六年ですかね。となるとその間に何とか今の保険料を維持してい

くという考えで基金を保有していくというそういう考えでしょうか。 

 

桶谷福祉部次長 過去３年間における保険給付の平均額が大体ですが６０億程

度です。６０億の５％ということになりますと、おおむね大体３億円前

後、最低で３億というそういった解釈になろうかなと認識をしています。

大体ここ数年の傾向としまして毎年基金から１億前後の取崩しを行って、 

保険料が増
ぞう

嵩
こう

するのを抑制するために充当しているわけですが、今後も 

こういった傾向は続くと見ています。 

 

吉永美子委員長 じゃあ歳出についての質疑は終わりたいと思います。長時間

になりましたので１１時５分まで休憩します。 

 

午前１１時 休憩 
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午前１１時５分 再開 

 

吉永美子委員長 それでは、休憩を閉じまして、民生福祉常任委員会を再開し

ます。では次に歳入に入りますが、資料の中で歳入関係は２５ページか

らです。２５、２６ページありますか。 

 

山田伸幸副委員長 根本的なことをお伺いしたいんですが、医療費が高くて、

なぜここまで保険料が下げられるのかなというのは、いつも研究しよう

と思って抜かしてきたんですが、実際のところ、国保年金課として、そ

の辺の何か秘策を持って、このような保険料となっているんでしょうか、

いかがでしょう。 

 

石田国保年金課国保係長 国民健康保険の被保険者は、前期高齢者が比率とし

ては多くなっています。歳入の中で前期高齢者交付金というのがありま

すが、こちらが伸びています。そちらの前期高齢者交付金が多く入って

くることによって、医療費が伸びているんですが保険料も下げることが

できる面はあると思っています。 

 

山田伸幸副委員長 ではこの前期高齢者交付金というのは、もともと被用者保

険に入っていたような方々の交付金と考えていいんでしょうか。 

 

石田国保年金課国保係長 前期高齢者交付金というのは、全部の保険者の中で

前期高齢者の多い比率のところに多く分配される交付金になっています。

被用者保険では前期高齢者の方が少ないので、そちらは前期高齢者交付

金の支出が多くなっており、前期高齢者が多い国保等の保険者には前期

高齢者交付金が多い形になっています。 

 

山田伸幸副委員長 この交付金というのはどこから入ってくるんですか。 

 

石田国保年金課国保係長 社会保険診療報酬支払基金というところがありまし

て、そちらで前期高齢者の比率を算定し、国民健康保険に交付されてい

ます。 

 

山田伸幸副委員長 では、この前期高齢者が今後減っていくと思われるんです

けど、ということはここがどんどん減っていく、この交付金もそれに併
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せて減っていくということでよろしいんですかね。 

 

石田国保年金課国保係長 前期高齢者の比率で交付金額が変わってきますので、

前期高齢者が減少すれば、交付金も減少してくると思われます。 

 

吉永美子委員長 次２７ページ、一人当たり調定額。２８ページ、課税対象額

等の推移。 

 

山田伸幸副委員長 山陽小野田市の特徴として非常に国保世帯の所得が低いと

いうのがあるんですが、１世帯当たりの所得が７０万円台というのは、

これは非常に、県内でも相当低くなっているんじゃないですか。たしか

国保全体の国全体で言うと１３０万から１５０万だったと思うんですけ

ど。その点は中身を分析しているでしょうか。 

 

桶谷福祉部次長 一人当たりの所得につきましては２８ページの下段の表のと

ころの右から２列目のところ、２９年度でいきますと４７万４，５６７

円ということで、県内１３市の中でも低いほうだと認識をしています。

２９年度における県内の状況は、まだ情報が入ってきていませんので、

１３市の中でどのぐらいの位置付けになるかは未定ですが、２８年度の

４６万３０３円につきましては、１３市の中で２番目に低いといった結

果になっています。 

 

吉永美子委員長 次の２９ページ、保険料の軽減状況について。 

 

山田伸幸副委員長 これも所得が低いがゆえに７割軽減、５割軽減、２割軽減

も増えてきていると思うんですが、県内に比べて軽減状況というのはど

んなでしょうか。先ほどの説からするとここも県内他市に比べて低くな

っていると思っているんですが、いかがでしょうか。 

 

石田国保年金課国保係長 県内での当市の状況ですが、まだ２９年度の資料が

こちらにありませんので、分析はまだできていません。 

 

吉永美子委員長 次の３０ページ、保険料収納状況の推移。 

 

山田伸幸副委員長 これは保険料ですけど、保険税がいまだに入ってきている
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んですよね。要するにかつて山陽町時代に滞納しているのが、いまだに

残っているということだと思うんですが、実際に、その保険税の滞納額

というのはどれぐらい残っているんですか。 

 

山田国保年金課収納係長 国保税の滞納額ですが、２９年度は５１２万

１，８３０円になります。 

 

山田伸幸副委員長 毎年数十万円ずつ入ってきていると思うんですけど、通常

で考えると、国保税だと５年で時効を迎えると思うんですけど、その辺

は適用されていないということですね。 

 

山田国保年金課収納係長 ５年で時効を迎えます。 

 

山田伸幸副委員長 ということは、その時効停止の作業をしているということ

ですね。 

 

山田国保年金課収納係長 催告とか差押え等により、時効の中断をしています。 

 

吉永美子委員長 ３１ページ、不納欠損処分の推移。３２ページ、納付方法別

収納状況。 

 

山田伸幸副委員長 コンビニ収納の収納率が９０．２２％というのがよく分か

らないです。これ自分で持っていって、払うわけですが全額払うはずで

すよね、伝票でいくはずですから。これなぜ９０．２２％なんでしょう

か。 

 

石田国保年金課国保係長 こちらの集計方法ですがシステムで計算しています。

そのシステムで計算するときに一番多い納付方法で集計していまして、

例えばコンビニ納付の方法が一番多かった方の調定額がこちらの調定額

に上がっています。そのため、調定額と収納額に差が出ています。集計

方法の差になります。こちらの表は納入期限内に払った方という形にな

りますので、そのことでの差異が出ていると思います。 

 

大井淳一朗委員 自主納付された方の９割がコンビニを使ったという意味かと

思ったんだけど、違うんですか。期限後はコンビニじゃ払えないと思う
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んですけど、どちらですか、説明をお願いします。 

 

石田国保年金課国保係長 こちらの収納率は調定額と収納額で率を出していま

すので、自主納付のうちのコンビニを使われた方の率ではありません。 

 

大井淳一朗委員 調定額と収納額で、コンビニですよね。これで差が出るのは

なぜかって多分山田委員は聞いている。理由を。 

 

石田国保年金課国保係長 自主納付のうちのコンビニの集計ですが、内数にな

りまして、集計するときに、例えば自主納付のうちのコンビニを多く使

われた方の全ての調定額が機械的に上がってくる形になっています。調

定額と収納額のこの差ですが、コンビニではなく違う方法で納められた

方もいるかもしれませんし、納期限内に間に合わず、納期限後に納めら

れたものがこの差になってくるのではないかと思っています。 

 

山田伸幸副委員長 要するに調定額というのはこれぐらい入るだろうというこ

とで計上した額ですよね。そのうち収納されたのがこれだということな

んでしょうか。この調定というのはそちら側でこれぐらいだろうという

ことで計上した額ではないんですか。 

 

石田国保年金課国保係長 国民健康保険の納付書は１年間で１０枚ほどありま

す。そのうち、そのうち８枚をコンビニで納められて、残り２枚を違う

方法で納められた場合、その場合多く納められたコンビニ納付のところ

で１０枚分の調定額が上がってまいります。 

 

桶谷福祉部次長 ここの調定額の数値の上げ方ですが、この金額の上げ方につ

きましては、例えば１０枚納付書があって、そのうち一番多い納付の仕

方をした人が、全部１０枚ともそれで納付をするというようなことを機

械で判定をします。したがいまして、例えば１０枚あったうちの６枚を

コンビニで納められたとすると、残りの４枚もコンビニで納められるだ

ろうと機械では判断をしてしまうということです。この金額が上がって

くるというシステム上の数値です。 

 

吉永美子委員長 ３３ページ。 
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山田伸幸副委員長 非常に大事なところなんでここは。滞納世帯がやはり相変

わらず、少なくなったとはいえ多いと思うんですが、このうち１年以上

というのはどれぐらいあるんでしょうか。 

 

山田国保年金課収納係長 申し訳ありません、把握はしていません。 

 

山田伸幸副委員長 資格証明書から短期保険証に切り替わるというのが、相当、

資格証明書が減った原因ではないかなと思っているんですが、それにし

ては短期保険証の増え方が少し緩やかではないかなと思うんですけど。

資格から一気に短期にもならずに正規の保険証を出したという事例があ

るということなんですか。 

 

山田国保年金課収納係長 資格の対象者の方で納付相談を受けて、納付で改善

できた方については短期証に移られる方、それから、基準を超えて納付

された方については、通常の保険証に切り替える方もいます。 

 

吉永美子委員長 ３６ページ。３７ページ、一般会計繰入金の状況。３８ペー

ジ、所得別世帯状況。３９ページ、所得別滞納、短期証、資格証。 

 

山田伸幸副委員長 所得階層ゼロ円のところで、最低の保険料であっても払え

ないという方が、８世帯あるということですよね。これはそもそも、支

払能力そのものに大きな問題があろうかと思うんですが、８世帯となっ

ている原因といいますか、状況を訪問等もされていると思うんですが、

その点いかがでしょうか。 

 

山田国保年金課収納係長 所得階層がゼロということで資格世帯については、

訪問を実施して状況把握に努めています。会えない方もいますけど、家

庭的な事情とかもあって、払えない方とかもいますけど、納付の状況は

厳しいという方になります。 

 

吉永美子委員長 ４０ページ、所得内容別人数状況。決算書に入ります。３２０、

３２１ページ。２款。３款。４款。５款。６款。７款。３２６ページの

８款、９款、１０款。 

 

大井淳一朗委員 基金の運用収入ですが、これは単純に利子ということですか。 
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石田国保年金課国保係長 この運用ですが、おっしゃるとおり基金の利子にな

ります。 

 

吉永美子委員長 １０款繰入金、１１款繰越金、１２款諸収入。次のページ、

雑入。 

 

山田伸幸副委員長 第三者行為ということは本人が払えなくて、それに代わる

人が払っているということではないんですか、どういうことなんですか。 

 

石田国保年金課国保係長 第三者行為といいますのは交通事故等で病院に行か

れた方の場合、その過失割合によりまして、相手の方の保険会社等に請

求するものになります。また、そのほかに、他人の家の犬にかまれたと

か、食中毒などもこの第三者行為に当てはまります。そういった形で自

分の過失ではない、相手の過失によるものに当たります医療費に関しま

しては、相手の保険会社等に請求することになり、請求後こちらに歳入

されたものになります。 

 

山田伸幸副委員長 雑入金ってあるんですが１２万８，０００円。これは一体

どういったものが雑入金なんでしょうか。 

 

石橋国保年金課課長補佐 この中には国保のシェイプアップジムの受講者の負

担金が入っています。一人６００円です。 

 

石田国保年金課国保係長 雑入金にはほかに保健指導の負担金等もありまして、

そういった金額も含まれています。 

 

吉永美子委員長 歳入歳出全般の関係で３４５ページ、実質収支に関する調書。

あと資料が歳入と歳出が関連しています県内の１３市各種数値、４１ペ

ージ。歳入歳出合わせて、この４１ページと何かあれば。 

 

矢田松夫委員 歳入の件で全般で言いますけれど、私が言いたいのは不納欠損

額の関係ですけど、財産を差し押さえても駄目だと、分割納付も駄目だ

と、納付延長しても駄目だと、そういう世帯が、資料でいいますと３２

ページの１，３７８世帯ということでいいんですよね。それで、その左
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の３１ページを見ると、不納欠損額が２９年度こういう数字上がってい

ますが、これはもう取立て不能の金額ですよね。どうされるんかね。取

立て不能だから、取立てできないんですが、こういうのが年々たまって

いくのではなくて、大きなこの国保の運営上、非常に障害になっている

んですが、今年度どういうふうに対応されたのか。不納欠損になるまで

に、さっき言ったように押さえても駄目、分割納付も駄目、延長納付し

ても駄目だという世帯にどういうふうに指導されたのかお答えできます

か。 

 

山田国保年金課収納係長 不納欠損はどうしても差押え、それから納付とかで

きなかった方になりますが、その中には財産調査を行った結果、財産が

なくて、執行停止になった対象者もいます。それから、居住地不明のま

ま行方不明とかになって財産調査もできない方とかもいます。そういっ

た中でどうしても、こちらでいろいろ収納に向けて行った結果、どうし

ても回収できなかったものになりますので、どうしても毎年こういった

ことは生じるとは思っています。 

 

矢田松夫委員 私が言ったのはどういう努力をしたのかということですが、例

えば、不納欠損、今年度で言えば２，３００万ぐらいもうしようがない

と、毎年出るのが当たり前だという回答ですね。 

 

山田国保年金課収納係長 時効を止めるためにいろいろ努力はしていますけれ

ども、どうしても財産調査とか行っても差押えとかできない方もいます

ので、どうしても毎年こういったものは生じると思っています。 

 

山田伸幸副委員長 もう一度資格証明書の件でお聞きしたいんですが、まだあ

と５７件残っているんですが、これはいわゆる悪質と判断をされている

んじゃないかなと思うんですが、会えないとか幾ら連絡を取っても返信

がないとか、そういう理由で資格証にしているのは残っているんでしょ

うか。 

 

山田国保年金課収納係長 資格対象者の方については訪問による面談を行って

います。最低２回は訪問しています。それでも会えない方については短

期証に切り替えています。会えた方で面談によって滞納解消に向かわな

いとか、それでも払わないという方については資格証になっています。 
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山田伸幸副委員長 対象者は分かっていて、保険証をまだ相手に交付していな

い、資格証、短期証も含めて未交付というのはあるんでしょうか、ない

んでしょうか。 

 

山田国保年金課収納係長 留め置きはしていませんので、対象者全員に送って

いますが、ただ、書留で送っていますので、不在の方については保管期

間経過ということで、市で保管をしています。 

 

吉永美子委員長 それでは、これで質疑を打ち切りたいと思います。討論はあ

りますか。 

 

山田伸幸副委員長 以前から国保については高過ぎる保険料ということで、随

分その改善を求めてまいりました。これについては県内でも、大変な努

力をされた結果として保険料がかなり下がってきている。そして資格証

明書についても、努力も一定されて、それについては高く評価をしたい

と思っています。ただ、まだまだ市民の健康を守る最後のとりでという

ところで一定の努力が必要だなと思うんですが、そういった更なる検診

への努力とか、保険料を更に引き下げていく努力というのを求めて、賛

成の討論とします。 

 

吉永美子委員長 ほかに討論はありますか。（「なし」と呼ぶ者あり）討論なし

と認めます。採決に入ります。 

 

（松尾数則委員退室） 

 

吉永美子委員長 議案第６０号平成２９年度山陽小野田市国民健康保険特別会

計歳入歳出決算認定につきまして、賛成の委員の挙手をお願いします。 

 

（賛成者挙手） 

 

吉永美子委員長 全員賛成。議案第６０号は認定すべきものと決しました。 

 

（松尾数則委員入室） 
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吉永美子委員長 それでは、引き続きまして議案第６２号平成２９年度山陽小

野田市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について審査を行いま

す。執行部からの説明をお願いします。 

 

石橋国保年金課課長補佐 それでは議案第６２号平成２９年度山陽小野田市後

期高齢者医療特別会計決算について御説明申し上げます。なお、決算の

参考資料として「後期高齢者医療制度決算概要」をお配りしています。

本日の審査の参考にしていただけましたら幸いに存じます。最初に、決

算を取り巻く概況から御説明します。お配りしています資料１に載せて

います後期高齢者医療の被保険者数ですが、平成２９年度の年度間平均

人数は１万５４１人で対前年度２０１人、１．９％の増となっています。

また、一人当たりの医療費につきましては、資料には載せていませんが、

平成２９年度は１１０万９，７４３円となっており、対前年度３万１円、

２．７８％の増となっています。それでは、決算書の３９ページをお

願いします。歳入歳出決算総括表です。予算現額１０億３，３２１万

９，０００円に対しまして、歳入額１０億１，１６６万６，７８５円、

歳出額１０億１，１１６万４，２１３円となり、差引形式収支は５０万

２，５７２円の黒字となりました。翌年度へ繰り越すべき財源はありま

せんので、同額が翌年度への繰越金となります。 

続きまして、決算に関する説明書の歳出から御説明します。３８０ペ

ージをお願いします。１款総務費は、職員２名の給与及び保険料通知書

や督促状の印刷、郵送等に係る費用で、２，００７万３，５４９円とな

りました。２款後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、広域連

合から指定された納付金額を支払うもので、９億８，９７１万５，６３９

円、歳出全体の９７．９％を占めています。３款諸支出金は、保険料の

過誤納に対する還付金で１３７万５，０２５円となりました。以上歳出

合計１０億１，１１６万４，２１３円となり、予算現額に対する執行率

は、９７．９％となっています。 

続きまして、歳入です。３７６ページをお願いします。１款後期高齢

者医療保険料は、７億５，１２１万６４４円で歳入全体の７４．３％を占

めています。そのうち、特別徴収によるものが５億８３９万９，０００円

となっており、また、普通徴収によるものは２億４，２８１万１，６４４

円で現年度収納率は９８．７０％、過年度収納率は７４．５８％となり

ました。お配りしています資料３に収納率をまとめています。平成２９

年度全体の収納率は、９９．４５％となっており、県内１３市で１位と
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なっています。平成２９年度から課内に収納係を新設し、収納体制の強

化に取り組んでいるところです。続きまして、資料４に現年度普通徴収

における口座振替、コンビニ収納の割合をまとめています。コンビニ収

納が、僅かですが伸びています。今後ともＰＲに努めてまいりたいと考

えています。続きまして、資料の裏面に、不納欠損処分、滞納、差押え、

短期被保険者証の発行の状況をまとめています。資料５、不納欠損処分

ですが、平成２９年度は９件、８人で不納欠損額は１２万１，４１６円、

不納欠損率は３．２５％となっています。引き続き財産調査結果の情報

共有を図り、適切に処理を行ってまいりたいと考えています。続きまし

て、資料６、滞納状況ですが、平成２９年度の現年分は３１３件、８８

人で滞納額は３１５万５，８７５円、滞納繰越分は１２３件、２６人で

滞納額は８２万７，３３９円となっています。続きまして、資料７、差

押えの状況ですが、平成２９年度は２５件、差押金額は８９万７，２３４

円となっています。今年の４月から債権特別対策室が廃止され、当課に

おいて差押え等の滞納処分の手続を行っていますが、引き続き適切な債

権管理に努めてまいります。続きまして、資料８、短期被保険者証の発

行状況ですが、平成２９年度は３０人となっています。 

続きまして、決算書に戻っていただき３７６ページをお願いします。

２款使用料及び手数料は、証明手数料及び督促手数料で１０万２，０００

円となりました。３款繰入金は、一般会計からの事務費及び職員給与費

等に係る事務費等繰入金として４，３４３万６２５円、低所得者に対す

る保険料の減額に対する保険基盤安定繰入金として２億１，４９９万

９，６１３円、合計２億５，８４３万２３８円となりました。保険基盤

安定繰入金は、県が４分の３、市が４分の１の負担となっています。４

款繰越金は、５０万５，５０１円となっています。続きまして、３７８

ページをお願いします。５款諸収入は、保険料償還金として広域連合が

負担する金額１４１万８，４０２円となりました。以上、歳入合計１０

億１，１６６万６，７８５円となり、予算現額に対する執行率は９７．９

％となっています。以上で平成２９年度後期高齢者医療特別会計決算に

ついての説明を終わります。御審議よろしくお願いします。 

 

吉永美子委員長 それでは執行部からの説明が終わりましたので、質疑を受け

たいと思います。３９ページ。歳出の３８０、３８１ページ、１款から

３款まで。４款の予備費。歳入につきましては説明いただいた資料も含

めて、質疑してください。歳入の３７６、３７７ページ、１款から４款
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まで。 

 

山田伸幸副委員長 資料を見ますと保険料の未収、滞納者というのがいますが、

５月３１日現在で８８人いて、金額が３１５万５，０００円ということ

ですが、このうち月の収入が１万５，０００円以下の普通徴収の方々に

おける滞納というのはどれぐらいあるんですか。 

 

三隅国保年金課年金高齢医療係長 月というのは把握をしていないのですが、

年間の所得としましては、全部で現年度の未収者の方は８８名いるんで

すけども、そのうちの４９名の方が所得がゼロの方、ゼロから５０万円

以下の方というのが９名いまして、５０万から１００万が１１人で、そ

の間いろいろあるんですが５００万以上ある方も３名いるということで、

ピンからキリまでといいますか、差が大きいのですが、やはり大半の方

が所得のない方、若しくは１００万以下の低所得者の方になろうかと思

います。 

 

山田伸幸副委員長 普通徴収ですから年金から徴収できない、あるいは国民健

康保険から後期高齢者医療保険制度に移られた方がほとんどではないか

なと思うんですが、特別徴収に至れない理由というのが何かあるんでし

ょうか。 

 

三隅国保年金課年金高齢医療係長 特別徴収をするに当たりまして幾つかの基

準があるんですけども、一つが介護保険料を既に特別徴収であるという

こと、それともう一つが介護保険料と後期高齢者の医療保険料の合計が、

もらわれる年金の２分の１を超えないこと、もう一つが年間の受給額が

１８万円以上の方しか、後期高齢者は特別徴収ができないという規定が

ありますので、特別徴収に至れない理由として多いのはやはり介護保険

料と後期高齢者の保険料を足して２分の１を超えるという方が多いよう

に見受けられます。 

 

山田伸幸副委員長 そういった方は年金が非常に少ない方と思うわけですが、

そういった方々に対して、徴収の指導といいますか、お願いといいます

か、それをどういった形でされているんでしょうか。 

 

山田国保年金課収納係長 納付されない方については督促状、催告状等は送り
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ますので、それから反応があって、納付相談を受けます。それで、少な

いながらも、どういうふうに納付していくかという納付相談を受けてい

ます。 

 

山田伸幸副委員長 それとやっぱり高齢者ですから入院中であるとか、既に施

設に入っている方もいるんじゃないかなと思うんですが、そういった

方々というのはどの程度いますか。 

 

山田国保年金課収納係長 その辺の人数についてはちょっと把握していません。 

 

山田伸幸副委員長 そういった方が滞納されたときに、恐らく督促状は自宅に

送られると思うんですよね。家に帰れないわけですから、そういったの

が本人に届かない仕組みではないかなと思うんですが、催告状は特別な

郵便で送っているわけではないですよね。 

 

山田国保年金課収納係長 催告状につきましては普通郵便で送っています。 

 

山田伸幸副委員長 そもそもそういった高齢者、入院をされるとか、あるいは

所得の特別に低い方々に催告状を送るのもいかがなものかなと思うんで

すが、家族が相談に来られる例というのはどうでしょうか。 

 

山田国保年金課収納係長 家族の方が実家とかに帰られた際に、郵便物を見ら

れて納付相談に来られるケースもあります。 

 

吉永美子委員長 次の５款諸収入。歳入歳出全般で質疑がありますか。（「なし」

と呼ぶ者あり）それでは質疑を打ち切ります。討論のある方。 

 

山田伸幸副委員長 この後期高齢者医療保険制度というのは私の知る限り、世

界に被保険者を年齢によって区別するというのはないと思っていますし、

そういったことをすべきではない。かつて、政府関係者もこれを廃止す

るという方向も一時期は出されておったわけですので、この後期高齢者

医療保険制度そのものが問題がある制度だと思っていますので、決算認

定については反対をしたいと思います。 

 

吉永美子委員長 ほかに討論はありますか。（「なし」と呼ぶ者あり）討論なし
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と認めます。採決に入ります。 

 

（松尾数則委員退室） 

 

吉永美子委員長 それでは議案第６２号平成２９年度山陽小野田市後期高齢者

医療特別会計歳入歳出決算認定について、賛成の委員の挙手をお願いし

ます。 

 

（賛成者挙手） 

 

吉永美子委員長 賛成多数、議案第６２号は認定すべきと決しました。 

 

（松尾数則委員入室） 

 

吉永美子委員長 続きまして、議案第７７号の審査に入ります。山陽小野田市

国民健康保険基金条例の一部を改正する条例の制定についてです。執行

部からの御説明をお願いします。 

 

桶谷福祉部次長 それでは、議案第７７号山陽小野田市国民健康保険基金条例

の一部を改正する条例の制定について御説明します。平成３０年４月か

らの国保制度改革、県広域化に伴いまして、本市の国民健康保険事業に

おける財源不足の蓋然性が減少することに伴い、今後は健全な国民健康

保険財政の運営を前提として、本基金をより柔軟に活用できるよう処分

規定を改正するものです。なお、国保制度改革に伴い、県内１３市のう

ち既に５市が基金条例の改正を行っています。 

 

吉永美子委員長 説明が終わりましたので委員からの質疑を受けたいと思いま

す。質疑ありますか。 

 

大井淳一朗委員 この条例改正によって柔軟な基金運用というか対応ができる

ということなんですが、表現等は他市と大体同じだと考えてよいのかと

いうことと、この条例改正によって具体的にどのようなことが可能にな

るのかについてお答えください。 

 

桶谷福祉部次長 県内１３市の基金条例の改正の状況ですが、それぞれ、やは
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り市によって基金条例そのものの作り方が違うという相違点もあります。

本市は一番オーソドックスな基金条例と思っています。中には個別にそ

れぞれ各号を設けまして、いわゆる限定列挙という言い方をしますが、

基金を処分できる項目を列記して、それに限って処分ができるという条

例の作り方をしている市もあります。それと後段の御質問でこれによっ

てどういったことができるのかということですが、従前の基金条例です

と、財源が不足する場合に限りということですので、これを文理解釈し

ますと財源が不足しない場合には、基金を処分することができないとい

う見方もできます。そういった意味も込めまして、基金条例を改正した

後につきましては、安定的に適正な保険料率を設定していきたいという

ことと、それともう１点は積極的に保険事業を展開していきたいという、

この２点です。 

 

吉永美子委員長 ほかに質疑はありますか。（「なし」と呼ぶ者あり）質疑を閉

じます。討論はありますか。（「なし」と呼ぶ者あり）討論なしと認めま

す。それでは、採決に入ります。議案第７７号山陽小野田市国民健康保

険基金条例の一部を改正する条例の制定について、賛成の委員の挙手を

お願いします。 

 

（賛成者挙手） 

 

吉永美子委員長 全員賛成。議案第７７号は可決すべきものと決しました。大

変お疲れ様でした。以上で、午前中の審査を閉じたいと思います。午後

は１３時から再開しますので、委員の皆様、よろしくお願いします。 

 

午前１１時５８分 休憩 

 

午後１時 再開 

 

吉永美子委員長 それでは皆様お疲れ様です。午後の民生福祉常任委員会を再

開します。それでは議案第６７号平成２９年度山陽小野田市病院事業決

算認定について審査を行います。執行部からの御説明をお願いします。 

 

矢賀病院事業管理者 それでは担当者から説明させていただきます。 
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藤本病院局総務課課長補佐 議案第６７号の平成２９年度山陽小野田市病院事

業決算について説明します。まず決算書１ページから４ページ目を御覧

ください。ここは収益的収支、資本的収支を款項ごとに予算額、決算額、

その増減額などを載せてあります。詳細については、１９ページ以降で

説明します。 

次に決算書５、６ページ目を御覧ください。これが平成２９年度の１

年間の損益計算書となります。本業のもうけを示す医業収支については、

入院外来収益ともに増加しましたが、減価償却費の影響などもあり３億

４，２７０万３３７円の医業損失となり、収益性を示す医業収支比率は

９１．７％となりました。また、医業外収支については２億６６４万

８，７１５円のプラスとなり、その結果、経常損益は１億３，６０５万

１，６２２円の経常損失となりました。最後に、特別損益を勘案し、当

年度損益は２億１，２１９万６，２６０円の純利益となり、平成２９年

度未処理欠損金は３２億２，９９５万５，９６７円となりました。 

次に７、８ページ目を御覧ください。ここは平成２９年度の病院事業

欠損金計算書であります。平成２９年度は、資本剰余金のうち、負担金

について、平成１１年度の土地取得に係る一般会計繰入金１２６万

８，０３８円が増加しました。 

次に９、１０ページ目を御覧ください。これは平成２９年度末現在の

貸借対照表、いわゆるバランスシートであります。２８年度末と比較し、

大きく増減したものとして、資産の部では、２７年度から新病院に係る

減価償却が本格的に始まり、建物、構築物、器械備品など合わせて２９

年度末の有形固定資産残高が２８年度比３億６，９１５万円余り減少し

たこと、２９年度末に一時借入金を全額返済したため現金預金が２８年

度比３，７８７万円余り減少したこと、一般会計からの退職手当他会計

負担金や石油貯蔵施設立地対策等補助金を未収金計上したため、年度末

未収金残高が２８年度比２，６３３万円余り増加したことなどが挙げら

れます。また、負債においては、企業債が固定、流動合わせて２８年度

比２億７，６８６万円余り減少したこと、一時借入金が２８年度比４億

円減少して２９年度末現在ゼロ円となったこと、眼科に係る医療機器代

金、退職金、一般会計への退職他会計負担金などを未払金計上したため、

年度末未払金残高が２８年度比１億４１１万円余り増加したことなどが

挙げられます。 

１１ページについては内容に大きな変更はありませんので、次に１２、

１３ページ目を御覧ください。ここでは平成２９年度の病院事業の概況
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を載せていますが、総括的事項については１２ページのみを読み上げて

総括的事項の説明に代えさせていただきます。なお、１３ページの（１）

収益的収支及び（２）資本的収支の詳細については１９ページ以降で詳

しく説明します。それでは読み上げます。わが国における急速な高齢化

の進展や疾病構造の変化、多様化する医療ニーズを背景として、医療を

取り巻く環境は急激に変化しています。院外環境の変化としては、病院

病床の機能の明確化、患者の権利意識の高まりなどが挙げられ、逆に院

内活動の必要性として医療サービスの充実、医療水準の向上、医療事故

の防止、院内感染の防止などが挙げられます。そうした中、当院として

も地域の中核病院として、多様化する地域のニーズにも対応し、地域に

開かれた病院として安心・安全な医療を提供していきます。平成２９年

度においては、安心安全なまちづくりの実現を目標に、ＤＭＡＴ（災害

派遣医療チーム）指定のため、ＤＭＡＴ用車両の購入、当該車両及び資

機材を格納するための車庫の整備、ＤＭＡＴ用医療機器の購入等を行い

ました。経営改革に関しては、経営状況の詳細な分析を外部のコンサル

タント業者に依頼した結果を受け、医薬品や医療材料などに新たな購入

方法（業者集約、共同購入）を導入し、経費の節減に努めました。コン

サルタント業者の報告書の中で、一部の疾病患者の市外流出が指摘され

ており、特に市内完結率の低い眼科に関しては、平成３０年度より実施

予定の白内障手術に備え、必要な医療機器を導入しました。また、今年

度は、平成２７年度に策定した山陽小野田市病院事業改革プラン（計画

期間は平成２８年度から３２年度までの５か年）を改訂し、平成２９年

度の決算見込みを踏まえ、計画中間年度に当たる平成３０年度以降の数

値を見直しました。この新たな財政計画を含めた改革プランに基づき、

引き続き医師等の確保、収入の増加と支出の削減などに取り組み、経営

の改善と医療サービスの向上に努めてまいります。 

次に１５ページ目を御覧ください。ここでは平成２９年度に実施した

建設工事、購入した主な医療機器や車両等の明細を掲載しています。 

次に１６ページ目を御覧ください。ここでは入院・外来の患者数、収

益的収入及び収益的支出の平成２８年度との比較を掲載しています。詳

細については１９ページ以降で詳しく説明します。 

次に１７ページ目を御覧ください。ここでは企業債及び借入金の状況、

当初予算第７条の議会の議決を経なければ流用することができない経費

及び第８条のたな卸資産購入限度額の決算額を載せています。御覧のよ

うに職員給与費、交際費、たな卸資産の全ての項目において予算内で適



 

46 

 

正に執行しています。また、企業債についても第２回補正予算第５条の

起債の限度額１億１，２７０万円を超えておらず、この表からは直接分

かりませんが、一時借入金についても当初予算第６条の一時借入金の限

度額７億円は超えていません。また、企業債については２５、２６ペー

ジに明細を載せています。 

次に１８ページですが、ここではキャッシュフローを載せています。

これは１年間の現金の動きを表しています。キャッシュフローには直接

法と間接法がありますが、当院では損益計算の純損益に必要な調整項目

を加減して表示する方法、いわゆる間接法を採用しています。 

続きまして、１９ページ以降の説明に入ります。以下、適宜「平成」

を省略することがあります。最初に、平成２９年度決算の概要について

ですが、２９年度収益的収支については、１９ページの病院事業収益が

４５億７６３万５，２９１円、２０ページの病院事業費用が４２億

９，５４３万９，０３１円となり、当年度損益は２億１，２１９万

６，２６０円の純利益となりました。 

次に２２ページ、２９年度資本的収支については、まずページ下半分、

資本的支出として建設改良費、企業債償還金、他会計からの長期借入金

償還金がありますが、決算額５億７，８３３万７，０４１円となり、こ

れらに対する上半分、資本的収入（財源）として企業債が９，３６０万

円、他会計負担金が９，３８５万８，５２４円、補助金が１，０５７万

５，６９１円の合計１億９，８０３万４，２１５円となりました。 

それでは各項目について詳しく説明します。決算書１９ページを開い

てください。まず、収益的収入から説明します。１款１項医業収益１目

入院収益は入院患者数６万６，４７１人で２４億１，７７４万３，６５２

円となり、２８年度に比べ患者数は１，３７７人ほど増え、決算額は１

億４，５４６万円余りの増収となりました。１日当たりの入院患者数は、

２９年度は２８年度と比較し４人増の１８２人となり、入院患者の平均

在院日数は、２８年度の１５．３日から２９年度は１４．５日と短くな

りました。入院患者の増加要因としては、産科医の増員に伴い、産婦人

科の入院患者が増加したことが挙げられます。また、入院患者一人当

たりの入院単価は、２８年度の３万４，９０８円から２９年度は３万

６，３７３円へ１，４６５円ほど増加しています。これは主に手術件数

の増加が影響しています。同２目外来収益は外来患者数９万９，５５４

人で９億５，４３９万６，６７９円となり、２８年度に比べ患者数は

１，０５３人増え、決算額は３，５８６万円余りの増収となりました。
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１日当たりの外来患者数は、２８年度と比較し３人増の４０８人となり

ました。外来患者数の増加の主な原因としては、特に産婦人科外来患者

の増が挙げられます。また、外来患者一人当たりの外来単価は、２８年

度の９，３２５円から２９年度は９，５８７円へ２６２円ほど増加して

います。主な理由としては、産婦人科外来患者が増えたことにより外来

受診に伴い必要な検査、例えば血液検査や尿検査などの基本的な検査が

増加したことが影響しています。続いて同３目その他医業収益は３億

８，９７５万３，８７７円となり、２８年度と比較して１，５９４万円

余りの増収となりました。２８年度と比較して増加したものとしては、

予防接種や健診料収入である２節公衆衛生活動収益が８５０万円余りの

増、胎盤料・紙おむつなどの収入である８節その他医業収益が１，０２４

万円余りの増。逆に、嘱託医料や人間ドック収入である４節医療相談収

益は９４万円余りの減などとなっています。次に、２項医業外収益は３

億９，５６５万７，４２０円となり、２８年度に比べ２，１２５万円余

りの増収となりました。２８年度と比較して増加したものとしては、最

も大きいものが一般会計から受け取る退職他会計負担金、保育園の保護

者負担金、テレビカード利用料などの収入である８目その他医業外収益

が２８年度に比べ２，６９１万円余りの増、産科医等確保支援事業補助

金である４目補助金が１１６万円の増。逆に、医療機器に係る企業債の

償還金が減少したことにより７目資本費繰入収益は５６７万円余りの減な

どとなっています。最後に、３項特別利益は３億５，００８万３，６６３

円となり、２８年度に比べ３億４，８１１万円余りの増収となりました。

これは、今年３月議会で認めていただいた３億５，０００万円の一般会

計繰入金を計上したためであります。以上で、収益的収入の説明を終わ

ります。 

次に、収益的支出であります。決算書の２０ページを御覧ください。

１款１項１目給与費ですが、２１億８，０３２万１，５９６円となり、

２８年度に比べ１億４，０１１万円余りの増額となりました。主な増加

理由としては、常勤医の増加に伴う１節医師給５節医師手当１２節法定

福利費の増、１２節法定福利費中、共済追加費用の増、１３節退職給付

費の増などであります。２目材料費は７億３，９６７万２，０３６円と

なり、２８年度に比べ７２６万円余りの増額となりました。材料費は、

投薬や注射などの薬品費や、血液検査や尿検査などで使用する検査材料

費、衛生材料、歯科技工材料、人工関節などのその他材料費が中心で、

通常、事業量・患者数に応じて増減するものです。主な増減理由として、
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業者集約や値引き交渉による２節注射用薬品費の減、手術件数の増加によ

る５節その他材料費の増などとなっています。３目経費は６億５，２１６

万３，５３８円となり、２８年度に比べ２，７１１万円余りの増額とな

りました。主な増減理由として、電気料単価アップによる７節光熱水費

の増、医療機器等保守、給食・洗濯業務、外注検査、医療廃棄物処理、

病院施設管理委託料の増などがあります。逆に、普段から職員一人一人

がコスト意識を持ち医療機器、備品のメンテナンスを欠かさず、また丁

寧に使用している等の効果もあり、１１節修繕費は２８年度に比べ、

４７２万円余りの減額となりました。次に２１ページ４目減価償却費で

すが、２９年度は４億８，１８５万１，０９９円で、２８年度に比べ

１３８万円余りの減額となりました。なお、この減価償却費の規模、大

体４億円台は平成３２年度まで続き、平成３３年度からは３億円台で推

移する予定であります。５目資産減耗費は６７万１，８７６円で、２８

年度より３万７，０００円余りの増額となりました。これは、２９年度

に廃棄した医療機器の取得総額がやや高かったためであります。６目研

究研修費は１，１１３万３，７６５円で２８年度より３６９万円余りの

増額となりました。これは主に透析看護認定看護師、皮膚・排泄
せつ

ケア認

定看護師に係る旅費、授業料を支払ったためであります。７目長期前払

消費税償却は、旧控除対象外消費税を、一旦貸借対照表（バランスシー

ト）に資産計上した上で、その長期前払消費税を毎年度一定の方法で費

用化するものであり、２９年度は３，８７８万６３５円となりました。

次に、２項医業外費用は１億８，９００万８，７０５円で、２８年度と

比較して７８４万円余りの増額となりました。１目支払利息は５，９２２

万６，３８８円で、２８年度に比べて１７６万円余りの減額となりまし

た。これは、企業債の償還終了に伴い１節企業債利息が減少したことが

主な原因であります。３目雑支出は、課税仕入れに係る仮払消費税のう

ち、３条予算及び貯蔵品の課税仕入れに係る消費税相当分を、当該年度に

費用計上するものであり、２９年度は計算の結果１億６１８万７，１６９

円となりました。４目退職給付費負担金は、病院に勤務していた職歴の

ある職員が一般会計対象部署を最後に退職した場合、病院に勤務した期

間に応じて、一般会計から退職者に支払われた退職金の一部を病院が負

担するもので、２９年度は２，３１６万８，９９２円となりました。３

項特別損失は、１項２項以外の特別な費用を計上するものですが、１目

過年度損益修正損は過年度に発生した原因に基づく費用を計上していま
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す。主なものは２８年度に患者が受診し、当院が受け取った医療費等を

２９年度に入り精算返還する過年度返金分ですが、合計３６件、２２万

７，８０１円でした。そのほか２９年度は平成２７年度消費税の修正申

告に基づく増額分を計上しました。なお、２目その他特別損失には、事

業費確定に伴う補助金返還分を計上しました。 

次に４条予算であります資本的収支について説明します。２２ページ

をお開きください。まずは資本的収入についてですが、決算額は１億

９，８０３万４，２１５円となりました。１項企業債は９，３６０万円

で、全て医療機器の購入に係る借入れであります。２項他会計負担金は

資本的収支予算いわゆる４条予算で購入する起債対象外医療機器・備品

や地方債償還元金に係る一般会計からの繰入金を計上しますが、医療機

器・備品分・地方債償還元金分合計で９，３８５万８，５２４円となり

ました。３項補助金は１，０５７万５，６９１円で、ＤＭＡＴ資機材庫

整備及びＤＭＡＴ車両購入に係る石油貯蔵施設立地対策等補助金を計上

しています。 

続いて資本的支出についてですが、決算額は５億７，８３３万７，０４１

円となりました。１項１目建物改築費の１節工事請負費１，２８８万

４，４００円は、ＤＭＡＴ車両や必要装備を格納するための、ＤＭＡＴ

資機材庫を整備しました。２目器械及び備品費は１億２７６万８，６００

円で、老朽化した医療機器や備品の追加・更新・新規購入を行いました。

３目車両運搬具は４５５万７，１３０円で、ＤＭＡＴ車両を購入しまし

た。なお、１項建設改良費各目の内訳については、少し前に戻りますが

決算書１５ページの２、工事等に載せています。２項企業債償還金は企

業債償還元金で、３億７，０４６万６，９１１円となり、その明細は、

決算書２５、２６ページに載せています。３項他会計からの長期借入金

償還金では、一般会計に２，１６６万円、工業用水道会計に６，６００

万円を償還しました。償還額や残高の明細は決算書１７ページに載せて

います。以上で資本的収支の説明を終わりますが、決算書３、４ページ

にも記載してあるとおり、資本的支出額に対し資本的収入額が不足する

額３億８，０３０万２，８２６円については、消費税資本的収支調整額

４６万７，４１０円、当年度分損益勘定留保資金３億７，９８５万

３，４１６円で補塡しました。また、資金不足については、平成２８年

度に引き続き、平成２９年度も発生していません。 

最後に２３、２４ページには有形固定資産及び無形固定資産の種類別

増減内訳を載せています。また、２５、２６ページには先ほどから説明
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の中で何度か出てきていますが、企業債の明細書を載せています。これ

で、平成２９年度決算についての説明を終わります。以上御審議のほど、

よろしくお願いします。 

 

吉永美子委員長 では、順を追って皆様からの御質疑を受けていきたいと思い

ます。１、２ページについては後で詳しく説明が入ってくるわけですが、

よろしいですね。３、４ページ。５、６ページ。７、８ページ。次が９、

１０ページ貸借対照表、よろしいですか。 

 

山田伸幸副委員長 企業会計なんかを計るときに、流動資産と流動負債の状況

を見るわけですが、これを見ると大体１億８,０００万ぐらいマイナスに

なっています。かつてもっと大きかったんですけど。これに対する病院

局としての評価はどんなでしょうか。 

 

堀川病院局事務部長 これにつきましては、３月議会でも御説明しましたよう

に、当面、累積欠損金が増えますが、特に、先ほど担当者が説明しまし

たように減価償却費、これが３億円台になる頃については、この金額が

相当少なくなるという認識でいます。これは今現在、改革プランに基づ

く収支関係、これと大体同様な金額で推移しているという評価をしてい

ます。 

 

山田伸幸副委員長 流動資産には、今言われた減価償却は関係ないんじゃない

ですか。減価償却が減ったことと、この流動資産の金額とは連動してな

いと思うんですが。 

 

和氣病院局総務課長 今御質問のありました流動資産と流動負債ということで、

先ほども説明の中で申し上げましたが、今回、一番大きいものにつきま

しては一時借入金、前年度にありました４億が、２９年度末においては

ゼロ円になっています。こちらにつきましては、先ほど説明したとおり

３億５,０００万円の一般会計からの繰り出しをいただいたということ

で、このような結果が出ているところですが、あとは未収金ですとか、

未払金もあるんですが、現金預金が一時借入金をゼロにするために若干

少ない額になっています。今後は先ほど部長からも申し上げましたが、

いわゆる経営の部分において努力してまいりまして、こちらの現金預金

の残高を増やすことが非常に重要になってくるかと思っています。これ
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に対して現状でどうかと言われると、まだ経営改善の半ばにあると考え

ています。 

 

吉永美子委員長 次の１１ページ。では、１２ページ、概況。 

 

山田伸幸副委員長 ＤＭＡＴのことなんですけど、これが災害派遣医療チーム

ということで、市民のところには余り恩恵がないように思うんですけど、

これ長期的に見た場合、山陽小野田市民病院の評価を上げるということ

につながるのかなと思ったりするんですが、具体的には病院局としては

どういう考えを持っているでしょうか。 

 

堀川病院局事務部長 確かに派遣するということは山陽小野田市にとって、こ

こに住んでいる市民の方にとっては恩恵は直接的にはないと思います。

ただ、やはりそういう経験を積むことによって、もし山陽小野田市が被

災した場合、逆に受援体制を確立する、そういう災害地に行ったことに

よって、その経験を生かして山陽小野田市が逆の立場になった場合、そ

の受入れ、その態勢が構築できるというようなことで考えています。 

 

山田伸幸副委員長 実際にそのＤＭＡＴ派遣ということで、やはり緊急体制の

整備ということにもつながっていくと思うんですが、それを市民病院だ

けで終わらせていいのかということもあるんですね。というのは、消防

なんかだったら、その報告会とかを使って、いろんなところに今後のい

い材料にしていくということをされているんですが、病院としてはどう

いうことを考えているでしょうか。 

 

堀川病院局事務部長 一昨年秋に初めてＤＭＡＴの講習を５名が受けました。

そして、この決算のとおりそのＤＭＡＴの活動に必要な機器、車両、倉

庫等を整備しました。３０年度になりまして、この７月上旬に実際に広

島に初出動しました。そういう中で経験がまだ正直に言って少ないです。

このたびＤＭＡＴの第２班を編成し、講習を受けて、近いうちに厚生労

働省から認定ＤＭＡＴとしての隊員の認定を受けます。２チームになり

ます。そういう中でだんだんこの輪を広げていきたいと考えています。

また、この決算書には書いてありませんが、昨年の６月６日、今まで当

然法的に基づく火災訓練をやっていましたが、昨年初めて病院で地震に

対する避難訓練をやって、職員全員が参加して、災害に備えるとそうい



 

52 

 

うこともやっています。今後は院内もとより院外にもそういうような形

で災害活動、また訓練等を広げていきたいと考えています。 

 

山田伸幸副委員長 ＤＭＡＴを活用するにしても、広域的な災害、あるいは本

市自身が被災した場合、昨日も、関西方面中心にかなり大きな被害が出

ていたんですけど、ああいう高潮被害のときなんかに、市民病院のこの

ＤＭＡＴが活用できるのかどうなのか。出動していけない状況も出てく

るんじゃないかなと思うんですが、その点は、何か考えをお持ちでしょ

うか。 

 

堀川病院局事務部長 現在は、やはり今活用できる資源を用いて対応していき

たいと思っています。例えば、山陽小野田市が完全に浸水して交通状態

が麻ひしているというようなことになれば、当然活動できません。ただ

し、そのときにも、病院内には入院患者もいます。また、近所の住民の

方もいます。そういう中でいろんな形で協力、また、災害に対する活動

ができると考えています。 

 

矢田松夫委員 概況の中で、昨年はトーマツですかね、外部に委託して、ここ

にも書いてありますように経営改善をしたと。そしてその結果、経費削

減に努めたと。努めたけど、その結果どうであったのかというのをきち

っとそこで総括すべきかと思うんですが、努めただけで終わっているん

ですよ。 

 

藤本病院局総務課課長補佐 具体的な数字を申し上げますと、先ほど御説明の

中でも若干申し上げましたが、薬品費につきましては、およそ２，７００

万円の減額となっています。それと、材料費の中のその他材料費につき

ましては、決算額上は先ほど御説明しましたように手術件数の増等で増

加していますが、中身を細かく見てみますと、今回のメッカルＧＰＯは

特に医療材料について共同購入を行っています。医療材料はその他材料

費の中で考えますとかなりウエートが小さいものですから目立ちません

が、担当者に確認したところ、昨年の１０月からこの３月末、本日は決

算委員会ですので３月末までの段階で、およそ１７０万円の減額になっ

ていると聞いています。これがコンサルからアドバイスがあったことに

よって、購入方法を変更した薬品と材料費の成果です。 
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山田伸幸副委員長 それと、以前からこの委員会でも指摘をされてきたと思う

んですが、診療科ごとの経営上の管理の徹底についてはどのように取り

組まれているでしょうか。 

 

堀川病院局事務部長 診療科ごとの経営管理ですか。 

 

山田伸幸副委員長 患者数の増減だとか収益状況とか、その点がその診療科ご

とに明確に示されて、少しでも患者に対する対応を良くしたりして選ば

れる病院になるとか、そういった診療科ごとの努力ですね。そういった

ことはどのように取り組んでいるでしょうか。 

 

堀川病院局事務部長 接遇等については、診療科ごとのうんぬんとかいうこと

ではなくて、それぞれの部署、例えば看護部、事務部、そして業者に委

託しています総合受付など、それぞれのところで更に良くなるように改

善をしています。具体的には、病院の中に意見箱を設置し、その意見に

ついてはそれぞれの部署が回答を作成し、それを院内でしっかりと検討

しています。そして患者に対しても、その回答について分かるように掲

示板で提示もしています。 

 

矢賀病院事業管理者 ちょっと追加させていただきます。患者数については、

毎月その診療科別の数がちゃんと報告されていまして、私も目を通して

います。今年の４月からの傾向で言えば、特定のある科がちょっと手術

件数が少なくなったりすることがありまして、その際は診療部長と私と

面談していますので、診療科ごとの収入とか支出については、お金につ

いては診療科ごとは出していませんけど、患者数はちゃんと把握してい

ます。それとあと全体での収支状況がどうなっているかとか、年間予算

のうちのどれぐらいをこの７月までに消費したとか、そういうことも一

応計算できていまして、目標と常に比較はしています。 

 

山田伸幸副委員長 やはり経営体として考えた場合、やはり目標設定とそれに

対する達成を常に図っていくというのはどうしても必要だと思うんです

ね。特に市民病院は、病院の建替えも含めて市民からも注目されていま

すし、本当に市民に必要とされる病院となるための努力の一つとしてね、

やはりきちんとしたそういう目標設定と目標達成に向けた一丸となった

体制というのが、全体もそうなんですが、診療科ごとにやっぱりどうし
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ても求められていると私は思っていますので、その点について更なる努

力をお願いしたいということで今の質問をしました。 

 

矢賀病院事業管理者 御意見はよく分かりました。病院全体としての目標値は、

電子カルテの最初の画面に毎日更新して表示しています。ですから、看

護師が見ても医師が見ても医療技術者が見ても、目標に対してどれだけ

というのを、本日の到達点と前月の成果と４月から今までの累計と、誰

が見ても電子カルテを立ち上げた後にすぐ分かるようにしていまして、

それはこの４月以降そのように改変しています。経営会議で毎月それは

もちろん報告するんですけども、診療部会というのがありまして、これ

は医師だけで構成される会議なんですけども、その数字も診療部会で私

は毎月きちんと報告しています。あと、診療科ごとの数の推移はどうな

っているかどうかというのをちょっと検討させてもらって、数はすぐ出

ると思うんで、できるだけそれぞれの診療科に行き渡るようにはしたい

と考えています。 

 

大井淳一朗委員 この状況、概況の中に一部の疾病患者の市外流出が指摘とい

うことで眼科については、このように指摘を受けて白内障手術に向けて

必要な医療機器等を導入とあったんですが、そのほかの疾病患者の市外

流出という事例があれば、それを示していただきたいのと、それに対す

る防止策というか市外流出を防ぐために、どのような取組をされている

かについてお答えください。 

 

矢賀病院事業管理者 市外流出している患者について眼科以外には、脳神経外

科が指摘されています。脳神経外科は非常に特殊な領域で、この近辺で

は宇部興産中央病院と大学が非常に積極的にやっている領域です。こう

いう特殊で非常に濃厚な治療を要するのは、ある程度大きな規模の病院

じゃないとちょっと難しいというところがあります。しかし、そうは言

いましても、通院を必要とする脳神経外科の患者もいますので、市民病

院としても、非常勤の医師を今、週２回から３回に増やして、なるだけ

そういうニーズに応えられるようにしています。医師がいれば、脳外科

医の常勤を一人は確保したいと思っているんですけども、現在のところ

具体的にそういう見通しはありません。 

 

大井淳一朗委員 脳神経外科で、管理者が言われるように、発症した直後と発
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症後リハビリの段階では対応が違うと思うんで、後で問題となるよりこ

れから市民病院の目指す方向性を考えたときに、お任せするところはお

任せして、こちらができることはできるような感じを考えていかなきゃ

いけない。脳神経、もしできるところはやるけど、無理というかお任せ

するところはお任せするという体制が必要だと思うので、そのような方

向性が望まれるんで、またこれは後ほど質問していきたいと思います。 

 

吉永美子委員長 １３ページは１９ページ以降で詳しく説明ということですの

で、よろしいですね。１４ページは特に説明がなかったんですが、聞き

たいことがありましたか。 

 

山田伸幸副委員長 職員に関する事項ということで、今どこでも医師不足とと

もに看護師不足というのも言われているんですが、看護師の確保につい

ては今どのようになっているんでしょうか。 

 

和氣病院局総務課長 看護師につきましては、確かに私ども病院でもなかなか

足りないという声はあります。ただ、募集しました際には、ある程度の

数の応募をいただいていまして、正規職員に関してはその辺の補充がで

きているものと考えています。あと、その他必要になる部分につきまし

ては、こちらにありますような臨時職員やパートの非常勤職員で対応し

ているところです。 

 

矢田松夫委員 今の関連ですけど、昨年と比べますと、常勤の正職員の方は、

２名減っていますけれど、全体的に見てみますと、臨時と非常勤職員が

大幅に増えているということは、こういうふうにして結局看護師不足の

中で、シフトはこういうふうにその非常勤とか臨時職員に持っていかざ

るを得んというのが今の状況だと思うんですが、どうですか。 

 

岡原病院局事務部次長 臨時職員が増えているということに関しましては、今、

看護師の中でも産休育休を取っている職員がいますので、それに代替え

のために雇用している臨時職員が多いというところで、全体的に正規職

員の不足を臨時職員で補っているというものではありません。 

 

矢田松夫委員 臨時で言えば６人、非常勤で言えば８人、そういうのが実態。

それは今言った産休の代替え措置と理解していいんですか。 
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和氣病院局総務課長 これにつきましては、看護師だけではないんですがほか

のいわゆる技師の方が退職されて、それの補充で入っている方もいます。

あと、嘱託というところであれば、嘱託で雇っている、雇用している先

生もいますので、看護師の部分だけではちょっと語れないところがある

のかなと考えています。 

 

矢田松夫委員 この職員というのは医師も入るんですか。 

 

和氣病院局総務課長 この人数の中に、医師は当然入っています。 

 

山田伸幸副委員長 内訳を言ってもらえますか。 

 

和氣病院局総務課長 申し訳ありません。この数値の内訳が手元にないので、

この内訳についての説明はちょっと今いたしかねます。 

 

吉永美子委員長 ３月３１日現在で医師は何人だったんですか。 

 

和氣病院局総務課長 医師につきましては、全部で２８人です。嘱託というこ

とで雇用している医師も含めてということです。 

 

吉永美子委員長 正規が２２名ですか。嘱託含めてでしょう。 

 

和氣病院局総務課長 お待たせしました。正規の医師は２５名です。 

 

吉永美子委員長 ということは、嘱託が３人。 

 

和氣病院局総務課長 嘱託の医師が３名です。ただし、正規の医師の中には、

管理者も含めた数字となっています。 

 

吉永美子委員長 だから、嘱託から正規医師に替わった方も中にはいるという

ことですね。増えていますよね。 

 

和氣病院局総務課長 正規の医師を退職なさって、嘱託として勤めていただい

ている先生がいますけど、嘱託から正規の職員になられた先生の方はい
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ません。 

 

吉永美子委員長 ということは、正規の職員２５人は増えたんですよね。以前

は２２とかいうときがあったじゃないですか。増えているってことだ。

いいことですよ。 

 

和氣病院局総務課長 医師につきましては、昨年の２９年６月から産婦人科の

医師が一人増えています。それと、泌尿器科の先生、女性の医師なんで

すが、産休に入られる関係もありまして、泌尿器科の先生がもう一人、

昨年度は増えていました。 

 

吉永美子委員長 それ以外は難しいということですね。 

 

大井淳一朗委員 これ前から指摘していることなんですけれども、皆さん市長

部局から派遣ですよね。大体何人派遣されているのか。皆さん以外にも

いると思うんですけどその推移と、やはりプロパーを育てていかないと

いけない。皆さんは市長部局で本来活躍すべき人材なので。ゼロという

わけにいかない。若い人を鍛えるために病院へ出向されるのはおっても

いいと思うんですが、その比率をどんどん落としていくべきだと思うん

ですが、その方向性も含めてどのようにお考えでしょうか。 

 

堀川病院局事務部長 現在、市から派遣している職員は６名です。ただ、逆に

市へプロパーの職員を１名派遣しています。今年４月にプロパーの職員

を１名採用しています。まず将来的にはプロパー職員に移行していきた

いと考えています。ただ、年齢構成等を含めまして、今後、長期の計画

を立てながら考えていきたいと思っています。今の状態から変えていく

ということは今実行しつつあります。 

 

吉永美子委員長 １５ページ。１６ページ。１７ページ。１８ページ。それで

は、１９ページ、収益的収入及び支出の収入。予算のときに市の職員の

人が人間ドックを利用するようにということで共済組合に働き掛けてい

くような答弁がされていたんじゃないかと思うんですけども、当時の委

員長報告にはそういうふうになっています。共済組合への働き掛けを行

っていきたいという答弁を得ているということで、委員長報告概要には

そのように挙がっているんですが、その後の状況はいかがでしょうか。 
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和氣病院局総務課長 職員の市民病院における人間ドックの受診なんですが、

なかなか職員であればこういう形で受診すると受けやすいよとかそうい

ったものがなかなかちょっと出せていませんで、現実には、前年度並み

の受診者ではなかったかと考えています。 

 

吉永美子委員長 なかなか働き掛けも難しいということですか、現実には。行

っていきたい旨の答弁が入ったような報告書にはなっていたもんですか

ら、その後どうかなとお聞きしようと思ったんですが。難しいというこ

とですね。 

 

和氣病院局総務課長 いわゆる市の職員を特に優遇するといいますか、職員で

あればこういうふうに非常に受けやすかったりとか、そういったのとい

うのはなかなか出せませんものですから、どういうふうにしたら市民病

院で受診する者が増えるのかなというのは、考えるところは確かにある

んですが、実現に至ってないところはあります。 

 

矢田松夫委員 ３目の国県の補助金の中で、大幅に減額になったところが去年

８０万円かあったんですけど、その減額になった理由というのはありま

すか。 

 

藤本病院局総務課課長補佐 これは補正等のときでも説明しているんですが、

女性医師就労環境改善事業補助金というのがありまして、これにつきま

しては、県から３年間で補助を打ち切るという要綱になっていまして、

このたび２９年度決算で実は３年目でして、来年度からは、この補助金

につきましては予算計上を行っていません。ちなみに今年は２９年度決

算では、３４万１，０００円の補助金が入金されまして、昨年は８０万

円でした。その前は１２０万円でした。ということで、毎年３分の１ず

つ３か年で補助が切れるという県の要綱ですので、今年が最後になりま

す。 

 

吉永美子委員長 収益的支出いいですか。 

 

大井淳一朗委員 お尋ねします。経費の中の光熱水費があるんですけれども、

病院を建てるときに、環境改善も含めて３億円急きょ増えて、光熱水費
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等の削減につながるんだということだったんですが、結局それ効果があ

ったんでしょうか。長い目で見なきゃいけないのはもちろんですが、そ

れによってコスト削減が図られたのか。光熱費以外もあれば示していた

だければと思います。 

 

和氣病院局総務課長 光熱水費につきましては、今、いろんな種類の省エネル

ギーの設備を駆使して節減に努めているところです。実際には、旧病院

に比べて面積がおよそ３割程度増えていますが、こういった光熱水費、

燃料費に係る費用につきましては、ほぼ変わらない数字で推移しておっ

たかと。過去の数値を覚えているわけなんですが、そういった意味では

面積が増えているにもかかわらず変わっていないということで節減は図

られていると考えています。さらに、昔の病院ですと夜間に空調が止ま

ったりとか、そういったことがあったわけなんですが、今２４時間空調

も効いていますし、患者にとっては非常にいい環境を提供できていると

自負しています。 

 

大井淳一朗委員 それで熱源の話なんですが、これも以前あったんですけれど

も、現在コジェネということで都市ガスを使われていますけれども、災

害時においては都市ガスというのは、復活するにはＬＰよりは遅いとい

う指摘があります。今後、災害時に備えてバルクとか備え付けるとか、

そういったことは検討されているんでしょうか。あくまでも都市ガス一

本でいくということなんでしょうか。 

 

和氣病院局総務課長 ＬＰガスとなりますと今度は設備の問題が出てきますの

で、やはりここは都市ガスということになろうかと思います。確かに都

市ガスということでそういった災害のことも気になさるのは当然であろ

うかと思いますが、施設内の設備につきまして災害に対応できるような

形で建設をしていますので、それまでの経路の途中でということであれ

ばまたちょっと話が変わってくるかと思いますが、敷地内においてはそ

の辺は大丈夫であると考えています。 

 

矢田松夫委員 和氣さんが言われたことと全然数字的にはおかしいんですけど、

２６年に新しくオープンしてコージェネレーションというのを導入され

ましたけど、年々この光熱費と燃料費というのは上がっているんですが、

下がっているということはないんでしょ。上がっているんでしょ。 
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藤本病院局総務課課長補佐 年度別の消費電力表というのがありまして、それ

を見る限りでは、病院全体の消費量は２６年度から３か年はほとんど横

ばいです。先ほどから御説明しているとおり電気につきましては、ハイ

ブリッドといいますか、中電から買う方法、太陽熱、都市ガス三つの方

法で電力を供給しているんですが、特に鉱物資源とかを使います電気と

かガスというのは、原料が高くなると当然値上がりもしますし、それに

対して細かく調整しながら、より効率のいい電力の供給を常に見張りな

がらやっています。ですから、一概に前年度比が上がったからといって

それは使用料が増えたわけではなくて、単価が増えたということも大き

な要因です。ですから、今私の手元にある電力量を見ましても３年間ほ

とんど変わっていません。内訳はもちろん先ほど申しましたように、よ

り安い電力を購入するように日々見張って切り替えていますので。太陽

光の割合は１．４％ぐらいしかないんですが、年によっては中電から購

入しているものが多かったり、また都市ガスで発電しているものを増や

したりして調整しています。そういった形で、病院全体の電力を賄って

います。 

 

矢田松夫委員 何かそういうシステムの話じゃなくて、そのシステムを導入し

た結果、私が言うのは金額が年々上がってるんじゃないかと。それを言

うんですよ。そういうシステムを導入した結果、金額、例えばここで言

うと燃料費ですか、ガス代なんかがどんどん下がってきよるという効果

が出ていると。こういうふうに答えていただければいいんですけど、ぐ

るぐるよう訳分からん話をされまして、そのガスを入れて全体的に館内

冷暖房をやってきてと言われるんじゃけど、とにかく金額ですよ。支払

う金額はどれぐらい下がったのかと。こういう回答していただければい

いんですが。 

 

藤本病院局総務課課長補佐 委員のお気持ちも十分理解できますが、先ほどか

ら申し上げていますように、このシステムを導入した効果はあるとは信

じていますが、それ以上に、先ほどからお話していますようにガス単価

が値上がり、燃料費が上がったことによる値上がりがやはり大きいため

に、効果が目に見えてないと考えています。 

 

矢田松夫委員 結局、原因は、そういうシステムよりは電力料金が上がったか
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ら、金額が上がったと。結局、ならシステムはどうなんですかね。そう

いう電力料金に耐えられるようなシステムではないんですかね。 

 

和氣病院局総務課長 今ちょっと手元に資料を持っていないんですが、毎月そ

の省エネ率というのを計算しています。これは当然、新病院を開院して

からずっと取っているわけなんですが、最初のうちはなかなか初めての

ことでうまく運転できなかったんですが、それが２年目３年目というこ

とで、だんだんうまく省エネ率がマイナスといいますか、非常に省エネ

効果が出ているような形で運転はできています。先ほどの光熱水費と燃

料費が上がっているというお話もありましたが、どうしても燃料代が上

がると、どうしても額が増えてしまうものですから、その影響でそうい

うふうに思われているんじゃないかと思うんですが、省エネとしては非

常にいい具合に運転ができていると考えています。 

 

大井淳一朗委員 結局３億円の支出が増えたことによって、ランニングコスト

を長い目で見れば、それは１年２年じゃ無理ですけど、コスト削減が図

られなきゃいけないんですよね。そのための支出だし、当時の責任者は

病院におってでしょ、まだ。そういう人は何のためにいるのかというこ

ともあるので、やはりその省エネ効率というのをやっていただきたいし、

そういった計画も立てていただきたいんですが、それは計画みたいなの

はないんですか。 

 

和氣病院局総務課長 計画と申しますか、やはり補助金を受けて作っているも

のですので、当然その効果が出ないといけないわけです。それが先ほど

申しました毎月省エネ率というものを以前は計算して提出していたとこ

ろです。例えば電力なんかで申しますと、以前の病院と比べまして今は

都市ガスによる発電なども実際電源として利用できますので、中国電力

から購入している契約電力は以前に比べてかなり少なくなっています。

そういった意味で、電気料金はかなり以前と比べて抑えられているとい

うところはあるかと思います。あとはガスによる発電であるとか、電気

を購入するもの、太陽熱はちょっとしかないんですけど、あとは例えば、

給湯に使うお湯をソーラーで沸かしたりとか、あと地熱の利用なども行

っています。それらを全部含めてトータルで節減ができるように、日々、

監視をしながら運転しているところです。 

 



 

62 

 

大井淳一朗委員 和氣課長が具体的なことを言われましたけど、やはり議会と

したらそういった確かな結果が出ているというものが欲しいので成果物

が今なければ、そういうものを作られて議会に説明をしていただきたい

と思います。いかがですか。 

 

堀川病院局事務部長 先ほど担当者が言いましたように、節電率というのを毎

月やっているというような中で、それ一覧表にしたものを今後準備して

いきたいと思います。 

 

吉永美子委員長 次の２１ページ。 

 

山田伸幸副委員長 全体的なところで聞こうかなと思っていたんですけど、さ

っきからずっと探しててよく分からなかったんですが、院内保育所とい

うのは経費的にはどのようになっているんでしょうか。それと今利用人

数は外からも入っているというので、どの程度いるのかその点ちょっと

報告してください。 

 

和氣病院局総務課長 院内保育所につきましては、２０ページの３目経費の中

の１５節委託料の中にその費用が入っています。金額は後ほど御説明差

し上げますが。（「中に入っちょんじゃな。ほかに」と呼ぶ者あり）そ

うですね。ほかの中に入っています。今お預かりしているお子さんにつ

きましては、７月末現在、院内の職員のお子さん８名、院外の方のお子

さんが７名となっています。こちらにつきましては、昨年度におきまし

て２０人台ぐらいでずっと推移していまして、非常に多くいました。年

度末くらいには定員２５人一杯いてお断りせざるを得ない状態もあった

ところですが、やはり一般の認可保育所にお子さんを預けられる方があ

る程度の数いましたので、それで今、７月末の段階では１５人という人

数になっています。 

 

藤本病院局総務課課長補佐 先ほど御質問がありました保育業務委託料につき

ましては、２９年度決算額で１，９７１万７，９８０円です。 

 

山田伸幸副委員長 今後も院外からも受けられるという方針をお持ちなんです

ね。それと、それは全部医療関係者ということでよろしいんでしょうか。 
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和氣病院局総務課長 今お預かりしているのは、市内の医療機関にお勤めの方

のお子様です。それにつきましては、規定に定めてあります。今後、ど

のような形になっていくかということにつきましては、現在の負担状況

で実際院外のお子様に係る部分は、私どもの市民病院で負担していると

いうところがありまして、非常に悩ましいところはあるんですが、現在

検討しているところです。まだ、どのようにすると決まったものはあり

ませんで、今後どうあるのがいいのかなという検討はしています。 

 

山田伸幸副委員長 その分の収入というのはどういう状況になっていますか。 

 

和氣病院局総務課長 保護者の負担金なんですが、院内と院外をちょっと分け

てはいないんですが負担金としては２９年度で７３０万１，５００円を

頂いています。あと、２９年度決算におきましては、一般会計からの繰

入金につきましては、４１６万２，０００円を収入しています。先ほど

申し上げた保育料につきましては、消費税抜きの決算数値です。税込み

でいきますと２，１２９万５，０００円余りの数字になりまして、実際

には病院の負担が９８３万円余り発生している状況です。 

 

山田伸幸副委員長 この院内保育所の評価ですね。導入することによって労働

力の確保といいますか、医師とか看護師の確保にも役に立つんではない

かなと思うんですが、それについてはどのように考えているでしょうか。 

 

和氣病院局総務課長 正に医師の関係で先ほど、昨年度産休に入られた女性の

医師がいたと説明したんですが、その先生のお子さんをお預かりすると

いうことで、先生に出勤していただくことが可能となったという事例が

あります。あと、私どもが募集している臨時職員でハローワークに募集

を出した際に院内保育所があるということですぐにいい職員を見付けて

採用することができたということは実際にあります。 

 

大井淳一朗委員 これは以前にも指摘したんですけど、今検討されているとい

うことなんですが、利用者の中に占める市民病院の関係者、２９年度予

算のときは２２名中９人だったということなんですが、現在の利用者の

変動と今お断りしている状況と言われましたが、市民病院の関係者をお

断りするということはあってはいけないと思うんですが、そういった事

例はないということですよね。 
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和氣病院局総務課長 お断りしたというのは、今年の１月、２月の時期であっ

たかと思いますが、その方につきましては院外の方です。特に市民病院

に対して問題はありませんでした。 

 

大井淳一朗委員 その一方で、もちろん基本は病院の関係者であり、市内の医

療関係者であるべきだと思うんですけれども、今そこの院内保育所とい

うのは看護師は配置されていますか。 

 

和氣病院局総務課長 今、院内保育所にいますのは全て保育士です。 

 

大井淳一朗委員 院内保育所運営に関する経費ということなんですが、４１６

万２，０００円と言われましたが、２７年は５００万で２８年が５３３

万４，０００円と減ってきているんですが、利用者が増える一方で、一

般会計の繰入れの経費は減ってきているんですがこれは何か要因がある

んでしょうか。 

 

和氣病院局総務課長 これにつきましては、前年度の過不足を次の年度で調整

しています関係で２９年度は若干減っています。 

 

矢田松夫委員 １５節の委託料なんですが、昨年と比べると７，０００万ぐら

い増えているんですが間違いないですか。私は何回も言いますが、結局

大手に発注するよりは地元の業者に分離発注せよと言ってきたんですが、

病院は経営上の効果のある方法でやりたいと。私の計算では約７，０００

万ですが、果たしてその７，０００万増えたことが結果として経営上効

果があったのか。私は７，０００万減になるんなら経営上効果があった

と言えるんですけどどうなんですかね。 

 

藤本病院局総務課課長補佐 委託料につきましては、２８年度と２９年度を比

較しまして、２，７００万円増えています。ほとんどの業務で増えてい

るんですが、例えば医事業務、医療機器の補修、医療廃棄物、外注、給

食、清掃、洗濯、病院管理、保育業務、いろいろな委託の種類がありま

すが、やはり患者が増えるとおのずと増えていくような業務が多いです

ので、それに伴って増えているものがほとんどです。 
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矢田松夫委員 私が新病院になってからの総合計を言ったまでで、昨年と比べ

て２，０００万ぐらい増えていますね。平成２７年からいうと７，０００

万ぐらい増えているんですが、結局今回のトーマツの方針でいうとそう

いった業務委託についても削減しなさいよと。そのことによって経営効

果があるということでなったんですが、結局どうなんですかね。その反

対に行きよるような気がして。こういうところ落とす以外ないんじゃな

いですかね。サービスを落とすよりは、そういった契約を落としていく

ということしかないと思うんですがどうなんですかね。 

 

堀川病院局事務部長 今担当が言いましたように、患者数、入院数、外来数が

増えたことによって委託料が前年度に比べて２，０００万円増えたとい

うのが主な理由です。また、やはり受付は、ここも受付が必要というこ

とで医療サービスの向上のために変更した部分もたしかあったかと思い

ます。そういう中で、委託料で節減できる部分についてはやっています。

ただ、そういうような形で患者が増えるとどうしても増えてくる性質の

ものがあります。そういうのが今回特に増えたと。それが２，０００万

円という明らかに大きくなった分があります。見られたら分かりますよ

うに収入については２億円以上増えていますので、難しい問題です。 

 

山田伸幸副委員長 給食業務の委託ですが、これはどういった事業者に委託を

されているんでしょうか。 

 

和氣病院局総務課長 正式な名前は今手元に資料がないんですが、私どもで日

清医療食品に委託をしています。この近隣のほかの病院でも業務を行わ

れているところで、委託を開始したのも何年も前になるんですが、その

当時、災害対応で何かあった場合にもお互いに融通できるというそうい

った部分を考慮して現在の業者の方に決まったと聞いています。 

 

杉本保喜委員 ２１ページの研究研修費の図書費というのがあるんですが、こ

れは年間で大体どれぐらいの図書費の枠を持ってやっているのか、それ

ともこれは絶対必要だからこれだけ要るよねという感じで購入している

のかどうか。その辺りいかがですか。 

 

和氣病院局総務課長 図書費につきましては、大体例年２４０万ぐらいの金額

で予算を組んでいますので、それぞれの診療科において必要な医学用の
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図書がありまして、専門書ですので１冊当たりがなかなか高額なもので

す。その範囲の中でそれぞれ選んでいただいて、発注して購入している

という状況です。 

 

山田伸幸副委員長 図書ということであると中央図書館から図書の貸出しを受

けていると思うんですけど、これの利用状況といいますかそういった面

では病院では何か資料を持っていますか。 

 

岡原病院局事務部次長 各病棟と２階の外来の待合のところに毎月図書を入替

えでお借りしている状況です。病棟には、病室に持って帰られてゆっく

り読まれてもいいようにということで貸出簿なども準備をしていただい

ているんですけれども、なかなかそれを書いて持っていくというのが手

が掛かるようで、実際には余り書かれていないんですが、毎月本の入替

えに来ていただいているときも図書コーナーはかなりあちこち病院の図

書の中にも紛れ込んでいる状態で、その様子を見ると結構読まれている

なとは感じています。 

 

矢田松夫委員 また、トーマツの関係を言いますけれど、そういった経営改革

の中でいろんな面で経費の削減を含めてやればこういう効果が出ますよ

というこの１年間だったと思うんですが、例えば材料費は私の試算でい

うと７００万ぐらい増えているんですよね。違いますかね。例えば値引

き交渉を積極的にしなさいよ、一括して購入しなさいよとさっき言われ

ましたけれど、その結果が逆に値上げ交渉やないけど、値引き交渉をし

なくちゃいけないのに結果として材料費が７００万上がったということ

はどういうことなんですか。 

 

堀川病院局事務部長 先ほども言いましたように、入院患者、外来患者が増え

れば当然材料費、薬剤費が増えるかと思います。それにもかかわらず逆

に伸び率がそこまでいってないというのは十分効果が出ているんではな

いかと思います。 

 

吉永美子委員長 では２２ページ、資本的収入及び支出。 

 

大井淳一朗委員 このたびＤＭＡＴ車両購入等ということで石油貯蔵施設立地

対策等補助金が使われていますが、今後、定期的に備蓄交付金を使うん
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ですかね。ほかにも使い道があるのでその方針等についてお伺いします。 

 

堀川病院局事務部長 これにつきましては、企画、財政そして担当の商工労働

課と協議する中で私どもも財源がないかと昨年協議してこの車両そして

車庫、倉庫を石油対策貯蔵施設立地等交付金事業で対応できました。当

面は考えていませんし、多分、病院関係ではＤＭＡＴの車両等に係るも

のが該当する、これは例えば、市内のコンビナート施設に何か事故があ

ったときのための防災道路や車両という位置付けで昨年度補助の対象に

なったということですので、現在それ以外のことはないんではないかな

と思っています。 

 

大井淳一朗委員 誤解のないように言っておきますが、別にこの補助金を活用

するなということではなくて、必要なものはしっかりとやっていって、

ほかの部局も必要なものがあるでしょうからその辺の協議の中でやって

いただければと思います。 

 

吉永美子委員長 それでは、２３、２４ページ固定資産明細書。次の企業債明

細書。 

 

大井淳一朗委員 この中で、平成５５年に、平成じゃもうないですけれども償

還が終わるということで、これがまだ償還が始まっていない分があるん

ですが、これは３２年から始まる分だと思うんですが、その点確認した

いと思います。それから、それが始まると償還額は大体どれぐらい病院

局からは支出が増えてくるんでしょうか。平成５４年に終わるやつも含

めてですね。 

 

和氣病院局総務課長 平成２７年８月２０日発行の２６億４，８６０万円につ

きましては、償還年数が２９年で据置きが５年となっているものです。

ですから、本来２６年度の分で全体完成しませんでしたので２７年８月

の借入れとなっていますが、平成３２年からの元金の償還が始まってま

いります。ですから２５年の償還になりますので、１年当たり１億６００

万弱の元金を償還することになります。 

 

大井淳一朗委員 その分だけかと思ったんですが、上を見ると２５年３月２５

日付けと２６年３月２５日付けの分があるんですが、これについては内
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容と償還額を分かる範囲でお答えください。 

 

和氣病院局総務課長 平成２６年の借入れにつきましては、９億２，４７０万

円。これは病院の建物の出来高部分に係るものです。参考までに平成２５

年３月２５日の１億２，４９０万、これも当時の建物の出来高部分に応

じた借入れです。平成２６年３月２５日の４，６３０万円につきまして

は医療機器になります。同じ年度の株式会社山口銀行からの平成２６年

３月２８日の２，３６０万につきましては医療機器ということで、この

年度につきましては、財政融資資金と縁故資金の両方を利用しています。 

 

藤本病院局総務課課長補佐 先ほど大井委員から質問がありましたが、先ほど

課長も申しましたのは全て償還が始まりますと大体合計で計算上年間１

億５，０００万円ぐらいの元金償還額の増になります。 

 

大井淳一朗委員 それは全部病院が払うのか、一般会計が一部みるような記憶

があったんですがその点を確認したいと思います。 

 

藤本病院局総務課課長補佐 企業債の償還につきましては、償還年度に一般会

計から２分の１、半分ほど繰出金としていただくようになっています。

基準内繰り出しということで。 

 

吉永美子委員長 ほかによろしいですか。そしたら、歳入歳出全般についてな

んですが、監査委員からの意見書があると思うんでけど、この点は委員

の皆さんかなり見ているんではないかと思うんですけれども、この監査

委員から頂いている意見で病院局としてはどのように捉えているのかを

委員長としては聞いておきたいと思っていまして、特に一番最後のとこ

ろは経営形態の抜本的な見直しを視野に入れた検討、研究を行う余地は

十分にあるものと思慮するという結びとなっているわけですが、監査委

員から頂いた意見についてどのように考え、また今後実行していかれよ

うとされているのかお聞きしたいと思います。 

 

矢賀病院事業管理者 具体的には、現在のところまだ考えていません。という

のは、病院の存続ができるかどうかというところが最も大きな問題であ

りまして、独法化した場合に今の形態と比べてどういうメリットがあっ

てどういうデメリットがあるかということが整理されていません。市民
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病院の存続をするということがまず大事ですからそれを踏まえて具体的

に考えていきたいと思います。一般的には、やっぱり経営基盤の弱いと

ころは独法化すると危ないと言われています。県立病院とか大きな規模

の病院で比較的医者を確保しやすいとか、職員も集まりやすいとか、患

者も集まりやすいというようなところは独法化してもやっていきやすい

というのが一般論のような気がします。しかし、御指摘いただいていま

すので、何らかの機会を設けて考えていきます。独法化した場合は、職

員が集まりやすいかとかそういう経営のノウハウを持っている職員がい

るかとか、そういうことが問われてきますのでまだそこまではちょっと

自信がありません。 

 

大井淳一朗委員 監査委員の指摘を受けて、今管理者もそ上に乗せた上でメリ

ットとかデメリットを考えてやられるということで分かりました。独法

化になっても市が全然持ち出しがなくなるのかというとそうではないと

いうこともありますので、その辺も議論にしていただければと思います。

私がここで、もう一つ気になったのは、県の地域医療構想で救急病床が

減っていくということですが、７００床以上少ない指標が示されており、

これについても市民病院が直面する課題であるということなんですが、

実際に市民病院は今後２１５を維持していくのかあるいは病床数を減ら

しつつ、病棟を回復リハとかそういったものに切り替えていくのか、こ

れについては現時点ではどのように考えているでしょうか。 

 

矢賀病院事業管理者 今時点では、急性期病床をそのまま維持していくという

考えです。理由は、市の一般財源から繰入れをいただいているわけです

けども病院の業績としては自治体病院としては患者数含めてまずまず維

持できているからです。今後、建築費の償還がだんだん減ってくるとい

うことで患者数を今のまま維持できれば何とかやっていけるんじゃない

かと考えています。ところが、これは国の政策で動かされるわけですか

ら、状況が今後変化してくる可能性はあると思うんです。地域でも調整

会議が開かれていますので、注意しながら見守っていって、柔軟に対応

していきたいと考えています。現時点で回復期リハとかそういう病棟を

導入するとなると病院の構造を一気に変えなくてはいけませんので非常

にリスクも伴います。厚労省が旗振りしているわけですけれども、病床

の変更に関しては県内の動きとしては、非常に鈍いです。医療法人とい

えどもそこに投資しているわけですから、一気にその形態を変えなさい
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と言われてもなかなか難しいところがあります。病院もハード面があり

ますから、急には変えられないということがあります。やれる間は急性

期のままでやっていこうと。外圧がどんどん掛かってきたら早めにちょ

っと検討しないといけない場面が来るかもしれません。以上が私の考え

です。 

 

吉永美子委員長 今患者数の確保と言われて、それも当然ながらそのためには

医師数の確保って大事ですよね。２９年度の最初の当初予算の審議のと

きには、正規の医師数が２２人という答弁をもらっているようでありま

して、今２５人ということですごく努力をしてこられたことを私は高く

評価したいと思うんです。今後嘱託も入れてですけれども、３０人まで

目指していくというところは目標として当然掲げていると思うんですが、

その辺につきましては今後も最大努力をして頑張っていただけるという

ことでよろしいですね。 

 

矢賀病院事業管理者 そのつもりです。 

 

吉永美子委員長 是非お願いします。 

 

大井淳一朗委員 今、管理者のお考えは分かりました。それで、その一方で今、

救急の受入体制は、これは新病院だけじゃないですけど抱えている問題

で救急車のたらい回しということで興産中央病院とかにもっていくこと

が多い、市民病院がなかなか受け入れてくれないといったことも時々聞

きます。そういった救急の受入れに向けて医師の確保もそうなんですけ

ども先ほど少し述べたように、急を要する脳疾患とかそういった場合に

はお任せしたり、こちらで対応できるものはしたりというか役割分担と

いうのが必要だと思います。興産中央病院だけではなくて労災病院とか

との役割分担も必要だと思うんですが、そうした病病連携とか考えてい

るとは思うんですが、その救急の受入れに向けて、今管理者としてどの

ように対応していくのかについてお答えください。 

 

矢賀病院事業管理者 救急は、これが一番医療の中では大事な部分だろうと思

っています。病院の形態によって、引き受けられる患者と引き受けられ

ない患者がいます。救急隊もその辺はよくマニュアルができていまして、

こういう疾患の第１選択はここの病院というその一覧表を持っています。
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うちに来た分についてはできるだけ引き受けられるようにしていますけ

ども、疾患によっては引き受けられないということもあります。また二

次輪番制というのがありますが、美祢市立病院が例えば輪番日になって

いたらこの辺の人でも美祢まで無理やり行かせるかといったらそれはち

ょっとどうかと。規則上はそうなっていてもそれは難しいということも

あります。この辺の人で私の患者さんでもこの間一人、山口宇部医療セ

ンターに送った人がいます。疾患によってはほかの病院に転院していた

だいたほうがその患者にとってはいいだろうと思いまして、患者ごとに

対応しているというのが現状かと思います。あと大学病院でがんの治療

でやることがなくなったから市民病院に引き受けてくださいというよう

な患者はもちろん引き受けていますし、脳疾患でもリハビリが必要にな

った状態で、市民病院に取ってくださいと言ったら頭の病気だからとい

って取らないことはないということでやっているわけです。これどこの

病院でもそうですけれども、例えば救急車が３台続けてきたら診られな

いというようなこともあります。引き受けられないケースというのは、

その理由に目を通しながら個々に対処していこうと考えています。 

 

山田伸幸副委員長 やはり何より今市民病院に求められているのは、経営の安

定化だと思うんですね。そういった状況のときであっても、今回のこの

決算では３億５，０００万円の一時借入金がないと資金繰りができなか

ったという状況があるわけですね。そういったことをしていたら今度は

一般会計のほうが決して余裕があるわけではないです。本当数万円の予

算でも部局ごとに見ていくと、やはり非常に厳しいやりくりをしながら

何とか回しているという状況の中で、３億５，０００万円も何か右から

左にいったようで病院は特別扱いをされているのかなということも思っ

てしまうんですけど、やはり今後、診療報酬の削減ということが、もう

すぐ目の前に迫ってきているわけですね。そういった状況の中で、今後

どのようにして経営改善を図っていくのか、そういう今まで以上に経営

管理というのをしっかりしていかないと先ほどの話ではないですけれど、

独立行政法人という話にも至らないと思うわけですね。ですから、そう

いった一般会計に頼らない病院づくりについてどのような考えをお持ち

なのかお答えいただきたいと思います。 

 

堀川病院局事務部長 今回、３月に３億５，０００円頂きまして、その時点で

の一時借入金４億円、当初は３億円ほど返して１億円残すということで
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説明させていただきました。残り５，０００万円を現金資金ということ

でやったんですが、資金繰りの関係でも今回、全て一時借入金を返済し

ました。場合によっては本年度また一時借入れが１億円になるかもしれ

ませんが、そうならないようにそのときもたしか決算のときには少しで

も頑張ってやっていきますというお約束したかと思います。そういう中

で日々の積み重ねで私ども事務方は当然経費節減をやっていますし、や

はり医療の質を下げないように、経費についても職員全員がその意識を

持ってやっていくということを考えています。私どもは決して、赤字に

なったら市からもらえばいいやというような思いは全くなく、日々、頑

張っているつもりです。これは今後もこれを続けていきたいと思ってい

ます。 

 

吉永美子委員長 ほかにはよろしいですか。では、これで質疑を閉じたいと思

います。討論はありますか。（「なし」と呼ぶ者あり）討論なしと認め

ます。 

 

（松尾数則委員退室） 

 

吉永美子委員長 それでは、採決に入ります。議案第６７号平成２９年度山陽

小野田市病院事業決算認定について賛成の委員の挙手をお願いします。 

 

（賛成者挙手） 

 

吉永美子委員長 賛成多数で議案第６７号は認定すべきものと決しました。 

 

（松尾数則委員入室） 

 

吉永美子委員長 それでは、次に、議案第８０号山陽小野田市病院局企業職員

の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て審査をします。執行部の御説明をお願いします。 

 

和氣病院局総務課長 それでは、議案第８０号山陽小野田市病院局企業職員の

給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について

説明します。今回の改正の内容は、市の条例と同様に、地方公共団体の

一般職の任期付職員の採用に関する法律に基づき任用される職員等に関
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する規定を設けるものです。改正の理由は、任用の形態を拡充すること

で、医療職、特に医師の確保を図ろうとするものです。他の医療機関に

おいては、短時間の正規雇用を取り入れているところも多く、山陽小野

田市民病院においても導入が必要であると判断しました。現在、短時間

勤務の任用については再任用職員のみですが、改正後は任期付職員及び

育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員も対象となります。条例において

は、これらの短時間勤務の職員に関する適用除外の規定を設けることと

なります。このほか必要となる規定につきましては、病院局企業職員就

業規程及び病院局企業職員の給与に関する規程において整備することと

なります。それでは、御審議のほどよろしくお願いします。 

 

吉永美子委員長 執行部からの御説明が終わりましたので、委員の皆様の質疑

を受けたいと思います。御質疑はありますか。 

 

大井淳一朗委員 この改正によって任期付職員を登用することができるという

意味ですよね。 

 

和氣病院局総務課長 これまでは任期付職員についての規定がなかったもので

すから、実際任期付職員の雇用は当然なかったわけですが、今後につき

ましては、任期付職員の採用も可能になるということになります。 

 

大井淳一朗委員 説明もあったかと思うんですが、具体的に任期付職員が想定

しているのはどういった職種でしょうか。 

 

和氣病院局総務課長 まず第一に想定しているのは医師です。実は先日ですが、

女性医師キャリア支援ネットＩＮ山口というホームページがありまして、

中に掲載する情報についての照会がありました。この中で、よその病院

もいろいろ載っているわけですが、公的病院におきまして多くの病院で

短時間の正規雇用というのが載っています。これまで私どものところで

はそれがありませんで、医師の確保に向けてこういった整備をすること

が必要であると判断したところです。ですから、まずはやはり医師の確

保というところを主眼としています。 

 

大井淳一朗委員 医師以外は考えていないんですか。 
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和氣病院局総務課長 全く考えていないというわけではありませんが、まずは

医師の確保というところで考えています。 

 

吉永美子委員長 ほかによろしいですか。それでは質疑を閉じたいと思います。

討論のある方はいますか。（「なし」と呼ぶ者あり）討論なしと認めま

す。それでは、採決に入りたいと思います。議案第８０号山陽小野田市

病院局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条

例の制定について、賛成の委員の挙手をお願いします。 

 

（賛成者挙手） 

 

吉永美子委員長 全員賛成。議案第８０号は可決すべきものと決しました。お

疲れ様でした。それでは、職員入替えのため、３時１０分まで休憩しま

す。 

 

午後３時３分 休憩 

 

午後３時１０分 再開 

 

吉永美子委員長 それでは休憩を閉じまして、民生福祉常任委員会を再開しま

す。議案第６１号平成２９年度山陽小野田市介護保険特別会計歳入歳出

決算認定について審査をします。執行部からの御説明をお願いします。 

 

兼本福祉部次長 議案第６１号平成２９年度山陽小野田市介護保険特別会計歳

入歳出決算認定について説明します。介護保険事業は、介護保険事業計

画に基づき事業を進めています。計画は、現状に沿った計画となるよう

に３年ごとに見直しを行い、保険料などの改定を行っています。平成

２９年度決算は、第６期事業計画の３年目に当たりました。保険給付費

の予算につきましては、要介護認定者の増加によるサービス利用の増加

等を勘案して給付費を算定しています。また、地域支援事業による介護

予防や、要支援者を対象にした予防給付を予算に組み入れています。そ

れでは、決算については、決算書の決算事項別明細書に沿って、決算の

概要と前年度決算と大きく異なる費目を中心に説明させていただき、続

けて、１款から３款の事業の内容について、資料として配布されていま

す、「決算に係る主要な施策の成果その他予算の執行等の実績報告書」
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に沿って説明します。 

歳出から説明します。決算書の３５８、３５９ページをお開きくださ

い。１款総務費からです。１款１項１目一般管理費の２節から７節は、

介護保険係の職員の給料や職員手当等の人件費等です。職員７名、任期

付職員５名、臨時職員３名です。１３節委託料のシステム開発委託料

３２４万円は、介護保険制度改正に伴うシステム改修委託料です。２項

１目賦課徴収費は、第１号被保険者の保険料の賦課徴収に必要な納付書

や督促状の印刷代や郵送料です。３項１目認定審査会費、１節報酬８３４

万４，６２６円は介護認定審査会の審査員報酬で、委員数は４５名で、

８合議体で運営しています。３６０、３６１ページをお開きください。

３項２目認定調査等費は介護認定調査に係る経費で主治医意見書の作成

手数料や介護認定調査委託料です。 

２款保険給付費に移ります。保険給付費は、総額５６億２，２２８万

３，７３８円で本特別会計の歳出総予算の９２％となります。昨年度と

比較して、約２．３％の増となっています。１項介護サービス諸費は、

要介護１から要介護５と認定された方が利用する保険給付費です。認定

者数は前年の２，９２９人から２，９３２人と横ばい状況です。サービ

ス別では、居宅介護サービス費が、前年度に比べて３．２％増で、１８

億５，７４２万１，２５６円となりました。次に、施設介護サービス給

付費と居宅介護住宅改修助成費は、前年度とほぼ同額です。地域密着型

介護サービス給付費は９．５％増で、１３億４，１７４万２，５７２円

となりました。増額の理由は、通所介護、定期巡回訪問介護、認知症対

応型共同生活介護給付費の増加によるものです。２項介護予防サービス

等諸費は要支援１、２の認定を受けた方が受けるサービスに対する保険給

付費です。その中で介護予防サービス給付費は、前年に比べ、５，２２４

万５，１６３円減額となり、１億５，０７３万５，９１３円となりまし

た。減額の理由は、平成２９年度から総合事業が開始され、居宅介護と

通所介護が地域支援事業に移行したためです。３６２、３６３ページを

お開きください。４項高額介護サービス給付費は利用者負担額が一定の

限度額を超えた場合に支給される給付費です。前年度に比べ２％増で、

１億１，３４４万２，２６４円となりました。５項高額医療合算介護サ

ービス給付費は、医療費と介護給付費の自己負担額を合算した額が、一

定の限度額を超えた場合に、介護給付の割合に応じて支給されるもので

す。前年度とほぼ同額程度で１，７６４万１，５４２円となりました。

６項特定入所者介護サービス等費は、低所得者に対する介護保険３施設



 

76 

 

及び短期入所における食事、居住費の補足給付費で、前年度に比べ９．３

％の減で１億７，１３５万４，９６５円となりました。 

３款地域支援事業費に移ります。１項介護予防・生活支援サービス事

業費は、基本チェックリストに該当された方と要支援１、２の方が利用

する新しい介護予防・日常生活支援総合事業に係る費用です。１目介護

予防・生活支援サービス費の２節から７節は、高齢福祉係の職員の給料

や職員手当等の人件費です。職員２名と臨時職員１名分です。３６４、

３６５ページをお開きください。１３節委託料のうち、主なものは、生

活支援サービス委託料は、総合事業の配食サービス委託料、介護予防ケ

アマネジメント委託料は、総合事業を利用する場合のケアプランの作成

委託料、通所型サービス委託料は、いきいきデイサービス委託料です。

１９節のうち主なものは、総合事業の訪問型サービス負担金、通所型サ

ービス負担金です。２項１目一般介護予防事業費は、介護認定に関係な

く誰でも参加でき、介護予防を目的とした事業です。１３節委託料のう

ち、生きがいと健康づくり推進事業委託料は、老人クラブ連合会へ委託

し事業を行い、介護ボランティア支援活動事業委託料は、社会福祉協議

会へ委託しました。介護予防型デイサービス事業委託料は、基本チェッ

クリストに該当しない方を対象としたデイサービスです。軽度認知障害

把握業務委託料は、ＭＣＩと呼ばれる軽度認知障害を早期に発見するた

めの頭の健康チェックの委託料です。３６６、３６７ページをお開きく

ださい。３項包括的支援事業・任意事業費は、１目任意事業費の２節か

ら４節は高齢福祉係の職員の給料や職員手当等の人件費です。職員１名

分です。１３節委託料のうち、主なものは、家族介護支援事業委託料と

日常生活支援型の配食サービス委託料、安心ナースホンの委託料です。

２０節扶助費は、紙おむつ助成と成年後見人報酬助成費です。３６８、

３６９ページをお開きください。２目包括的支援事業費は、地域包括支

援センターの運営、在宅医療・介護連携、認知症施策の推進、生活支援

サービスの体制整備を行うもので、２節から７節は地域包括支援センタ

ーの職員の給料や職員手当等の人件費です。職員９名、任期付き４名、

臨時１名分です。１３節委託料のうち、主なものは、介護予防支援業務

委託料は、総合事業に移行しない要支援１、２の方の福祉用具貸与や訪

問看護、ショートステイ等のケアプラン作成委託料です。在宅医療・介

護連携相談窓口は、小野田医師会に委託し実施しました。高齢者実態把

握委託料は、地域包括サブセンターに委託しました。１８節備品購入費

は、包括支援センターのパソコン２台分です。３７０、３７１ページを
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お開きください。１９節負担金、補助及び交付金のうち、地域包括サブ

センター負担金２，１０８万３，３３３円は、住民に身近な地域で支援

を必要とする高齢者やその家族に対し、総合的な相談に応じるために、

市内５か所にサブセンターを設置している運営負担金です。４項その他

諸費、１目審査手数料は、総合事業に係るレセプト審査手数料です。 

４款基金積立金は、介護給付費準備基金への積立金で１億２，１００

万５，８６８円となりました。これにより、基金の残高は、３０９ペー

ジをお開きください。中段少し下の介護給付費準備基金、５億３２１万

８，７４６円です。３７０ページにお戻りください。 

５款諸支出金は、第１号被保険者の保険料の過誤納還付金及び償還金

です。償還金は介護給付、地域支援に係る国、県、支払基金の前年度交

付金の精算になります。 

６款予備費について支出はありませんでした。 

続いて、歳入を御説明します。３４８、３４９ページをお開きくださ

い。１款介護保険料は、６５歳以上の第１号被保険者の保険料です。収

納率は現年度分が特別徴収と普通徴収を合わせて、前年度の９９．０５％

から９９．２４％に、過年度分が２３．１６％から２３．５７％となり

ました。３款国庫支出金、１項国庫負担金は、介護サービス給付費の国

の負担金で、負担割合は施設介護サービスが１５％、在宅介護サービス

が２０％です。現年度分については１１億９３９万４，６１２円となり

ました。２項国庫補助金の１目調整交付金は第１号被保険者のうち７５

歳以上である者の割合及び所得段階別被保険者割合の全国平均との格差

により生ずる保険料基準額の格差調整のために交付されるもので、負担

割合は５．５０％（後日「５．６４％」に訂正）となり、３億６３１万

４，０００円となっています。２目地域支援事業交付金（介護予防・日

常生活支援総合事業）は、２，１５６万６，２００円となりました。

３５０、３５１ページをお開きください。３目地域支援事業交付金（そ

の他の地域支援事業）３，６９８万５，６４９円となりました。４目介

護保険事業費国庫補助金９８万円は、システム改修費に係る国庫補助金

です。４款支払基金交付金、１項１目介護給付費交付金は介護サービス

給付費の第２号被保険者の保険料に当たる部分です。負担割合は２８％

で、１６億７８０万７，８８１円となっています。５款県支出金、１項

１目介護給付費県負担金は介護サービス給付費の県の負担金で、負担割

合は施設介護サービスが１７．５％、在宅介護サービスが１２．５％で、

８億１，６８７万９，０００円となりました。２項１目地域支援事業交
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付金（介護予防・日常生活支援総合事業）は、１，３４７万８，８７５

円となりました。２項２目地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）

は、１，８４９万２，８２４円となりました。３５２、３５３ページを

お開きください。７款繰入金、１項１目介護給付費繰入金は介護サービ

ス給付費の市の負担金です。負担割合は介護サービス給付費の１２．５％

です。２目地域支援事業費繰入金は地域支援事業の市負担分で、介護予

防事業が１２．５％、包括的支援事業、任意事業が１９．５％です。３

目その他一般会計繰入金は国の補助対象とならない事務費と地域支援事

業の交付対象以外の人件費の繰入れとなります。４目低所得者保険料軽

減繰入金は、第１号被保険者の介護保険料について、給付費の５割の公

費負担とは別枠で公費を投入し、低所得の高齢者の保険料の軽減を強化

するものです。具体的には、保険料の段階区分のうち、第１段階に属す

る高齢者に対し、基準額に対する率を０．５から０．４５に引き下げる

ものです。２項１目介護給付費準備基金繰入金は計画に基づき基金を取

り崩すものです。３５４、３５５ページをお開きください。９款諸収入

は、３項２目雑入の新予防給付居宅介護支援費は地域包括支援センター

で作成する介護予防プランの介護報酬です。決算書事項別明細書に沿っ

た説明は以上ですが、次に実績報告書に基づいて、事業の内容について

説明をします。 

 

河田高齢福祉課課長補佐 これまで決算書の事項別明細書に沿って御説明しま

したが、決算書だけでは事業の内容が把握しづらいところがありますの

で、ここからは少々お時間を頂きまして、実績報告書に沿って平成２９

年度に実施した介護保険事業の概要を御説明させていただきます。決算

に係る実績報告書の４１ページをお開きください。まず、１款の総務費

関係では、介護認定審査会を１０３回開催し、３，７４５人を認定しま

した。認定者の内訳としまして、まず、予防給付の対象となる要支援の

認定者数は８１３人でしたが、前年度の９４６人と比較して１３３人の

減となっています。これは、平成２９年度からの介護予防・日常生活支

援総合事業、いわゆる総合事業の開始に伴い、介護認定を受けることな

く、基本チェックリストにより要介護状態となるおそれについて２５項

目を確認することで、その結果によって介護予防・生活支援サービス事

業を受けることができるようになったことに伴うものです。この総合事

業の対象者につきましては、後ほど御説明します地域支援事業費の中で

出てまいりますが、認定数は２８２人となっています。また、介護給
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付の対象となる要介護の認定者数は２，９３２人でしたが、前年度の

２，９２９人と比較して、３人の増と横ばいになっており、これまでの

介護予防に向けた取組による成果であると認識しています。 

続きまして、２款の保険給付費関係は、介護保険法に基づく各種サー

ビスの給付に要する費用を支出したものです。１項の介護サービス諸費

は、要介護認定を受けられた方が利用されたサービスの給付に要する費

用ですが、高齢者人口の増加に伴い、全体的に回数、人数、金額とも増

加傾向にあり、金額ベースで前年比約４％の増となっています。１枚め

くっていただきまして、４２ページの下側、２項の介護予防サービス等

諸費は、要支援認定を受けられた方が利用されたサービスの給付に要す

る費用ですが、平成２９年度からの総合事業開始に伴い、総合事業へ移

行することとなった介護予防訪問介護（ホームヘルプ）が金額ベースで

前年比約５６％の減、介護予防通所介護（デイサービス）では前年比約

４５．３％の減となりました。また、右側、４３ページの４、介護予防

サービス計画給付につきましても、総合事業への移行に伴い前年比約

２４％の減となりました。そのほかの予防給付では、介護給付と同様に、

全体的に増加傾向にあります。３項その他諸費の１目審査手数料は、各

事業者から提出される介護給付費請求書等（レセプト）の審査及び支払

を、国保連に委託して実施していることに伴う手数料で、単価は１件当

たり８２円となっています。給付の増加に伴い介護給付に係るものは増

加傾向にありますが、こちらも総合事業への移行に伴い、金額ベースで

前年比約１３％の減となりました。４項の高額介護サービス等諸費は、

介護サービスに係る利用者負担額が高額になったときに負担を軽減する

ために支給するもので、前年比１３３件、約１．２％の増となりました。

５項の高額医療合算介護サービス等諸費は、介護保険と公的医療保険（健

康保険）の自己負担額が高額となったときに負担を軽減するために支給

するもので、前年比３３件、約４．８％の減となりました。なお、いず

れも所得に応じて基準額が定められています。６項の特定入所者介護サ

ービス等費は、指定を受けた介護保険施設（特別養護老人ホーム、老人

保健施設、介護療養型医療施設）において、介護、日常生活上の世話や

機能訓練、療養上の世話を受けたときに支給するもので、要介護の方を

対象とした１目の特定入所者介護サービス等費は、前年比２６件、約

９．３％の増となり、１枚めくっていただきまして、４４ページの要支

援の方を対象とした２目特定入所者介護予防サービス等費は、前年比１２

件、９２．４％の増となりました。続きまして、３款の地域支援事業費
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関係ですが、総合事業の開始により平成２９年度から予算費目の構成が

一部変更になりました。まず、１項の介護予防・生活支援サービス事業

費では、先ほど総務費で総合事業への移行に伴い、要支援者の認定者数

が減少したことを御説明しましたが、こちらの総合事業対象者として

２８２人を認定しています。（２）訪問型サービスについて、予防給付

型は従来の介護予防訪問介護の基準を基本とし、ホームヘルパーによる

身体介護や生活援助を指定事業者が提供するもので、延べ７２９件の利

用がありました。生活維持型Ⅰは、予防給付型よりも緩和した基準に基

づき、生活援助を指定事業者が実施するもので、延べ１３０件の利用が

ありました。（３）通所型サービスについて、予防給付型は従来の介護

予防訪問介護の基準を基本とし、生活援助を指定事業者が提供するもの

で、延べ１，１４９件の利用がありました。生活維持型・短時間型は、

予防給付型よりも緩和した基準に基づき、生活援助を指定事業者が実施

するもので、延べ５３０件の利用がありました。いきいき型は、従来高

齢福祉サービスとして、閉じこもり予防や自立支援を目的に社会福祉協

議会などに委託して実施していた「いきいきデイサービス」を、総合

事業の開始に伴い１年間の経過措置として提供したサービスで、延べ

３，８１８件の利用がありました。（４）介護予防ケアマネジメントは、

総合事業の利用に当たり介護予防及び日常生活支援を目的として、介護

予防サービス計画（ケアプラン）の作成を行うもので、延べ１，９２２

件の利用がありました。（５）生活支援サービス事業は、高齢者の栄養

改善を目的としたもので、延べ５，３２３件の利用がありました。次に、

２項の一般介護予防事業費では、機能回復訓練などの高齢者本人へのア

プローチだけでなく、地域づくりなどの高齢者本人を取り巻く環境への

アプローチを含めるように国による介護予防事業の見直しが行われる中

で、年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく、住民運営の通い

の場を充実させ、人と人とのつながりを通じて、参加者や通いの場が継

続的に拡大していくような地域づくりを推進するとともに、リハビリテ

ーション専門職の関与を進めていくことで介護予防に取り組む一般介護

予防事業を実施しました。この内容としましては、（１）心身の健康保

持・増進に関する啓発を行う介護予防等の講座、（２）筋力低下の防止

に向け老後のための筋肉貯蓄運動、（３）筋力や体力の増加に加えて、

地域のきずなづくりにもつながる「いきいき百歳体操」を地域の皆さん

が主体となって実施していただく住民通いの場の支援、（４）介護予防

応援隊養成講座については、身近な人に介護予防の必要性と方法を広め
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ていただくことを目的とした初級研修を４回開催したほか、市が実施す

る介護予防事業などをサポートしていただける応援隊員の育成を目的と

した中級研修を２回開催し、新たに２２人の方に応援隊に登録していた

だくことができました。さらに、（５）既に応援隊に登録していただい

ている方を対象としてレベルアップ研修も開催しています。また、（６）

先の住民運営通いの場において、効果的な介護予防を推進するため、理

学療法士などのリハビリ専門職を派遣し、技術的な援助を行うリハビリ

専門職等の派遣事業、（７）ＭＣＩ、軽度認知障害を早期に発見するこ

とを目的としたあたまの健康チェックと、その事後フォローとして認知

症を予防する（８）あたまの若返り教室を開催しました。（９）基本チ

ェックリストの実施については、要介護状態となるおそれについて日常

生活、運動器関係、栄養・口腔機能等の関係、心の状態に関する２５の

項目を確認し、その結果によって必要な予防サービスを判断するもので、

６１１人の方に実施しました。このほか、（１０）ボランティア活動に

参加していただき、御自身の介護予防について意識していただくことを

目的とした介護ボランティア活動事業、（１１）健康で生きがいを持っ

て生活していただけるよう、老人クラブ連合会に委託してグラウンドゴ

ルフなどのスポーツ大会を行っていただく生きがいと健康づくり推進事

業、（１２）自宅に閉じこもりがちにならないよう、いつまでも生きが

いや楽しみを持っていただくことを目的とした介護予防型デイサービス

事業を実施しました。次に、３項の包括的支援事業・任意事業費では、

地域の高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続して

いくことができるようにするため、介護保険事業の運営の安定化を図る

とともに、地域の実情に応じた必要な支援を行う任意事業を実施しまし

た。この内容としましては、（１）適切なサービスの提供と、介護給付

等に要する費用の適正化を図るため、ケアプランの点検を行うことなど

を目的とした、専門職で構成する介護給付適正化委員会の開催、（２）

介護者の交流を実施することで、家族の精神的、身体的な負担の軽減を

図る家族介護者支援事業、（３）日常生活の支援を目的とした配食サー

ビス、（４）低所得の在宅寝たきり高齢者等を対象とした紙おむつ支給

事業、（５）認知症高齢者の権利を保護するため、老人福祉法の規定に

基づき実施する成年後見市長申立て、（６）認知症に対する意識の普及

啓発を行い、受講者にオレンジリングを交付する認知症サポーター養成

講座については、１５回開催し、７９５人の方に受講していただきまし

た。（７）健康相談や急病などの場合に救急通報を行うため、独居高齢
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者の世帯に緊急通報システムを貸与する安心ナースホンについては、年

間実数が３４４台と、前年度の３１６台と比較して８．９％増加しまし

た。（８）認知症高齢者が行方不明になったときに、早期発見すること

ができる仕組みづくりを行うとともに、市民の意識の醸成を図ることを

目的とした見守りネットさんようおのだについては、平成２９年度から

市の防災メールシステムを活用することで登録者が５１０人と、前年度

の１９２人と比較して２６５．６％増加しました。このほか、（９）９

月の敬老月間に認知症普及啓発イベントを開催しています。続きまして、

２目の包括的支援事業費では、（１）地域包括支援センターの運営に係

るものなどで、高齢者の生活実態や保健福祉サービスに対するニーズ把

握を行う高齢者実態把握業務、（２）個別ケースを検討する地域ケア事

例検討部会、（３）自立支援に資するケアマネジメントの効果的な実施

を行うため、専門職などの関係者で構成する介護予防のための地域ケア

個別会議、（４）ケアマネジャーのサポートを目的としたケアマネジャ

ー連絡会、（５）地域包括支援センターの運営に関して協議していただ

くことなどを目的とする地域包括支援センター運営協議会を開催してい

ます。このほか、（６）地域包括支援センターは、指定介護予防支援事

業者として予防給付ケアプランの作成を行っており、その一部について

は指定居宅介護支援事業者に委託をしています。また、（７）市内に五

つのサブセンターを設置しており、それぞれの相談支援実績は右側４５

ページに記載していますが、本庁とサブセンターとを合わせて延べ１万

７，４７０件の対応を行いました。２、在宅医療・介護連携推進事業は、

医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で暮ら

していくことができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するために、

医療機関と介護事業所等の関係者の連携を推進することを目的とするも

のです。この取組として、（１）医師会に委託して相談窓口を設置して

いるほか、（２）関係者間の連携を図るため連携推進協議会及び作業部

会の開催、（３）研修会を実施しました。３、生活支援体制整備事業は、

地域のボランティアや様々な団体、民生委員などが連携して、日常生活

上の支援体制を充実するとともに、高齢者の社会参加の推進を図ること

を目的とするものです。この取組として、（１）地域における支え合い

を推進する生活支援コーディネーターと、生活支援などのサービスを提

供する様々な団体などが情報共有を図り、連携する場として支え合いの

地域づくり推進協議体について、市全体を区域とする第１層の協議体の

会議を２回開催しました。また、（２）今後の日常生活圏域を区域とす
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る第２層協議体の設置に向けて地域づくりを考えるワークショップを３

回開催しました。４、認知症総合支援事業は、保健・医療・福祉の様々

な分野の専門職が、初期の段階で認知症による症状の悪化防止のための

支援を行うほか、認知症の方やその疑いのある方に対して、総合的な支

援を行うことを目的とするものです。（１）認知症の人やその家族、地

域住民、専門職など誰もが参加することができ、認知症の人やその家族

の支援を行うとともに、地域住民へ啓発活動を行う場としての認知症カ

フェを委託して２か所設置したほか、（２）できる限り早い段階から支

援を行うことができるよう、認知症専門医、医療・介護の専門職がチー

ムとなって認知症の方やその御家族をサポートするための認知症初期集

中支援チームを１か所、地域包括支援センターに設置しており、（３）

センターに相談や支援を行う認知症地域支援推進員を２名配置していま

す。以上、平成２９年度に実施した介護保険事業の概要を御説明させて

いただきました。御審査のほどよろしくお願いします。 

 

吉永美子委員長 それでは、説明を受けましたので、そのことを念頭に入れな

がら決算書の質疑を行っていきたいと思います。まず、歳出から行いま

す。１款総務費。３５８、３５９ページ。１項から３項まで何かありま

すか。 

 

矢田松夫委員 認定審査会ですが、昨年と比較すると随分減ったような気がす

るんですが。 

 

篠原高齢福祉課主査 介護保険の認定審査会は２８年度１１８回で、２９年度

１０３回と回数は１５回減っています。その理由は総合事業が開始にな

り、介護認定の更新をしなくてもチェックリストに該当すれば、ヘルパ

ーやデイサービスの利用が可能になったことと、認定期間の延長により

更新申請が減少しています。更新申請は減少しているんですが新規申請

や区分変更申請については、心身の状況によって状態が異なるものなの

で、予測不能なところがありますが、一応更新は減っています。 

 

吉永美子委員長 次の３６０、３６１ページ、保険給付費。 

 

山田伸幸副委員長 先ほど説明された資料に基づきますと、認定調査委託件数

９７１件あるということですが、市と委託業者でいうと、持ち合い比率



 

84 

 

はどれぐらいになっていますか。 

 

篠原高齢福祉課主査 委託件数は、総数で３，０７９件ですけど、市職員が

２，２６６件、在宅の委託件数が７２７件、施設の委託件数が８６件に

なっています。 

 

恒松恵子委員 居宅介護福祉用具の購入助成費ですけれども、需要が高い福祉

用具はどんなもので、また公共的な立場から、それに対して必要として

いる方に情報提供は十分にされているんでしょうか。 

 

篠原高齢福祉課主査 購入の多いものはポータブルトイレやお風呂用の椅子が

多くなっています。周知は窓口で周知したり、広報を通じて周知したり、

ケアマネジャー連絡協議会でもその話はさせていただいています。 

 

山田伸幸副委員長 介護保険が始まる前ぐらいは非常にすっきりしていまして、

訪問介護、それから短期入所、それと施設でのデイサービス、これがい

わゆる在宅の３本柱と言われていたんですが、今は非常に幅が広がって

いて、分かりにくくなってきているんですが、全体的に今の高齢者の数

からして、この利用というのは、山陽小野田市は多いほうだと思ってい

ますか。 

 

篠原高齢福祉課主査 他市との比較は第７期の計画のときに、６期のものと比

較したんですが、他市と比べほぼ平均、真ん中ぐらいに位置していまし

た。 

 

吉永美子委員長 ３６２、３６３ページの地域支援事業費の上までです。 

 

山田伸幸副委員長 高額介護サービス給付費が増えていっているということな

んですが、これの利用人数というのは、先ほどの説明で言うとどこの部

分になるんでしょうか。 

 

河田高齢福祉課課長補佐 先ほどの資料で申しますと実績報告書では４３ペー

ジ、決算書になりますと３６２、３６３ページの上のところにあります

高額介護サービス等諸費の備考欄にあります高額介護サービス給付費の

ところです。人数につきましては、実人数の把握は請求の仕組み上、把
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握していませんが、レセプトの件数という形で報告させていただいてい

ます。実績報告書の４３ページ、１万１，６９６件ということで報告さ

せていただいています。 

 

吉永美子委員長 次の３款地域支援事業費の１項介護予防・生活支援サービス

事業費。次のページの半分までいきます。 

 

山田伸幸副委員長 ここでは基本チェックリストということが先ほど言われま

した。基本チェックリストを面談してそれを聴取するのは今どなたがさ

れていて、どういう資格を持っているのかをちょっとお答えください。 

 

荒川高齢福祉課主査 御質問の基本チェックリストですが、実施は地域包括支

援センターの職員及びサブセンターの職員、それから居宅介護支援事業

所のケアマネジャーが実施しています。資格につきまして、居宅介護支

援事業所についてはケアマネジャー、介護支援専門員の資格、地域包括

支援センターの職員につきましては介護支援専門員の資格を持たない保

健師、社会福祉士、作業療法士。作業療法士は今年度に入ってからです

が、地域包括支援センターの職員は介護支援専門員以外の資格を持って

いますが、いずれも専門職が実施しています。 

 

山田伸幸副委員長 この制度が始まるときに、この基本チェックリストによっ

て、はじかれてしまうということを非常に懸念していまして、私も一般

質問で取り上げた記憶があるんですが、基本チェックリストがサービス

の振り分けにつながっていくわけですよね。これによって、あなたは介

護保険のサービスを利用できます、あなたはできませんというような形

になっていくと思うんですけど、その点で窓口等で、家族の状況も含め

て判断に入れられているのかどうなのか、その点いかがでしょうか。 

 

荒川高齢福祉課主査 基本チェックリストの実施につきましてはもちろん対面

で行うわけですが、本人だけではなく、基本的には家族の方も同席いた

だくようには説明しています。その中で、日常生活の基本的な運動の機

能であったり、栄養や、あとは物忘れだったり、閉じこもりの項目が基

本チェックリストにはありますけれども、その中でその基本チェックリ

ストの項目を聞くだけではなくて、その項目に沿った生活の様子だった

り家族や本人の希望を聞く中で、適切なサービスにつなぐような取組を
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しています。サービスというのが介護保険サービスだけではなくて、先

ほど説明に少しありましたが住民運営通いの場、いきいき百歳体操など

も少しずつ地域で増えてきていますので、介護保険サービスだけに限ら

ずいろいろな社会資源を、その方に合った形で御提案させていただいて

いるところです。 

 

山田伸幸副委員長 問題は市というか、サービスの提供を決めていく、そうい

う立場でなくて、やはり、本人の立場が一番重要だと思っています。特

に本人は大丈夫と言っても、家族から見たら絶対サービスを受けたほう

がいいよという場合も数多くあるんですね。私の近所でもやはりそうい

った事例も多く見てきているんですが、その辺での配慮というか、やは

りきちんとこの人の生活全般を見て、こういうサービスが必要だという

判断ができているのかどうなのか、あるいはそれが不服で、介護サービ

スが受けられなくて不服で、異議申立て等がなかったかどうか、その点

いかがでしょうか。 

 

荒川高齢福祉課主査 おっしゃるとおり本人がいいとおっしゃっても家族の方

と意見が合わないということはもちろん、事例としてはあります。ただ、

その中でやはり総合事業もそうですけれども、サービスの基本理念は自

立支援です。その自立支援を考える中で、その方にこのサービスが本当

に適切かどうか、ほかにサービスがあるのか、今できていることを頑張

ってやっていただくように取り組むのがいいのか。その辺も全て総合的

に専門職として判断をする中で、もちろん家族の方の意向も聞いていま

す。もちろん私たちがやはりサービスを利用されたほうがいいのではな

いかなと思っても、なかなかサービスにつながらない方もいるのも、ま

たこれも事実です。そのような場合は家族の方や、サービスにつながら

ないということで地域の担当者が継続的に少し状況を把握するように努

める中で、タイミングを見計らってといいますか、いい時期にサービス

を勧めるというような働き掛けもしています。その中で家族や本人から、

それに対する苦情というか、異議の申立てというのは今のところは把握

はしていません。 

 

山田伸幸副委員長 家族なんかからすれば、訪問入浴等を受けさせてやりたい

と思っても、本人がそれを拒絶したりとか、いろいろな状況があると思

うんですね。どうしてもそういった清潔を保つ、あるいは、ほかのサー
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ビスも提供することによって、自立できるような方向に持っていきたい

というのは、家族も市も思っていても、なかなか本人とのマッチングが

うまくいかない場合というのが多いと思うんですね。そのためにお試し

でこういうことやってみたらどうかというのも様々やられていると思う

んですけど、やはり、そのためにはかなり懇切丁寧な指導が必要だと思

っていますが、現状そういった指導がきちんと丁寧に行われているかど

うか。担当課としてはどのように考えているでしょうか。 

 

荒川高齢福祉課主査 今、お話のありました訪問入浴は介護保険のサービスで

す。介護保険のサービスですと、例えば、地域包括支援センターの職員

ではなくて、民間の居宅介護支援事業所のケアマネジャーがケアプラン

を立てて、サービスを調整するということも十分考えられます。そのよ

うな中で、市内、近隣の地域のケアマネジャーの助言であるとか、資質

向上のための取組も地域包括支援センターの役割としては、当然あるわ

けですので、ケアマネジャーの資質向上のための研修であったり、先ほ

ど少し説明の中でありましたが、ケアマネジャーの連絡会というものを

月に１回ほど開催をしまして、その中で、市からの情報提供であったり、

事例を踏まえた情報提供だったり、助言であったりというようなことを

する中で、適切で自立支援に資するようなケアマネジメントが、どのケ

アマネジャーもできるように努めているところです。 

 

大井淳一朗委員 介護支援ボランティアですが、このボランティアの内容です

ね。施設の中での活動が主だったんですが、今後の方向性として、この

介護支援ボランティアの内容は、どのように展開していくんでしょうか。 

 

石井高齢福祉課主査 介護ボランティア事業について、今、施設の中でいろい

ろとお話し相手や、慰問のような形での活動が多いんですけれど、今後、

今年度も含めて、少し地域へということでの事例を増やしていく方向に

あります。実際には先ほど出ました応援隊の方を中心に地域で体力測定

の補助的な役割を担っていただいたりを試みています。 

 

大井淳一朗委員 ２９年度までだったかな、地域通貨を発行して、転換交付金

を超えた、５，０００円を超えたところでやっていたと思うんですが、

結局、地域通貨はもう発行しないという考えなのか。その点と、これか

ら転換交付金のみで対応していくのか、ポイントとかそういったことは
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考えていないのかをお答えください。 

 

石井高齢福祉課主査 地域通貨についてですが、地域通貨がなくなるというこ

とについて、これまで地域通貨の交付をされた方に、一人ずつ聞き取り

をしました。地域通貨がなくなって、転換交付金の現金ということに変

わることについての了解も個別に取りました。特にそれについて、それ

だったら嫌だというような意見はありませんでした。あとポイントにつ

いてですけれど、今もポイントを付与しての転換交付金ですので、ポイ

ントをその年に使い切らなかったら、翌年も持ち越せるというような制

度にしています。 

 

大井淳一朗委員 制度上難しい面はあるかもしれませんが、ポイントを将来自

分が介護を受けるときに使うサービスとしてということの展開は検討し

ないということでよろしいですか。 

 

石井高齢福祉課主査 現段階ではそのような具体的な検討はしていません。 

 

山田伸幸副委員長 そのことは後でやろうかと思っていたんですが、それより

先に介護予防・生活支援で、先ほど、簡単にいきいき型デイサービスに

ついては１年間と発言をされたと思うんですが、これはもうやらないと

いう話なんでしょうか。 

 

古谷高齢福祉課高齢福祉係長 いきいきデイサービスにつきましては、平成２９

年度をもって廃止ということで、３０年度から行っていません。２９年

度のときに１年間、いきいきデイサービスを利用される方に対して、総

合事業対象者９８人で、総合事業対象者でない方が４７名いまして、そ

の方々のその後の受け皿として、個別にその方々に当たりまして、結果、

総合事業対象者の方は介護の総合事業サービスへ移られた方が４１名、

住民運営通いの場に移られた方が２１名、その他趣味、サロン、公民館

等１７名、その他の方が１９名、申請中、入院、亡くなられた方などで

すね。一般介護予防事業につきましても、そのような形で、いきいきデ

イサービスがなくなった後の受け皿という形を取ることによって、これ

は廃止という形で行っています。 

 

山田伸幸副委員長 いきいきデイサービスに通っている方を知っていたんです
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けど、やはり非常に残念がっているんですよ。新しいサービスという形

なんですけど、少なくともいきいき型デイサービスの場合は人数も多い

し、支援員の中に専門的な知識を持っている方がいて、やはりそれを頼

りにされていたんですね。ところが地域の通いの場というのは、文字ど

おり自治会とか本当に近所でやられるのが多くて、今までと質も中身も

全く変わってきているんですね。ただその辺がきちんと準備されないま

ま、廃止をされたんではないかなと思っているんです。今言われた、そ

れぞれのサービスというのはいきいき型デイサービスを補完するもので

あると考えているんでしょうか。 

 

古谷高齢福祉課高齢福祉係長 確かにそのままのサービスを行うということは、

できていないかもしれないんですけど、少しでも、それに替わる形で補

完できるようにということで考えています。そのままイコールかと言わ

れますと、難しいところですけれども、その方々がどこにも行くところ

がないといったことがないような形にはなるようにと考えています。 

 

吉永美子委員長 一般介護予防の中で、１１節需要費の消耗品費と印刷製本費

が百歳体操の関係ですか。 

 

古谷高齢福祉課高齢福祉係長 消耗品費で百歳体操の重りとかにも使っていま

す。印刷製本は介護予防手帳の印刷製本になります。 

 

吉永美子委員長 百歳体操の関連で、当初３４か所と予算のときには説明があ

ったと私は認識しています。間違っていますか。今５１か所ということ

で、それが正しければ１７か所を増やしてということで、何が言いたい

かというと、やはり高齢者の方が歩いて行ける場所、これはやっぱり地

域コミュニティの大きな活力というか、力を付けていくという意味では

大変重要なところだと思うし、楽しんで通っている方もいますので、や

っぱり増やしていくということを前提にやっていると思うんですが、何

箇所までは増やしていきたいという目標を立てて、これは進めているん

でしたっけ。 

 

荒川高齢福祉課主査 今５１か所、２９年度の実績で市内には住民運営通いの

場がありますが、何箇所という箇所の目標というよりも、もちろん年間

１０か所程度増やしていきたいという目標は立ててやっていますが、場
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所によって参加人数がまちまちですので、どちらかというと、当初の目

的としては、もちろん箇所数も通える場というところで多いほうがいい

んですけれども、参加人数も６５歳以上の方の約１割、２，０００名ぐ

らいが参加できるようにというような目標も持っています。もちろん箇

所数も多いにこしたことはないと考えています。 

 

吉永美子委員長 是非増やしていただきたいと思うし、地域でやっぱり偏りが

出てきてしまいかねないですよね。そういう意味では頑張っていただき

たいと思っています。市内全域に広がるようにですね。それと併せて講

師謝礼というのが予算では挙がっていたのに、消えてしまっているんで

すけども、こういったことは講師を呼んで介護予防というところで、や

はり、これは国も介護予防に力を入れようということでやっているわけ

ですが、講師謝礼という、講師を呼んでということは、やらなければい

けない、そういうものに入っていないということです。できれば、やっ

ぱりきちんと毎年何かしらの形で、そういった、いわゆる極め人という

か、今風で言うと、そういう方を呼んで、やっぱり介護予防の必要性と

いうのをどんどん強めていくことが必要だと思うんですけど、講師謝礼

が消えている理由についてお聞かせください。 

 

荒川高齢福祉課主査 講師謝礼につきましては、リハビリテーション専門職の

謝礼は発生しなかったというところです。 

 

吉永美子委員長 意味が分からんかった。要は予算書では４９万２，０００円

という講師謝礼があったわけですが、それが消えているから。違います

かね。その点お聞きしたいということです。 

 

河田高齢福祉課課長補佐 講師謝礼につきましては、８節の報償費の中に含ま

れていまして、３３万３，５００円。８節の報償費の中に講師謝礼とい

うことで予算を組んでいましたので、２９年度の支出が３３万３，５００

円となっています。これの不用額が出ていますのが、リハビリの専門職

につきましては発生しなかったという御説明です。 

 

吉永美子委員長 講師はちゃんと呼んでやったということですね。 

 

河田高齢福祉課課長補佐 実施しています。 
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山田伸幸副委員長 介護ボランティア活動についてお聞きしたいんですが、私

も年に四、五回はデイサービス等に行って、出前の皆さんと一緒に歌を

歌うということをやって、非常に喜ばれているんですけど、それも介護

ボランティアの一環と考えていいですか。 

 

石井高齢福祉課主査 ありがとうございます。このボランティア制度は登録が

前提の活動になっています。もちろん自発的にされている方もいるかと

思いますが、ここに挙がっています実績等は、その制度の中での活動を

された方というところの実績になっています。 

 

大井淳一朗委員 山田委員の言われたような形で、介護ボランティアに参入は

できるんでしょうか、今の仕組みで。 

 

石井高齢福祉課主査 登録をお願いできたらなと思います。 

 

山田伸幸副委員長 以前は、介護ボランティアは施設だけが対象だと言ってい

たので、その点お聞きしたんですよ。私たちは別に施設じゃなくて、在

宅サービスのデイサービスみたいなところにも行っていますので、それ

も含めて介護ボランティアに当たるのかどうなのか、その辺いかがでし

ょうか。 

 

石井高齢福祉課主査 活動していただくのも事業所の登録が必要な仕組みにな

っています。また今後、地域に広げていく中でまたいろんなやり方があ

るかなと思いますので、またいろいろと検討してみようと思います。 

 

吉永美子委員長 ３項、包括的支援事業費の１目、２目まで。 

 

大井淳一朗委員 配食サービスが２９年度で廃止ということなんですが、廃止

後、どのような形で、結局、見守りも兼ねているので、こういった配食

サービスに代わるものを考えているのかについてお答えください。その

前に廃止に至った理由をまずお答えください。 

 

古谷高齢福祉課高齢福祉係長 配食サービス事業につきましては、配食サービ

スが始まった当時は、まだ市内に配食をする業者というのが少なかった
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と思われます。ここ最近では市内にもそういった配食をする業者という

のも増えまして、見守り等の機能を持っている配食サービスも、そして

値段的にも、以前うちが行っていたものと比べても、安価なところもあ

るということでしたので、２９年度をもって廃止としました。今後です

けれども、そのときに配食サービスをしていた方お一人お一人に、ケア

マネを通して、配食サービスをまず希望されるかどうか、今後も希望さ

れる場合は民間業者を御紹介させていただき、希望されない方は希望さ

れないという形で、配食のサービスをされていた方に対しては１件１件

フォローをするようにしました。 

 

大井淳一朗委員 聞き取りに際して、実際どのような意向でしたか、皆さん。

サービスを続けてほしいとか、いや、代わりのものがあるんならいいよ

と、感想みたいな、移行の実態についてお答えください。 

 

荒川高齢福祉課主査 配食サービスを御利用の方に関しましては、サブセンタ

ーの職員等が聞き取りをしています。そして、もちろん配食のサービス

を引き続き使いたいという方もいましたが、中にはいつも自分たちで作

るんではなくて、目新しいものがたまには欲しいからという理由で、週

に１回しか利用されてない方などもいましたので、その方については民

間であったり、あとは家族で準備をされたりというようなことで、対応

されるというような声もありました。 

 

山田伸幸副委員長 安心ナースホンのことなんですが、これ非常に喜ばれてい

ますし、離れている家族から無理やりにでも付けてくれというのもあり

ます。特に私の自治会では独居の方が非常に多くて、私がお話しすると

きは、民生委員とも相談をして、是非付けてくれというようなことも推

奨もしてきているんですけど、そういった独居の方へ案内というのは行

き渡っているんでしょうか。 

 

古谷高齢福祉課高齢福祉係長 安心ナースホンにつきましては、昨年度の高齢

者保健福祉実態調査から、ナースホンはこういったサービスがあります

ということと、希望されるかどうかということで、その項目を設けて周

知と希望を伺うようにしています。それは、独り暮らしの６５歳以上の

高齢者、二人暮らしの７５歳以上の高齢者の方には周知するように２９

年度からしています。 
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山田伸幸副委員長 特に最近でもないですけど、ずっとオレオレ詐欺じゃない

ですが、電話を使った詐欺事件というのが非常に多発していますよね。

うちの近所でも発生していますけど、そういったときに、すぐに相談で

きるというか、家族に電話できればいいんですけど、そういう状況でも

使えるんじゃないかなと思うんですよね、登録していればね。そういっ

た意味で、詐欺からお年寄りを守る上でも、重要なツールになってくる

んじゃないかなと思うんですけど、そのような認識をお持ちではないで

しょうか。 

 

古谷高齢福祉課高齢福祉係長 確かに安心相談ナースホンは２４時間、専門知

識を有するオペレーターに対して、ボタンを押せばつながるようになっ

ています。もともとの想定としましては、健康状態の変わったときとか

に押して、救急車若しくは協力員へつなぐというものであると思うんで

すが、今、委員が言われましたような形で、何か困ったときにというの

は、利用者からの相談ということも考えられるのかと思います。今まで

想定はしていませんけれど、健康面のイメージがちょっとありました。

月に１回お伺い電話ということで、センターから掛かるということがあ

るんですけれども、一人で悩まれるというよりも、専門のオペレーター

につながるという面では、有効であるかなと思います。 

 

山田伸幸副委員長 そういった相談が業務の中に入っているんでしょうか。 

 

古谷高齢福祉課高齢福祉係長 業務としては急に具合が悪くなったときなどに

連絡するというのが原則です。日頃からの健康相談を受けるとかはでき

ます。 

 

兼本福祉部次長 手元に契約書がありませんので、その項目が入っているかど

うかは分からないんですけれども、委員が言われたことはすごく大切だ

と思います。その業務内容の見直しですね。毎月報告書が回ってきて、

私たちは全部見るんですけれども、ほとんどが救急車の要請、例えばこ

けて起き上がれなくなって救急車を要請して病院に搬送したとか、ほと

んど身体的なものが多いですので、先ほど委員が言われましたことも含

めて、契約書も確認させていただきながら、今後についても考えていき

たいなと思います。 
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吉永美子委員長 当初２，９６６世帯の１５％ということで、４２５台を目指

して頑張ってこられて、２８年度よりは９％増ということで、これを増

やしたという部分では頑張られた結果だなと思っていますけども、やは

り、今言われました、本当に命に関わるところでもありますので、更な

る努力を要望しておきたいと思います。 

 

矢田松夫委員 メール配信の委託料なんですが、新しい事業だったと思うんで

すが、この目的と事業の効果、下の負担金も関連性があれば一緒にお答

えいただけますか。 

 

荒川高齢福祉課主査 このメール配信の業務の委託料につきましては、今まで

は、単独でメール配信を行っていたんですけれども、２９年度より市の

防災メールに見守りネットさんようおのだが加わることにより、そのメ

ールの初期費用ということで、事務の初期手続費用ということで、この

業務委託料の１３万１４０円が発生しています。その下のメール配信シ

ステム負担金というのが、また別個３万８，８８０円ありますが、これ

は、その後のランニングコストに当たる予算です。メール配信を始めて

からですけれども、２９年度に実際に山陽小野田市の方でメール配信を

した、これは行方不明の高齢者等のメール配信ということなんですけれ

ども、山陽小野田市内ではゼロ件でした。ただ、２９年度から山陽小野

田市だけではなくて、広域で連携をするということで、県も取組をして

いまして、山陽小野田市で言うと隣の市に当たる宇部市、下関市、美祢

市で行方不明の高齢者等が発生した場合に、翌日にまだ見付からない場

合は隣の市でもメール配信をするということで、１件隣の市のメール配

信をしたというところです。 

 

山田伸幸副委員長 メール配信ということだったんで、関連で、見守りネット

さんようおのだの登録者５１０人ということなんですが、実際に私のす

ぐ近所で行方不明で、そのまま山の中で亡くなっていたという実例が発

生しているんですけど。今この見守りネットさんようおのだが機能した

実例というのは発生していますか。 

 

荒川高齢福祉課主査 先ほど申し上げましたとおり、２９年度山陽小野田市の

行方不明高齢者の発信件数はゼロ件となっています。ただ、行方不明高
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齢者の発生自体がゼロなわけではなくて、あくまでもメール配信をした

件数がゼロということです。 

 

吉永美子委員長 ３６８、３６９ページはいいですか。次のその他諸費、４款

基金積立金、５款諸支出金、６款予備費まで。 

 

荒川高齢福祉課主査 先ほど住民運営通いの場、一般介護予防事業費で委員長

から質問がありました、今後、どのぐらい増やしていかれる予定ですか

というところで、人数のことをお答えしましたけれども、第７期で年間

の目標値がありまして、平成３７年度までに１２１か所、いきいき百歳

体操の設置を目標としているところです。申し訳ありません。 

 

吉永美子委員長 歳入です。３４８ページ、３４９ページ、１款から３款国庫

支出金まで。 

 

山田伸幸副委員長 やはりここで一番問題なのは介護保険料だと思います。ス

タートしたときには、旧山陽町２，５００円で、県内で一番安かったん

ですけど、今は平均で５，４００円ぐらいまでいったんですかね。今年

が初年度になるんですかね、変わった後の。現在の段階、何段階で平均

何ぼなのかをちょっと教えてください。 

 

篠原高齢福祉課主査 現在というのが第７期のことになりますでしょうか。

（「はい」と呼ぶ者あり）第７期の介護保険料の基準額は５，５００円

で、１３市中７位、真ん中の７位になっています。 

 

山田伸幸副委員長 これは介護保険がやるんではなくて高齢者福祉で対応され

るべきだと思うんですが、やはり、保険料もどんどん上がって、お年寄

りがもらえる年金というのは、残念ながら減ってきているんですね。そ

ういった状況の中で、いろいろな事情があって支払が難しくなっている

高齢者に対して、減免については、どのように対応されようとしている

のか。以前は少しだけされて、年間２０万ぐらいの予算が付いていたと

思うんですけど、それについて、今、担当課としてはどのように取り組

んでいるんでしょうか。 

 

篠原高齢福祉課主査 低所得者の方に対する保険料の減額についてですが、第
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１段階の保険料については低所得者保険料軽減負担金として保険料率を

基準額の５０％のところを、４５％に減額して、５％分を国庫負担金と

県と市の公費を投入しています。 

 

山田伸幸副委員長 １段階ということはもう所得がないという方ですよね。 

 

篠原高齢福祉課主査 １段階の方は老齢基礎年金の方や生活保護の方になりま

す。（「生活保護受給者と世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給

者、世帯全員が市民税非課税で課税年金収入額とその他の合計所得金額

の合計が８０万円以下の方になります」に訂正） 

 

吉永美子委員長 ４款の支払基金交付金、５款県支出金、６款財産収入まで。

７款繰入金、８款繰越金、９款諸収入、ありませんか。（「なし」と呼

ぶ者あり）歳入歳出全般で質疑はありますか。（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑を閉じたいと思います。討論はありますか。 

 

山田伸幸副委員長 介護保険制度が始まって以来、保険料はどんどん上がり続

けてまいりました。先ほども言ったように当初のスタートから比べて倍

以上に膨れ上がっています。一方でお年寄りの収入というのは、減るか、

若しくは現状維持ということで高齢者に対する負担が非常に大きい。そ

れに対して、やはり市独自の減免ということも検討されるべきですが、

残念ながら、他市がやっているような減免制度が整備されていません。

そのほかにも、利用者負担の重さというのもありますので、そういった

点で新たに減免制度が必要であるということを主張しまして、この審査

については反対とさせていただきます。 

 

吉永美子委員長 ほかに討論はありますか。（「なし」と呼ぶ者あり）討論な

しと認めます。 

 

（松尾数則委員退室） 

 

吉永美子委員長 それでは、採決に入りたいと思います。議案第６１号平成２９

年度山陽小野田市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、賛成の

委員の挙手をお願いします。 
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（賛成者挙手） 

 

吉永美子委員長 賛成多数。議案第６１号は認定すべきものと決しました。そ

れでは職員入替えのため４時４０分まで休憩します。 

 

午後４時３４分 休憩 

 

午後４時４０分 再開 

 

吉永美子委員長 それでは、休憩を閉じまして、民生福祉常任委員会を再開し

ます。議案の審査の前に市民生活課より発言を求められていますので、

どうぞ。 

 

藤山市民部次長 貴重な議案の審議の時間をちょっと頂戴します。誠に申し訳

ありません。去る７月１７日の山陽小野田市空家等対策計画の所管事務

調査の山田委員の質問におきまして、私の回答内容に誤りがありました

のでこの場をお借りして訂正させていただきます。山田委員から計画の

中の特定空家等の所有者への命令のところで、空家法第１６条には特定

空家等への立入調査を拒み、妨げ又は忌避した者は２０万円以下の過料

に処すると規定されているが、過料は裁判によって科されるのかという

質問がありました。これに対して、裁判によらないで科せられますと回

答しましたが、正しくは「地方自治体が対象者の所在地を所管する地方

裁判所に申し立てて、裁判所の手続を経て科されます」でした。御迷惑

をお掛けしますが、訂正をお願いします。大変申し訳ありませんでした。 

 

吉永美子委員長 それでは、議案の審査に入りたいと思います。議案第８１号

物品の購入について審査をします。執行部から御説明お願いします。 

 

木村環境課長 それでは、議案第８１号物品の購入についてです。これは、現

在小野田処分場において、ごみの分別及び整地のために使用している油

圧ショベルの老朽化に伴い、新たに購入をするものです。これにつきま

しては、去る７月２４日に指名競争入札を行いましたところ、２，０１９

万６，０００円をもって日立建機日本株式会社山口営業所が落札したと

ころです。予定価格が２，０００万円を超えているため、議会の議決に

付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に基づ
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き、落札業者と物品購入契約を締結するため、議会の議決を求めるもの

です。次に、油圧ショベルの仕様につきましてです。裏面になります、

御覧ください。標準的な基本図といいますか、寸法図を下に載せていま

すが、この図の中にはちょっと掲載されてはいませんが、その上に仕様

書なるものがありますが、そちらにも書いてありますとおり先端部分の

通常のすくうバケットがありますけれども、それに加えまして、アタッ

チメントによりましてマグネット、いわゆる磁石式のものを装着できる

ように発注する予定です。これは小野田処分場において、アルミ缶とス

チール缶を選別すること、そしてスクラップの鉄と非鉄を選別するとい

うためのものです。説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いしま

す。 

 

吉永美子委員長 それでは、委員の質疑を受けたいと思います。 

 

松尾数則委員 指名入札ということだったんだけど、何社ぐらい。 

 

木村環境課長 指名業者は６社にさせていただきまして、そのうち３社辞退が

ありましたので、残った３社で行っています。 

 

松尾数則委員 マグネット、つまり磁石を付けるということなんですが、昔、

山陽に空き缶の分別のやつがあったような気がしたんですが、あれはも

う使う気はないのね。 

 

木村環境課長 山陽の清掃工場に、確かに分別する機械がありましたけども、

それはもう使えないということで、合併当時から使っていません。です

から、今のこの油圧ショベルで多少面倒なところがありますけども、磁

石に付け替えたりしながら分別をしている状況です。 

 

大井淳一朗委員 バケットとマグネットの付け替えが可能なものということで

すが、以前の車両は付け替えが不可能だったということで今回できるも

のにするよという意味ですか、今回の購入は。 

 

木村環境課長 基本的にはまだ現有機として残っていますけども、そちらも同

じようにマグネット、磁石が付けられるような状態になっています。で

すから、今回もそれと同じような形状のものを、今老朽化がかなり進ん
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でいるということで、新たに同程度のものを購入しようということです。 

 

大井淳一朗委員 老朽化ということですが、今後は２台体制でいくということ

なんですか。それとももう１台ありますが、それがいずれは役目を終え

るんですが、何年か後にこのような車両を買う予定とかあるんでしょう

か。 

 

木村環境課長 今購入を予定していますこちらの新たな油圧ショベルの納期限

が、受注生産になりますので、３１年２月２８日までを一応設定してい

ます。ですから、それまでは今の重機でできる限りと思っていますが、

ただ、今この重機も正直、状態が余り良くありませんで、海が非常に近

いということで塩害もあってかなり鉄が腐食をしています。この図面で

言いますと下の部分のキャタピラーの部分、そこの軸のところがもう本

当にさびついて、鉄自体がひびが入ってきている状況で、修理をする会

社からもちょっとこれ以上の使用はかなり厳しいですよというようなも

のも出ています。ですから、今後は２台体制というよりも、新しいもの

が入り次第、今の分につきましては処分の方向でということになろうと

思います。 

 

杉本保喜委員 今のお話で大体予想が付いたんですけれど、やはり今までのも

のが老朽化したもので換えるということなんですが、能力的には前のも

のとほぼ同じと考えていいんですかね。 

 

木村環境課長 そうですね。能力的には今の機械と同等程度以上という形で指

示をしていこうと思っています。 

 

恒松恵子委員 今後購入の車両について、法定点検などの維持管理費について

の積算はされていますか。また維持管理、簡単な修繕等については、購

入先に依頼する予定でしょうか。 

 

木村環境課長 今後、法定点検の積算ということではありますけども、これは

今現在、現有機で行っている程度、ちょっと今詳細の金額までは持って

きていませんが、同じ金額ぐらいになると思っています。 

 

杉本保喜委員 今、日進月歩で車や装置が非常に発展しているんですが、今ま
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で使っていたものと、今回買い替えるものとを比べて、この辺りが非常

に進歩しているがために、整備も楽になったとか使い勝手が良くなった

とかいうものはあるんですか。 

 

木村環境課長 先ほどのお話と同じような形になるかもしれませんが、基本的

には同等品以上という形ではありますけども、ほぼ同等品と考えていま

す。前回の購入が平成１８年の３月です。通常の機械、機器に比べます

と多少ちょっと老朽化が早いのかなと思いますが、先ほどの話もありま

してちょっと塩害のこともあるのかなと。それとフル稼働を、ずっと絶

やすことなくほぼ動いていますので、その辺のこともあります。ですか

ら、ちょっと使い勝手という話になれば、当然十数年前よりかは、大き

く変わりはしないかもしれませんけども、操作性は確実には良くなって

いるものだろうと思っています。 

 

矢田松夫委員 このマグネットの機械、これによってどれぐらい経費が掛かっ

たんですか。付録で付いちょんじゃないでしょ。 

 

木村環境課長 マグネットということで取り替えがという話なんですけども、

基本的には仕様書の中にアタッチメントとして通常のバケットに加えて

マグネットを付けるようにということで入札を掛けています。ですから、

ちょっと今その部分でどれだけ上がったかということにつきましてはち

ょっと分かりませんけども、それを含めての話でということで、今回契

約をさせていただくという状況です。 

 

矢田松夫委員 これがなかったらもう少し安くなったということでしょうね、

結論的には。それから、これ無免許で操作するわけにはいきませんが、

この資格を持っている方、あるいは誰でも乗れるように資格を取らせよ

うとする方針というのはありますか。それから簡単ですけど、二つ目は、

来年の２月２８日が納期なんですが、使用開始が３月１日になるのかな。

それに答えてもらえますか。 

 

木村環境課長 今のこの油圧ショベルの運転の資格は大型特殊の免許になろう

かと思います。今現在の環境衛生センターで、これも大変申し訳ないで

すけど何人ということの正確な数までは言えませんが、当然そちらの処

分地を担当する者につきましては、必ずこの操作が必要になってきます
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ので、この免許を持った者を随時充てていくということの計画はしてい

ます。それと納期、２月２８日までということで３月１日からの開始か

ということですが、これが当然少しでも早まれば、早く納車していただ

くことにこしたことはないのかなと思っていますので、多少の変動はあ

るかもしれませんが、最終的な期限を２月末までしているという形で御

理解していただきたいと思います。 

 

大井淳一朗委員 今審査の中で、場所が場所だけに塩害がちょっとあるという

ことなんですが、思うにはその塩害を最小限に食い止めるために、例え

ばどっかの倉庫に入れておくとか何かカバーするとか、少しでも車をも

たせるような工夫が必要だと思うんですが、既に取り組まれているので

あればそれも含めてお答えください。 

 

木村環境課長 正直なところ、今小野田の処分場にこの油圧ショベルを納車す

るような場所というのがありません。通常の工事現場なんかでもそうか

と思いますけれども、結構野ざらしのような状態にはなっています。一

応この分は全部運転席等は囲われていますので、基本的には雨風を耐え

忍ぶというものです。これを全部納車するまでのものということになる

と相当大きな倉庫になりますので、ちょっとその辺の建設については不

可能かなと思っています。ただ、今塩害というような話でもありますが、

確かに使用頻度が高いもので、それと処分地の状況も雨が降ったりしま

すとかなり緩んだりします。そういったときに、それがまたそのまま乾

燥してかなり土がキャタピラーの部分に付いたままの状態ということは、

正直あろうかと思います。今後納車があって使う際につきましては、極

力こちらで浄化させることが可能であれば、少しずつでも洗車しながら、

少しでも長くもつようにということは努力していかないといけないかな

と思っています。 

 

山田伸幸副委員長 先ほど３社の入札ということだったんですが、予定価格は

幾らだったんでしょうか。 

 

木村環境課長 予定価格が、税抜で２，０９３万円ぐらいです。税込みで言い

ますと、２，２６０万円ぐらいという形になります。 

 

山田伸幸副委員長 先ほど処分場のことが出たんですが、かなり埋まっていま
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すよね。これ、あとどれぐらいもつものなのか。その点が分かっていれ

ばお答えください。それと、これは予算化はいつになるんでしょうか。

（発言する者あり） 

 

木村環境課長 処分地の件なんですけれども、正直にはちょっと、今何立米で

どのぐらいまで埋まっていますという数字的なものをというものもない

こともないんですが、ただこれはどうしても見た目でいくべきものかな

というのも少しあります。それでいきますと、当然もう半分以上は超え

ている状況です。ですから、こちらの延命化も当然図っていかないとい

けないと思っています。ただ昔に比べましてかなり市民の皆様に御協力

いただいていまして、環境衛生センターに入ってくるごみ、かなり資源

ごみとかリサイクルに回したりというような形で、焼却場で出てきた主

灰、飛灰とかいう灰とかも埋立てをすることなく、今、セメント事業化

に回したりということで極力埋立てが少なくなるようにということで努

力をしています。ですから、ちょっと大変申し訳ないんですけど、あと

どのぐらいでという正式なものは出ませんので、御理解いただきたいと

思います。 

 

吉永美子委員長 ほかにありますか。（「なし」と呼ぶ者あり）それでは、こ

れで質疑を閉じたいと思います。討論ありますか。（「なし」と呼ぶ者

あり）討論なしと認めます。それでは採決に入ります。議案第８１号物

品の購入について、賛成の委員の挙手を願います。 

 

（賛成者挙手） 

 

吉永美子委員長 全員賛成。議案第８１号は可決すべきものと決しました。以

上で本日の民生福祉常任委員会を閉会します。お疲れ様でした。 

 

午後４時５８分 散会 

 

 

平成３０年９月５日 

 

民生福祉常任委員長 吉 永 美 子 


